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1.1－1 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時において発電用

原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある

場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持すると

ともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれが

ある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならない状況に

もかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象

のおそれがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を実施する

こと。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象

のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉冷却材再

循環ポンプが自動停止しない場合は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動する
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1.1－2 

判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定な

出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させ

ること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象

のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポン

プが自動起動しない場合又はタービンが自動停止しない場合は、手動操

作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象

のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備に

よる十分な量のほう酸水注入を実施すること。 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉（以下「原子炉」とい

う。）を停止させるための設計基準事故対処設備は，原子炉緊急停止系である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器（以下「格納容器」という。）の

健全性を維持するとともに，原子炉を未臨界に移行するための対処設備を整備

する。ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により原子炉の緊急停止が必要な状況における

設計基準事故対処設備として，原子炉緊急停止系を設置している。

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するため
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1.1－3 

に，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下

「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対

応手段及び重大事故等対処設備を選定する。（第1.1－1図） 

重大事故等対処設備の他に，設計基準事故対処設備により重大事故等の

対応を行うための対応手段と重大事故等対処設備（設計基準拡張）※１及

び柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※２を選定する。 

※1 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設の機能を重大事故等時に期待する設備であって，

新たに重大事故等に対処する機能が付加されていない設備。 

※2 自主対策設備 

技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事

故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十四条及び技術基準

規則第五十九条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主

対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過渡変化時のフロントラ

イン系故障として，原子炉緊急停止系の故障による機能喪失を想定する。

サポート系故障（駆動源喪失）は，原子炉緊急停止系の電源又は計器用空

気が喪失することにより制御棒が挿入されることから想定しない。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対
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1.1－4 

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.1

－1表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉緊急停止（原子炉スク

ラム）ができない事象（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生するおそ

れがある場合又はＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉手動スクラム又

は代替制御棒挿入機能による制御棒挿入により，原子炉を緊急停止す

る手段がある。 

ⅰ) 原子炉手動スクラム 

中央制御室から手動により原子炉を緊急停止する。 

原子炉手動スクラムに使用する設備は以下のとおり。 

・手動スクラム・スイッチ 

・原子炉モード・スイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

ⅱ) 代替制御棒挿入機能による制御棒挿入 

原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）設定点の信号

により，全制御棒を挿入することで原子炉を緊急停止する。また，

上記「1.1.1(2)ａ．(a)ⅰ) 原子炉手動スクラム」を実施しても全

制御棒全挿入又は最大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位置）※３

を確認できない場合は，中央制御室からの手動操作により代替制御
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1.1－5 

棒挿入機能を作動し，全制御棒を挿入することで原子炉を緊急停止

する。 

代替制御棒挿入機能による制御棒挿入で使用する設備は以下のと

おり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

※3：冷温停止を達成するために全制御棒を挿入しなければならな

い制御棒位置。 

(b) 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，選択制御棒挿入機構により制御棒を挿

入し原子炉の出力を抑制する手段がある。 

ⅰ) 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

低炉心流量高出力領域に入った場合に原子炉の出力を制御し，安

定性の余裕を確保するため，あらかじめ選択された制御棒を自動的

に挿入する。また，上記「1.1.1(2)ａ．(a)ⅰ) 原子炉手動スクラ

ム」及び「1.1.1(2)ａ．(a)ⅱ) 代替制御棒挿入機能による制御棒

挿入」を実施しても全制御棒全挿入又は最大未臨界引抜位置（全制

御棒“02”位置）を確認できない場合は，中央制御室からの手動操

作により選択制御棒挿入機構を作動させ，あらかじめ選択された制

御棒を挿入する。 

選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制で使用する設備は以下

のとおり。 

・選択制御棒挿入機構 
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1.1－6 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

(c) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能

又は原子炉再循環ポンプ手動停止により，原子炉の出力を抑制する手

段がある。 

ⅰ) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）設定点の信号

により代替原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動し，自動で原子

炉再循環ポンプをトリップさせることにより原子炉の出力を抑制す

る。自動で停止しない場合は，中央制御室からの手動操作により原

子炉再循環ポンプを停止し，原子炉の出力を抑制する。 

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制で使用する設備は

以下のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

(d) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 

ＡＴＷＳが発生した場合に，自動減圧系の起動阻止スイッチにより，

原子炉の自動による減圧を防止する手段がある。 

ⅰ) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 

上記「1.1.1(2)ａ．(c)ⅰ) 原子炉再循環ポンプ停止による原

子炉出力抑制」により原子炉出力を抑制した後，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動

を阻止し，自動減圧による原子炉への冷水注水量の増加に伴う原子

炉出力の急上昇を防止する。 
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1.1－7 

自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止で

使用する設備は以下のとおり。 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

(e) ほう酸水注入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，ほう酸水を注入することにより原子炉

を未臨界にする手段がある。 

ⅰ) ほう酸水注入 

上記「1.1.1(2)ａ．(d)ⅰ) 自動減圧系の起動阻止スイッチによ

る原子炉出力急上昇防止」を実施した後，サプレッション・プール

水の温度が原子炉出力―サプレッション・プール水温度相関曲線の

「ほう酸水注入系起動領域」に近接した場合に，中央制御室からの

手動操作により十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系によ

り原子炉を未臨界にする。 

また，ＡＴＷＳ発生時に不安定な出力振動（以下「中性子束振動」

という。）を確認※４した場合は，ほう酸水注入系によりほう酸水

を注入することとしている。 

ほう酸水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

※4：複数の平均出力領域計装指示値が2～3秒周期で振動し，最大

振幅が20％を超えた場合又は複数の局所出力領域計装指示値

が2～3秒周期で振動し，最大振幅が10％を超えた場合に中性

子束振動と判断する。 

（添付資料1.1.4，添付資料1.1.8） 

(f) 原子炉水位低下による原子炉出力抑制 
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1.1－8 

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉圧力容器内の水位を低下させる

ことにより原子炉の出力を抑制する手段がある。 

ⅰ) 原子炉水位低下による原子炉出力抑制 

上記「1.1.1(2)ａ．(c)ⅰ) 原子炉再循環ポンプ停止による原子

炉出力抑制」を実施しても，原子炉の出力が高い場合又は原子炉が

隔離状態である場合は，中央制御室からの手動操作により原子炉圧

力容器内の水位を低下させることで，原子炉内の冷却材の自然循環

に必要な水頭圧が低下し自然循環流量が減少する。この結果，原子

炉内のボイド率が上昇することにより原子炉の出力を抑制する。な

お，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が自動起動した場

合は，これらの系統による原子炉水位制御を優先し実施する。 

原子炉水位低下による原子炉出力抑制で使用する設備は以下のと

おり。 

・タービン駆動給水ポンプ 

・電動駆動給水ポンプ 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 

(g) 制御棒挿入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，上記「1.1.1(2)ａ．(a) 原子炉緊急

停止」を実施しても全制御棒全挿入又は最大未臨界引抜位置（全制御

棒“02”位置）を確認できない場合は，手動操作による制御棒挿入に

より制御棒を挿入する手段がある。 

ⅰ) 制御棒手動挿入 

中央制御室でのスクラム・パイロット弁継電器用ヒューズの引き

抜き操作，現場でのスクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操
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作，現場でのスクラム個別スイッチの操作，中央制御室からの手動

操作による制御棒挿入又は現場での制御棒駆動水圧系引抜配管ベン

ト弁からの排水により制御棒を挿入する。 

制御棒手動挿入で使用する設備は以下のとおり。 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系配管・弁 

・スクラム個別スイッチ 

・制御棒駆動系 

・制御棒手動操作系 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

(h) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.1.1(2)ａ．(a) 原子炉緊急停止」で使用する設備のうち，Ａ

ＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），制御棒，制御棒駆動機構及

び制御棒駆動系水圧制御ユニットは重大事故等対処設備として位置づ

ける。 

「1.1.1(2)ａ．(b) 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制」

で使用する設備のうち，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水

圧制御ユニットは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.1.1(2)ａ．(c) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑

制」で使用する設備のうち，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポ

ンプトリップ機能）は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.1.1(2)ａ．(d) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉

出力急上昇防止」で使用する設備のうち，自動減圧系の起動阻止スイ
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ッチは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.1.1(2)ａ．(e) ほう酸水注入」で使用する設備のうち，ほう

酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは重大事故等対処設備として

位置づける。 

「1.1.1(2)ａ．(f) 原子炉水位低下による原子炉出力抑制｣で使用

する設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

「1.1.1(2)ａ．(g) 制御棒挿入」で使用する設備のうち，制御棒，

制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは重大事故等対処

設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.1.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉を緊急に停止できない場

合においても，原子炉の出力を抑制し原子炉を未臨界に移行すること

ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・手動スクラム・スイッチ及び原子炉モード・スイッチ「停止」 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉が自動スクラム

しなかった場合に，手動スクラム・スイッチの操作及び原子炉

モード・スイッチを「停止」位置に切り替える操作により制御

棒のスクラム動作を可能とするための設計基準事故対処設備で

あり，原子炉緊急停止系の回路を共有しているため，重大事故

等対処設備とは位置づけない。 
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・選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択された制御棒を自動的に挿入する機能である

ため未臨界の維持は困難であるが，原子炉出力を抑制する手段

として有効である。 

・タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポンプ 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，原子炉

への注水量の調整が可能であれば，原子炉水位を低下させるこ

とができ，原子炉出力を抑制する手段として有効である。なお，

原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプが自

動起動した場合は，これらの系統による原子炉水位制御を優先

する。 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，スクラム・パ

イロット弁電磁コイルの電源を遮断することで，制御棒をスク

ラム動作させられるため，制御棒を挿入する手段として有効で

ある。 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系配管・弁 

全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に設置し

てある計器用空気系配管内の計器用空気を排出し，スクラム弁

ダイアフラムの空気圧を喪失させることでスクラム弁を開とす

ることが可能であることから，制御棒を挿入する手段として有

効である。 

・スクラム個別スイッチ 
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全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に設置し

てある当該スイッチを操作することで制御棒のスクラム動作が

可能であることから，制御棒を挿入する手段として有効である。 

・制御棒駆動系及び制御棒手動操作系 

全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シーケ

ンスグループに対して有効性を確認できないが，制御棒を手動

にて挿入する手段として有効である。 

ｂ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」により選定

した対応手段に係る手順を整備する。 

この手順は，ＡＴＷＳ時における運転員等※５による一連の対応操作

として，「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」に定める。（第1.1－1

表） 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整備する。（第1.1－2表，第1.1－3表） 

※5 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転

操作対応）をいう。 

（添付資料1.1.2） 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉

出力） 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム信号が発信し
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た場合又は原子炉を手動スクラムした場合は，スクラムの成否を確認する

とともに，原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替えることによ

り原子炉スクラムを確実にする。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

①原子炉自動スクラム信号が発信した場合。 

②原子炉を手動スクラムした場合。 

ｂ．操作手順 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉

出力）における手順の概要は以下のとおり。手順の成功は，制御棒位置

表示が挿入されていること，又は原子炉出力が低下していることにより

確認する。 

タイムチャートを第1.1－2図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉スクラ

ム状況の確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，スクラム警報の発生の有無，制御棒の

挿入状態及び原子炉出力の低下の状況を状態表示等により確認し，

発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に原子炉スクラムが成功していない場合は，手

動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラムを指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉スクラムが成功していない場合

は，手動スクラム・スイッチにより原子炉手動スクラムを実施し，

発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切

り替えるように指示する。 
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⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉モード・スイッチを「停止」位

置に切り替えを実施し，発電長に報告する。 

⑦発電長は，運転員等に上記④及び⑥の操作を実施しても全制御棒が

全挿入位置とならず，最大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位置）

まで挿入されない場合は，ＡＴＷＳと判断し，非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」への移行を指示する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，作業開始を判断してから非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」への移行まで2分以内と想定する。中央制御室に設

置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，原子炉を安全に停止させる。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

①非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子 

炉出力）の操作を実施しても，全制御棒が全挿入位置又は最大未臨 

界引抜位置（全制御棒“02”位置）まで挿入されない場合。 

②非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子 

炉出力）において，制御棒位置指示が確認できない場合。 

ｂ．操作手順 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」におけ

る手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.1－3図及び第1.1－4図に，タイムチャートを第1.1－5図

に示す。 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に平均出力領域

計装の確認を指示し，平均出力領域計装指示値が3％以上の場合に，

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能による原子炉再循環ポンプの

自動トリップ状況の確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能

による原子炉再循環ポンプの自動トリップ状況を状態表示等により

確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に代替原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動

していない場合は，原子炉再循環ポンプを手動で停止するよう指示

する。 

④運転員等は中央制御室にて，手動操作により原子炉再循環ポンプの

停止を実施し，発電長に報告する。

⑤発電長は，運転員等に自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉

出力急上昇防止操作を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，自動減圧系の起動阻止スイッチにより，

自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止操作を実施し，

発電長に報告する。 

⑦発電長は，運転員等に自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉

出力急上昇防止操作後，ほう酸水注入系の起動操作，原子炉水位低

下操作，制御棒の挿入操作を同時に行うことを指示する。なお，同

時に同時に実施することが不可能な場合は，ほう酸水注入系の起動

操作，原子炉水位低下操作，制御棒の挿入操作の順で優先させる。 

【ほう酸水注入系の起動操作】 

⑧発電長は，運転員等にサプレッション・プール水の温度が原子炉出

力―サプレッション・プール水温度相関曲線の「ほう酸水注入系起
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動領域」に近接した場合又は中性子束振動が確認された場合に，ほ

う酸水注入系の起動操作を指示する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプＡ（又はＢ）の起

動操作（ほう酸水注入系起動用キー・スイッチを「ＳＹＳ Ａ」位

置（Ｂ系を起動する場合は「ＳＹＳ Ｂ」位置）にすることにより，

ほう酸水貯蔵タンク出口弁及びほう酸水注入系爆破弁を開とし，ほ

う酸水注入ポンプが起動することで，原子炉へほう酸水を注入す

る。）を実施し，原子炉へのほう酸水注入が開始されたことをほう

酸水貯蔵タンク液位の低下，平均出力領域計装指示値及び起動領域

計装指示値の低下により確認した後，発電長に報告する。 

⑩発電長は，運転員等に逃がし安全弁からの蒸気流入によるサプレッ

ション・プール水の温度上昇を抑制するため，残留熱除去系（サプ

レッション・プール冷却系）ポンプの起動を指示する。 

⑪運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）ポンプを起動し，発電長に報告する。 

⑫発電長は，サプレッション・プール水温度指示値が106℃に近接し

た場合は，運転員等にサプレッション・プールを水源で運転してい

る原子炉隔離時冷却系の停止操作を指示する。 

⑬運転員等は中央制御室にて，手動操作により原子炉隔離時冷却系の

停止操作を実施し，発電長に報告する。 

【原子炉水位低下操作】 

⑭発電長は，平均出力領域計装指示値が55％以上の場合又は原子炉が

隔離状態において平均出力領域計装指示値が3％以上の場合に，運

転員等に原子炉水位低下操作を指示する。 

⑮運転員等は中央制御室にて，平均出力領域計装指示値が55％以上の
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場合又は原子炉が隔離状態において平均出力領域計装指示値が3％

以上の場合は，給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水

ポンプ），原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の注水量を

減少させ，原子炉水位異常低下（レベル２）設定点を下限とし，原

子炉圧力容器内の水位を低下させることで原子炉出力を平均出力領

域計装指示値で3％未満に維持した後，発電長に報告する。なお，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が自動起動した場合は，

これらの系統による原子炉水位制御を優先し実施する。 

⑯運転員等は中央制御室にて，原子炉出力を平均出力領域計装指示値

で3％未満に維持できない場合は，原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位異常低下（レベル１）設定点より＋500mm ～ ＋1,500mmに維

持するように原子炉水位低下操作を実施し，発電長に報告する。 

【制御棒の挿入操作】 

⑰発電長は，運転員等に制御棒の挿入操作を指示する。 

⑱運転員等は中央制御室又は原子炉建屋原子炉棟にて，以下の操作に

より制御棒の挿入を実施し，発電長に報告する。なお，以下の操作

は全制御棒全挿入位置又は最大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位

置）まで挿入された時点で，操作を完了する。 

・スクラム弁が閉の場合には，以下の操作を実施する。 

ⅰ) 中央制御室にて，代替制御棒挿入機能を手動で作動させる。 

ⅱ) 中央制御室にて，選択制御棒挿入機構を手動で作動させる。 

ⅲ) 中央制御室にて，スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ

の引き抜き操作を実施する。 

ⅳ) 原子炉建屋原子炉棟にて，スクラム・パイロット弁計器用空

気系の排気操作を実施する。 
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・スクラム弁が開の場合には，以下の操作を実施する。 

ⅰ) 中央制御室にて，原子炉スクラムをリセットした後，手動ス

クラム・スイッチによる原子炉手動スクラムを実施する。 

ⅱ) 中央制御室にて，原子炉スクラムをリセットした後，原子炉

建屋原子炉棟にて，スクラム個別スイッチによるスクラム

操作を実施する。 

ⅲ) 中央制御室にて，原子炉圧力容器内の圧力と制御棒駆動水圧

系駆動水圧力の差圧を確保し，手動操作による制御棒挿入

を実施する。原子炉圧力容器内の圧力と制御棒駆動水圧系

駆動水圧力の差圧が確保できない場合は，制御棒駆動水ポ

ンプの予備機起動又は原子炉建屋原子炉棟にて，アキュム

レータ充填水ヘッダ元弁を閉にする。 

ⅳ) 原子炉建屋原子炉棟にて，制御棒駆動水圧系引抜配管ベント

弁からの排水を実施し，制御棒を手動挿入する。 

⑲発電長は，運転員等に上記⑱の操作により全制御棒全挿入位置又は

全制御棒が最大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位置）までの挿入

に成功した場合は，ほう酸水注入ポンプの停止を指示する。 

制御棒が挿入できない場合は，ほう酸水の全量注入完了を確認し，

ほう酸水注入ポンプの停止を指示する。 

⑳運転員等は，全制御棒全挿入位置又は全制御棒の最大未臨界引抜位

置（全制御棒“02”位置）までの挿入に成功した場合に，ほう酸

水注入ポンプＡ（又はＢ）を停止し，発電長に報告する。 

制御棒が挿入できない場合は，ほう酸水の全量注入完了を確認し

た後，ほう酸水注入ポンプＡ（又はＢ）を停止し，発電長に報告す

る。 
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 発電長は，運転員等に原子炉未臨界の確認を指示する。

 運転員等は，中央制御室にて平均出力領域計装及び起動領域計装に

より原子炉未臨界を確認し，発電長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場

合，作業開始を判断してから制御棒の挿入操作が完了するまでの所要時

間は以下のとおり。 

・代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動確認完了：1 分以内 

・自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の起動阻止操作完了：2分以内 

・ほう酸水注入系の起動操作完了：4分以内 

・残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）操作完了：18分以

内 

・原子炉水位低下操作開始：4分以内 

・代替制御棒挿入機能による制御棒挿入操作完了：14分以内 

・選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制操作完了：15分以内 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ引き抜き操作完了：28分

以内 

・原子炉スクラム・リセット後の手動スクラム操作完了：23分以内 

・原子炉圧力容器内の圧力と制御棒駆動水圧系駆動水圧力の差圧確保

後の，制御棒手動挿入操作完了：329分以内 

現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，作業開始

を判断してから制御棒の挿入操作が完了するまでの所要時間は以下のと

おり。 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作完了：73分以内 

・スクラム個別スイッチによる制御棒挿入操作完了：128分以内 
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・制御棒駆動水圧系の引抜配管ベント弁からの排水操作完了：982分

以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度である。 

（添付資料1.1.4，添付資料1.1.5，添付資料1.1.6， 

添付資料1.1.7，添付資料1.1.8，添付資料1.1.9） 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.1－6図に示す。 

運転時の異常な過渡変化の発生時に，原子炉がスクラムすべき状況にも

かかわらず，全制御棒が原子炉へ全挿入されない場合，非常時運転手順書

Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）対応に従い，中

央制御室から速やかに操作が可能である手動スクラム・スイッチによる原

子炉手動スクラム及び原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替え

を実施し，原子炉を緊急停止する。

手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラム及び原子炉モード・

スイッチを「停止」位置に切り替えを実施しても全制御棒が全挿入又は最

大未臨界引抜位置（全制御棒“02”位置）まで挿入されない場合は，原子

炉停止機能喪失と判断する。非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制

御「反応度制御」対応に従い，原子炉出力が3％以上の場合は，原子炉再

循環ポンプ停止による原子炉出力抑制操作を行うとともに，自動減圧系及

び過渡時自動減圧機能の自動起動を阻止し，ほう酸水注入系の起動操作，

原子炉水位低下操作，制御棒の挿入操作を同時並行で実施する。同時に実

行不可の場合は，ほう酸水注入系の起動操作，原子炉水位低下操作，制御

棒の挿入操作の順で優先させる。 
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ほう酸水注入系により原子炉を未臨界へ移行させるため，サプレッショ

ン・プール水の温度が原子炉出力―サプレッション・プール水温度相関曲

線の「ほう酸水注入系起動領域」に近接した場合，又は中性子束振動が確

認された場合には，ほう酸水注入ポンプを速やかに起動する。 

原子炉水位低下による原子炉出力抑制を実施するため，給水系（タービ

ン駆動給水ポンプ及び電動駆動給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器への注水量を減少させ，原子炉水

位異常低下（レベル２）設定点を下限とし，原子炉水位を原子炉出力3％

未満に維持できるように原子炉圧力容器内の水位を低下させる。原子炉出

力を3％未満に維持できない場合は，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位異常低下（レベル１）設定点より＋500mm ～ ＋1,500mmに維持するよう

に原子炉水位低下操作を実施する。なお，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系が自動起動した場合は，これらの系統による原子炉水位制御

を優先し実施する。 

制御棒挿入により原子炉を未臨界へ移行させるため，スクラム弁が閉の

場合は，手動操作により代替制御棒挿入機能を作動し，制御棒を挿入する。 

手動操作による代替制御棒挿入機能により制御棒が挿入できない場合は，

選択制御棒挿入機構によりあらかじめ選択されている制御棒を挿入するこ

とにより原子炉の出力を抑制し，スクラム・パイロット弁継電器用ヒュー

ズの引き抜き操作又はスクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作に

よる制御棒の挿入を実施する。 

制御棒挿入により原子炉を未臨界へ移行させるため，スクラム弁が開の

場合は，原子炉スクラムをリセットした後，手動スクラム・スイッチによ

り原子炉手動スクラムを実施する。 

手動スクラム・スイッチにより原子炉手動スクラムを実施しても原子炉
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を緊急停止できない場合は，原子炉スクラムをリセットした後，スクラム

個別スイッチにより制御棒を挿入する。 

スクラム個別スイッチによる制御棒が挿入できない場合は，原子炉圧力

容器内の圧力と制御棒駆動水圧系駆動水圧力の差圧を確保し，手動操作に

よる制御棒挿入を実施する。 

制御棒の手動挿入による制御棒挿入ができない場合は，制御棒駆動水圧

系の引抜配管ベント弁から排水し，制御棒を挿入する。 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

ほう酸水注入ポンプ，電動弁及び監視計器への電源供給手順については，

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。  
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第1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧（1／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

原
子
炉
手
動
ス
ク
ラ
ム

主
要
設
備

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「スクラム」（原

子炉出力） 

手動スクラム・スイッチ 

原子炉モード・スイッチ「停止」 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（2／8） 

（フロントライン系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
に

よ
る
制
御
棒
挿
入

主
要
設
備

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿

入機能）※２，※３

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

関
連
設
備

非常用交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（3／8） 

（フロントライン系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

選
択
制
御
棒
挿
入
機
構
に
よ
る
原
子
炉
出
力
抑
制

主
要
設
備

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

選択制御棒挿入機構 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（4／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
停
止

に
よ
る
原
子
炉
出
力
抑
制

主
要
設
備

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再

循環ポンプトリップ機能）※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

関
連
設
備

非常用交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（5／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

自
動
減
圧
系
の
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る
原
子
炉
出
力
急
上
昇
防
止

主
要
設
備

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

関
連
設
備

非常用交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（6／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

ほ
う
酸
水
注
入

主
要
設
備

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

関
連
設
備

ほう酸水注入系配管・弁 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（7／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

原
子
炉
水
位
低
下
に
よ
る
原
子
炉
出
力
抑
制

主
要
設
備

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

タービン駆動給水ポンプ 

電動駆動給水ポンプ 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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1.1－30 

対応手段，対応設備，手順書一覧（8／8） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉緊急停止系 

制
御
棒
手
動
挿
入

主
要
設
備

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系制御ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース）原子炉

制御「反応度制御」 

スクラム・パイロット弁継電器用

ヒューズ 

スクラム・パイロット弁計器用空

気系配管・弁 

スクラム個別スイッチ 

制御棒駆動系 

制御棒手動操作系 

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

非常用交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：代替制御棒挿入機能は，運転員等による操作不要の制御棒挿入機能である。 

※3：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※4：手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 

32



1.1－31 

第 1.1－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／3） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力） 

原子炉スクラム確認 

判
断
基
準

原子炉スクラム確認 

スクラム警報 

全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

平均出力領域計装※１，※４

起動領域計装※１，※４ 

原子炉手動スクラム 
操
作

プラント停止状態 

スクラム警報 

全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

未臨界の監視 
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 

※4：原子炉自動スクラム信号の設定値については，添付資料 1.1.3 参照。 
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1.1－32 

監視計器一覧（2／3） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

原子炉スクラム成功確認 

判
断
基
準

原子炉スクラム成功確認 

全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

原子炉再循環ポンプ停止

による原子炉出力抑制 
操
作

原子炉出力 
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

原子炉再循環ポンプ運転状態 原子炉再循環ポンプ表示灯 

自動減圧系の起動阻止ス

イッチによる原子炉出力

急上昇防止 

操
作

自動減圧系及び過渡時自動減圧機

能の起動阻止状態 

自動減圧系及び過渡時自動減圧機能

起動阻止状態表示灯 

ほう酸水注入 
操
作

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

未臨界の監視 
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

原子炉圧力容器への注水量 ほう酸水貯蔵タンク液位 

最終ヒートシンクによる冷却状態

の確認 

サプレッション・プール水温度※１

残留熱除去系系統流量※１

残留熱除去系熱交換器入口温度※１

残留熱除去系熱交換器出口温度※１

残留熱除去系海水系系統流量※１

補機監視機能 

局所出力領域計装 

ほう酸水注入ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

原子炉水位低下による原

子炉出力抑制 
操
作

原子炉出力 
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

原子炉隔離状態の有無 主蒸気隔離弁開閉表示灯 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

給水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１ 

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

補機監視機能 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 

※4：原子炉自動スクラム信号の設定値については，添付資料 1.1.3 参照。 
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監視計器一覧（3／3） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

代替制御棒挿入機能によ

る制御棒挿入 
操
作

プラント停止状態
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

未臨界の監視
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

選択制御棒挿入機構によ

る原子炉出力抑制 
操
作

プラント停止状態
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

原子炉出力
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

制御棒手動挿入 
操
作

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系※２

未臨界の監視 
平均出力領域計装※１

起動領域計装※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

補機監視機能 制御棒駆動水圧系駆動水ヘッダ差圧 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 

※4：原子炉自動スクラム信号の設定値については，添付資料 1.1.3 参照。 
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第1.1－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.1】 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための手順等

ほう酸水注入ポンプ 

非常用交流電源設備 

ＭＣＣ ２Ｃ系 

ＭＣＣ ２Ｄ系 

ほう酸水注入系 弁 

非常用交流電源設備 

ＭＣＣ ２Ｃ系 

ＭＣＣ ２Ｄ系 
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＊1：誤不動作とは，計測及び制御設備がトリップ信号を出力すべき事態が発生したと判断される場合にもかかわらず，トリップ信号を出力しない状態，又は，そのような状態が発生すると推定される状態。 

注1：サポート系故障（駆動源喪失）は，原子炉緊急停止系の電源又は計器用空気が喪失することにより制御棒が挿入されることから想定しない。 

第 1.1－1 図 機能喪失原因対策分析

① 原子炉手動スクラム

・手動スクラム・スイッチ

・原子炉モード・スイッチ「停止」

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

：OR 条件          ：フロントライン系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系

原子炉緊急停止系機能喪失 

制御棒スタック 

スクラム機械系故障 スクラム電気系故障 

制御棒駆動系 

（スクラム機能）故障

スクラム排出容器 

周り故障 

配管破損 

スクラム弁 

故障 

スクラム・アキュムレータ 

圧力低下 

水圧制御ユニット 

弁故障 

水圧制御ユニット 

配管故障 

スクラム・アキュムレータ 

故障 

制御棒駆動水 

ポンプ故障 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧-4 ⑧-4 ⑧-4 

スクラム・パイロット弁 

故障 

原子炉緊急停止系 

不動作 

論理回路 

不動作 

片トリップ系 

出力段不動作 

センサ 

誤不動作＊１

主トリップ系 

出力段不動作 

⑧-4 ① 

② 

③ ⑧-1 

⑧-2 

⑧-3 ⑧-5 

⑧-4 ⑧-5 

（凡例）

② 代替制御御棒挿入機能による制御棒挿入

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

③ 選択制御御棒挿入機構による原子炉出力抑制

・選択制御棒挿入機構

・制御棒

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

④ 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

⑤ 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止

・自動減圧系の起動阻止スイッチ

⑥ ほう酸水注入

・ほう酸水注入ポンプ

・ほう酸水貯蔵タンク

⑦ 原子炉水位低下による原子炉出力抑制

・タービン駆動給水ポンプ

・電動駆動給水ポンプ

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ポンプ

⑧-1 制御棒手動挿入（スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズの 

引き抜き操作） 

・スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

・制御棒 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

⑧-2 制御棒手動挿入（スクラム・パイロット弁計器用空気系の排気操作） 

・スクラム・パイロット弁計器用空気系配管・弁 

・制御棒 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

⑧-3 制御棒手動挿入（スクラム個別スイッチの操作） 

・スクラム個別スイッチ 

・制御棒 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

⑧-4 制御棒手動挿入（手動操作による制御棒挿入） 

・制御棒手動操作系 

・制御棒 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット

⑧-5 制御棒手動挿入（制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁からの排水） 

・制御棒駆動系 

・制御棒 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動系水圧制御ユニット
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第 1.1－2 図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」 

（原子炉出力） タイムチャート 
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第 1.1－3 図 ＡＴＷＳ緩和設備 概要図 
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操作手順 弁名称 

⑨※１ ほう酸水貯蔵タンク出口弁 

⑨※２ ほう酸水注入系爆破弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.1－4 図 ほう酸水注入ポンプによるほう酸水注入 概要図 

⑨※２ ⑨※１

⑨※２ 
⑨※１

：ほう酸水注入ポンプ 

（Ａ）使用した場合 

：ほう酸水注入ポンプ 

（Ｂ）使用した場合 

：逆止弁

：電動弁

：爆破弁

：ポンプ

MO

AO ：空気作動弁 

（凡例） 

：手動弁
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※1：スクラム個別スイッチによる制御棒挿入以降は，制御棒手動挿入又は制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁か

らの排水操作を実施する。 

第 1.1－5 図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

タイムチャート 
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※3：制御棒位置指示が確認できない場合は，非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」に移行する。 

※4：ＡＴＷＳ発生時に中性子束振動が確認された場合は，ほう酸水注入系によりほう酸水を注入する。 

第 1.1－6 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

原子炉未臨界 

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

異常低下(レベル１) 

設定点＋500mm～1,500mm に維持

原子炉出力 

3％未満維持 
原子炉水位維持 

運転時の異常な過渡変化時 

ＡＴＷＳ発生 

原子炉手動スクラム 

（手動スクラム・スイッチ） 

原子炉手動スクラム 

（原子炉モード・スイッチ

「停止」） 

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界

引抜位置※３

原子炉出力 

3％以上 

原子炉停止機能喪失 

ほう酸水注入系の起動操作，原子炉水位低下

操作，制御棒の挿入操作は同時並行で実施す

るが，同時に実行不可の場合は，ほう酸水注

入系の起動操作，原子炉水位低下操作，制御

棒の挿入操作の優先順とする。 

Yes 

Yes 

No 

No 

ほう酸水注入系の 

起動操作※４ 制御棒の挿入操作 

※1 へ 
原子炉出力―サプレッション・ 

プール水温度相関曲線 

「ほう酸水注入系起動領域」近接 

ほう酸水全量注入完了 

ほう酸水注入系停止 

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

----- ：自動作動していない場合の対応 

原子炉再循環ポンプが自動停止 

していない場合は，手動で対応 

原子炉水位低下操作 

ほう酸水注入 

原子炉再循環ポンプ停止に 

よる原子炉出力抑制（手動） 

自動減圧系の起動阻止 

スイッチによる原子炉出力 

急上昇防止 

原子炉再循環ポンプ停止による 

原子炉出力抑制（自動） 

原子炉圧力容器内の水位 

が原子炉水位異常低下(レベル２) 

設定点以上で原子炉出力 

が 3％未満 

原子炉水位低下による 

原子炉出力抑制 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

自動起動

給水系 

による原子炉水位制御 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心 

スプレイ系による原子炉水位制御

ほう酸水注入ポンプ 

起動 

制御棒挿入 

※2 より 

Yes 

Yes 

No 

No 

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界 

引抜位置

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界 

引抜位置
選択制御棒挿入機構による 

原子炉出力抑制（手動） 

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界 

引抜位置

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界 

引抜位置

制御棒手動挿入 

（中央制御室からの手動操作

による制御棒挿入） 

制御棒手動挿入 

（スクラム・パイロット弁継電

器用ヒューズの引き抜き操作）

スクラム・リセット 

スクラム弁

“閉”

※1 より 

代替制御棒挿入機能による 

制御棒挿入（手動）

作動していない場合は， 

手動で対応 

代替制御棒挿入機能による 

制御棒挿入（自動） 

原子炉手動スクラム 

（手動スクラム・スイッチ） 

スクラム・リセット 

制御棒手動挿入 

（スクラム個別スイッチの 

操作）

全制御棒全挿入 

又は最大未臨界 

引抜位置

制御棒手動挿入 

（制御棒駆動水圧系引抜配管

ベント弁からの排水） 

制御棒手動挿入 

（スクラム・パイロット弁計

器用空気系の排気操作） 

作動していない場合は， 

手動で対応 

選択制御棒挿入機構 

による原子炉出力抑制（自動） 

※2 へ 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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1.1－41 

添付資料1.1.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／6） 

技術的能力審査基準（1.1） 番号 設置許可基準規則（第 44 条） 技術基準規則（第 59 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異

常な過渡変化時において発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象が

発生するおそれがある場合又は当該事象が

発生した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持す

るとともに、発電用原子炉を未臨界に移行

するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、運転時の異常な過

渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及

び原子炉格納容器の健全性を維持するとと

もに、発電用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、運転時の異常な過

渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及

び原子炉格納容器の健全性を維持するとと

もに、発電用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な設備を施設しなければならな

い。 

⑥ 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急停止する

ことができない事象のおそれがある場

合」とは、発電原子炉を緊急停止してい

なければならない状況にもかかわらず、

原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメー

タの変化から緊急停止していないことが

推定される場合のことをいう｡ 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な手順」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象

が発生するおそれがある場合」とは、発

電用原子炉が緊急停止していなければな

らない状況にもかかわらず、原子炉出力

又は原子炉圧力等のパラメータの変化か

ら緊急停止していないことが推定される

場合のことをいう。 

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未

臨界に移行するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

【解釈】 

１ 第５９条に規定する「発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象

が発生するおそれがある場合」とは、発

電用原子炉が緊急停止していなければな

らない状況にもかかわらず、原子炉出力

又は原子炉圧力等のパラメータの変化か

ら緊急停止していないことが推定される

場合のことをいう。 

２ 第５９条に規定する「発電用原子炉を未

臨界に移行するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

－ 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原

子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電要原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象のおそれ

がある場合」に、手動による原子炉の緊

急停止操作を実施すること。 

② 

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の

入力までの原子炉スクラム系統から独立

した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を

整備すること。 

（１）BWR 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の

入力までの原子炉スクラム系統から独立

した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）

を整備すること。 

⑦ 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象のおそれ

がある場合」に、原子炉出力を制御する

ため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動

停止しない場合は、手動で停止操作を実

施すること。 

③ 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」に、原子炉出力を

制御するため、原子炉冷却材再循環ポン

プを自動で停止させる装置を整備するこ

と。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」に、原子炉出力を

制御するため、原子炉冷却材再循環ポン

プを自動で停止させる装置を整備するこ

と。 

⑧ 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸

水注入設備（SLCS）を起動する判断基準

を明確に定めること。 
④ 

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸

水注入設備（SLCS）を整備すること。 

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸

水注入設備（SLCS）を整備すること。 ⑨ 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することがで

きない事象の発生時に不安定な出力振動

が検知された場合には、ほう酸水注入設

備（SLCS）を作動させること。 

⑤ （２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」に、原子炉出力を

抑制するため、補助給水系ポンプを自動

的に起動させる設備及び蒸気タービンを

自動で停止させる設備を整備すること。 

（２）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」に、原子炉出力を

抑制するため、補助給水系ポンプを自動

的に起動させる設備及び蒸気タービンを

自動で停止させる設備を整備すること。 

－ 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に

停止することができない事象のおそれがあ

る場合」に、原子炉出力を抑制するため、

補助給水系ポンプが自動起動しない場合又

はタービンが自動停止しない場合は、手動

操作により実施すること。 

－ 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」には、化学体積制

御設備又は非常用炉心冷却設備による十

分な量のほう酸水注入を実施する設備を

整備すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合」には、化学体積制

御設備又は非常用炉心冷却設備による十

分な量のほう酸水注入を実施する設備を

整備すること。 

－ 
ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象のおそれ

がある場合」に、化学体積制御設備又は

非常用炉心冷却設備による十分な量のほ

う酸水注入を実施すること。 

－ 

※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。
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1.1－42 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／6） 

 ：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備 自主対策設備

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
に
よ
る

制
御
棒
挿
入

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御

棒挿入機能）※１ 既設 

① 

② 

⑥ 

⑦

－

原
子
炉
手
動
ス
ク
ラ
ム

手動スクラム・スイッチ 

制御棒 既設 
原子炉モード・スイッチ「停

止」 

制御棒駆動機構 既設 制御棒 

制御棒駆動系水圧制御ユニッ

ト 
既設 制御棒駆動機構 

非常用交流電源設備 既設 
制御棒駆動系水圧制御ユニッ

ト 

燃料補給設備 既設 － － 

－ － － － －

選
択
制
御
棒
挿
入
機
構
に
よ
る

原
子
炉
出
力
抑
制

選択制御棒挿入機構 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動系水圧制御ユニッ

ト 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
停
止

に
よ
る
原
子
炉
出
力
抑
制

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子

炉再循環ポンプトリップ機

能）※１

既設 

① 

③ 

⑥ 

⑧

－ － － 非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

自
動
減
圧
系
の

起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る

原
子
炉
出
力
急
上
昇
防
止

自動減圧系の起動阻止スイッ

チ 
新設 

① 

⑥
－ － － 非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

ほ
う
酸
水
注
入

ほう酸水注入ポンプ 既設 

① 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑨

－ － － 

ほう酸水貯蔵タンク 既設 

ほう酸水注入系配管・弁 既設 

原子炉圧力容器 既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 
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1.1－43 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／6） 

 ：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

－ － － － － 

原
子
炉
水
位
低
下
に
よ
る

原
子
炉
出
力
抑
制

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ポンプ 

タービン駆動給水ポンプ

電動駆動給水ポンプ

－ － － － － 

制
御
棒
手
動
挿
入

スクラム・パイロット弁継電

器用ヒューズ 

スクラム・パイロット弁計器

用空気系配管・弁 

スクラム個別スイッチ 

制御棒駆動系 

制御棒手動操作系 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動系水圧制御ユニッ

ト 

非常用交流電源設備 

燃料補給設備 

※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。
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1.1－44 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／6） 

技術的能力審査基準（1.1） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運

転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止する

ことができない事象が発生するおそ

れがある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに、発電用原

子炉を未臨界に移行するために必要

な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

運転時の異常な過渡変化時にお

いて，ＡＴＷＳが発生するおそれ

がある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため，原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び格納容器の健

全性を維持するとともに，原子炉

を未臨界に移行させる手段とし

て，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御

棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備

（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能），自動減圧系の起動阻止

スイッチ及びほう酸水注入ポンプ

により原子炉冷却材圧力バウンダ

リ及び格納容器の健全性を維持す

るとともに，原子炉を未臨界に移

行するために必要な手順等を整備

する。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に

停止することができない事象の

おそれがある場合」とは、発電

用原子炉を緊急停止していなけ

ればならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力

等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定され

る場合のことをいう。 

－ 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行

するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

－ 

※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。
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1.1－45 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／6） 

技術的能力審査基準（1.1） 適合方針 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧

水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転

を緊急に停止することができな

い事象のおそれがある場合」

に、手動による原子炉の緊急停

止操作を実施すること。 

運転時の異常な過渡変化時にお

いて，ＡＴＷＳが発生した場合

に，手動によるＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）の作動に

より原子炉を緊急停止するために

必要な手順等を整備する。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転

を緊急に停止することができな

い事象のおそれがある場合」

に、原子炉出力を制御するた

め、原子炉冷却材再循環ポンプ

が自動停止しない場合は、手動

で停止操作を実施すること。 

運転時の異常な過渡変化時にお

いて，ＡＴＷＳが発生した場合

に，原子炉出力を抑制するため，

原子炉再循環ポンプが自動停止し

ない場合の手段として，手動によ

り原子炉再循環ポンプを停止させ

るために必要な手順等を整備す

る。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有する

ほう酸水注入設備（SLCS）を起

動する判断基準を明確に定める

こと。 

運転時の異常な過渡変化時にお

いて，ＡＴＷＳが発生した場合

に，ほう酸水注入ポンプを起動す

る判断基準を明確に定める。

ｃ）発電用原子炉を緊急停止するこ

とができない事象の発生時に不

安定な出力振動が検知された場

合には、ほう酸水注入設備

（SLCS）を作動させること。 

運転時の異常な過渡変化時，Ａ

ＴＷＳが発生した場合において，

中性子束振動を確認した場合にほ

う酸水注入ポンプを作動させるた

めに必要な手順等を整備する。 
※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。
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1.1－46 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／6） 

技術的能力審査基準（1.1） 適合方針 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転

を緊急に停止することができな

い事象のおそれがある場合」

に、原子炉出力を抑制するた

め、補助給水系ポンプが自動起

動しない場合又はタービンが自

動停止しない場合は、手動操作

により実施すること。 

対象外 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転

を緊急に停止することができな

い事象のおそれがある場合」

に、化学体積制御設備又は非常

用炉心冷却設備による十分な量

のほう酸水注入を実施するこ

と。 

対象外 

※1：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。
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添付資料 1.1.2 

第 1 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）
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第 2 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）
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添付資料1.1.3 

第 1 表 原子炉スクラム信号一覧表 
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添付資料1.1.4 

注:ＳＬＣはほう酸水注入系を，Ｓ／Ｐはサプレッション･プールを示す。 

第 1 図 原子炉出力―サプレッション・プール水温度相関曲線
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添付資料 1.1.5 

第 1 図 代替制御棒挿入機能 説明図 

53



1
.
1
－
5
2
 

添付資料 1.1.6 

第 1 図 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 概要図 
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添付資料 1.1.7 

重大事故対策の成立性 

1．非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

(1) スクラム・パイロット弁計器用空気系排気 

ａ．操作概要 

スクラム・パイロット弁計器用空気系排気が必要な状況において，

まで移動するとともに，現場に設置してある

スクラム・パイロット弁計器用空気系配管内の計器用空気を排出するこ

とでスクラム弁ダイアフラムの空気圧を喪失させスクラム弁を開とし，

制御棒をスクラム動作させる。 

ｂ．作業場所 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

制御棒手動挿入の手段のうち，現場におけるスクラム・パイロット弁

計器用空気系排気に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：73分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

       ：5分以内（操作対象：3

弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：非常用照明を配備しており，常用照明消灯時における作業

性を確保している。また，ヘッドライト又はＬＥＤライト

を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護

具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着用
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又は携行して作業を行う。 

移動経路：非常用照明を配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト又はＬＥＤライトを携行している。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に操作可能である。また，操作

対象弁は通路付近であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話装置（固定電話

機，ＰＨＳ端末）又は送受話器のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能である。 

スクラム用空気元弁     スクラム用空気元弁操作 

スクラム・パイロット弁              計器用空気排気操作 

計器用空気系 
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(2) スクラム個別スイッチによる制御棒挿入 

ａ．操作概要 

スクラム個別スイッチによる制御棒挿入が必要な状況において，

まで移動するとともに，現場に設置してあるス

クラム個別スイッチを操作することでスクラム・パイロット弁を作動し，

制御棒をスクラム動作させる。 

ｂ．作業場所 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

制御棒手動挿入の手段のうち，現場におけるスクラム個別スイッチに

よる制御棒挿入に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：128分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：非常用照明を配備しており，常用照明消灯時における作業

性を確保している。また，ヘッドライト又はＬＥＤライト

を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護

具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路：非常用照明を配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト又はＬＥＤライトを携行している。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に操作可能である。また，操作

対象弁は通路付近であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話装置（固定電話

機，ＰＨＳ端末）又は送受話器のうち，使用可能な設備に
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より，中央制御室との連絡が可能である。 

スクラム個別スイッチ         スクラム個別スイッチ操作 
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(3) 制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁による排水 

ａ．操作概要 

制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁による排水が必要な状況において，

まで移動するとともに，現場に設置してあ

る制御棒駆動水圧系引抜配管ベント弁を開とすることで，ピストン上部

の冷却材を排水し，制御棒を作動させる。 

ｂ．作業場所 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

制御棒手動挿入の手段のうち，現場における制御棒駆動水圧系引抜配

管ベント弁による排水に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：982分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

       ：457分以内（操作対象：

185弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：非常用照明を配備しており，常用照明消灯時における作業

性を確保している。また，ヘッドライト又はＬＥＤライト

を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護

具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着用

又は携行して作業を行う。 

移動経路：非常用照明を配備しており接近可能である。また，ヘッド

ライト又はＬＥＤライトを携行している。 

操作性 ：通常の弁操作であり，容易に操作可能である。また，操作

対象弁は通路付近であり，操作性に支障はない。 
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連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話装置（固定電話

機，ＰＨＳ端末）又は送受話器のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能である。 

 ホース接続       ホース接続操作 

引抜配管ベント弁                引抜配管ベント弁操作 
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添付資料1.1.8 

中性子束振動が発生した場合の対応について 

1．中性子束振動が発生した場合の対応 

以下のいずれかの状況に至った場合に，ほう酸水注入系によりほう酸水の

注入を実施する。 

・複数の平均出力領域計装指示値が2～3秒周期で振動し，最大振幅が20％

を超えた場合。 

・複数の局所出力領域計装指示値が2～3秒周期で振動し，最大振幅が10％

を超えた場合。 

2．中性子束振動の判断基準について 

中性子束振動が発生し燃料棒線出力が急激に上昇した場合，沸騰遷移が発

生し燃料被覆管温度が上昇する可能性があるが，出力振動の振幅が極端に大

きい場合を除き速やかにリウェットすることで適切に冷却されるため燃料被

覆管の破損は発生しないと考えられる。一方，通常運転状態においても中性

子束は数％振動していることから，中性子束振動の発生を容易に認知できる

大きさで，かつ振幅が極端に大きくならない範囲として，平均出力領域計装

で20％，局所領域計装で10％を判断基準として設定している。 
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3．局所出力領域計装による認知の容易性について 

局所出力領域計装の指示については，中央制御室内に設置されている運転

監視補助装置（プロセス計算機）の画面及び中央制御室内に設置されている

補助制御盤のモニタ画面により，確認することができる。そのため，局所出

力領域計装により中性子束振動の発生を容易に認知できる。なお，これら局

所出力領域計装の指示は，デジタル値※及びバーチャートで表示されるため，

中性子束振動が発生していること及びその変動幅を容易に認知できる。 

※：燃料棒の線出力密度の熱的制限値（44kW／m）を100％とした相対値 
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添付資料 1.1.9 

サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方について 

サプレッション・プール水温度における設定根拠の考え方について，

以下に示す。 

操作項目 判断基準 考え方 

ほう酸水注入

系の起動 

サプレッション・プ

ール水温度；49℃ 

サプレッション・プール水

温度が高温待機運転時の制

限値 49℃を超える場合には

原子炉を手動スクラムする

ことから，ほう酸水注入系

は原子炉スクラム（自動及

び手動）のバックアップ機

能であることを踏まえ，サ

プレッション・プール水温

度の手動スクラム実施基準

（49℃）近接に設定 

原子炉隔離時

冷却系の停止 

サプレッション・プ

ール水温度；106℃ 

原子炉隔離時冷却系の高温

耐 性 （ 116℃ ） に 余 裕 を 考

慮して設定 

63



目－1

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手
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ｂ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧代替注水系による原子炉注水 

(b) 重大事故等対処設備 

ｃ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 

(b) 復旧 

(c) 重大事故等対処設備 

ｄ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 
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(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 
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1.2.2.2 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉注水 

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 
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(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 
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ｂ．制御棒駆動水圧系による原子炉注水 
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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状

態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離

時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン

動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下「RCIC 等」という。）により

発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボン

ベ等）を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な
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期間※の運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR 及びPWR）及び蒸気発生器水位（PWR の場合）

を推定する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、

計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等（手順及び装備

等）を整備すること。 

（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環を

含む。）すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続すること

により、起動及び十分な期間の運転継続ができること。（BWR の場合） 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動及

び十分な期間の運転継続ができること。（PWR の場合） 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制

御棒駆動機構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWR 

の場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，発電用原子炉（以下「原子炉」

という。）を冷却するための設計基準事故対処設備が有する機能は，原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による注水機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，
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原子炉を冷却する対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手

順等について説明する。 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，原子炉を冷却し炉

心の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処設備として原子炉隔離

時冷却系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・プール

を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，重大事故等の対処に用

いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するた

めに，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下

「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対

応手段及び重大事故等対処設備を選定する。（第1.2－1図） 

また，原子炉を冷却するために原子炉水位を監視及び制御する対応手段

及び重大事故等対処設備並びに重大事故等の進展を抑制するための対応手

段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に，設計基準事故対処設備により重大事故等の

対応を行うための対応手段と重大事故等対処設備（設計基準拡張）※１及

び柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※２を選定する。 

※1 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設の機能を重大事故等時に期待する設備であって，

新たに重大事故等に対処する機能が付加されていない設備。

※2 自主対策設備 

技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に
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おいて使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事

故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十五条及び技術基準

規則第六十条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対

策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として原子炉隔離

時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプの故障を想定する。また，

サポート系故障として，全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失を

想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.2

－1表に整理する。 

ａ．重大事故等対処設備（設計基準拡張）の対応手段及び設備

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

設計基準事故及び重大事故等時の対処に用いる水源はサプレッショ

ン・プールである。また，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系

で用いることができる水源には復水貯蔵タンクもあり，サプレッショ
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ン・プールから復水貯蔵タンクへの切り替えについては，「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール 

高圧炉心スプレイ系による原子炉注水で使用する設備は以下のとおり。 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 

・サプレッション・プール 

ｂ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧代替注水系による原子炉注水 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ポンプが故障により原子炉注水ができない場合は，中央

制御室からの手動操作により常設高圧代替注水系ポンプを起動し原子

炉へ注水する手段がある。 

中央制御室からの手動操作により常設高圧代替注水系ポンプが起動

できない場合は，現場での人力による弁の操作により常設高圧代替注

水系ポンプを起動し原子炉へ注水する手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，原子炉へ注水を継続することができる。 

ⅰ) 中央制御室からの高圧代替注水系起動 

中央制御室からの手動操作により常設高圧代替注水系ポンプを起

動し原子炉へ注水する設備は以下のとおり。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・サプレッション・プール 
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ⅱ) 現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

現場での人力による弁の操作により常設高圧代替注水系ポンプを

起動し原子炉へ注水する設備は以下のとおり。 

・常設高圧代替注水系ポンプ 

・サプレッション・プール 

(b) 重大事故等対処設備 

「1.2.1(2)ｂ．(a)ⅰ) 中央制御室からの高圧代替注水系起動」で

使用する設備のうち，常設高圧代替注水系ポンプ及びサプレッショ

ン・プールは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.2.1(2)ｂ．(a)ⅱ) 現場での人力操作による高圧代替注水系起

動」で使用する設備のうち，常設高圧代替注水系ポンプ及びサプレッ

ション・プールは重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である原

子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプが故障した場

合においても，原子炉を冷却することができる。 

ｃ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプ

レイ系が全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉

注水ができない場合は，常設代替直流電源設備から給電される常設高

圧代替注水系ポンプを中央制御室からの手動操作により起動し原子炉

へ注水する手段がある。 
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また，中央制御室からの手動操作により常設高圧代替注水系ポンプ

が起動できない場合は，現場での人力による弁の操作により常設高圧

代替注水系ポンプを起動し原子炉へ注水する手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，高圧代替注水系の運転を継続する。 

ⅰ) 中央制御室からの高圧代替注水系起動 

中央制御室からの手動操作により常設高圧代替注水系ポンプを起

動し原子炉へ注水する設備は「1.2.1(2)ｂ．(a)ⅰ) 中央制御室か

らの高圧代替注水系起動」で選定した対応手段及び設備と同様であ

る。 

ⅱ) 現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

現場での人力による弁の操作により常設高圧代替注水系ポンプを

起動し原子炉へ注水する設備は「1.2.1(2)ｂ．(a)ⅱ) 現場での人

力操作による高圧代替注水系起動」で選定した対応手段及び設備と

同様である。 

(b) 復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，

所内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備（常

設又は可搬型）又は代替直流電源設備（常設又は可搬型）により原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段がある。 

ⅰ) 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 
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常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により所内常

設直流電源設備のうち直流125V充電器に給電し，原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉注水を継続する。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水で使用する設備は以下のと

おり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール 

なお，代替交流電源設備へ燃料を補給することにより，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運

転を継続することが可能である。 

ⅱ) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備により，原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉注水

を継続する。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水で使用する設備は以下のと

おり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・プール 

なお，可搬型代替直流電源設備へ燃料を補給することにより，原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却

系の運転を継続することが可能である。 

(c) 重大事故等対処設備 
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「1.2.1(2)ｃ．(a)ⅰ) 中央制御室からの高圧代替注水系起動」及

び「1.2.1(2)ｃ．(a)ⅱ) 現場での人力操作による高圧代替注水系起

動」として使用する設備における重大事故等対処設備の位置づけは，

「1.2.1(2)ｂ．(b) 重大事故等対処設備」と同様である。 

「1.2.1(2)ｃ．(b)ⅰ) 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電」で使用する設備のうち，サプレッション・プールは重大

事故等対処設備として位置づける。 

「1.2.1(2)ｃ．(b)ⅰ) 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電」で使用する設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプは重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

「1.2.1(2)ｃ．(b)ⅱ) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電」で使用する設備のうち，サプレッション・プールは重大

事故等対処設備として位置づける。 

「1.2.1(2)ｃ．(b)ⅱ) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電」で使用する設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプは重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源が喪失した場合，

又は全交流動力電源の喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合にお

いても，原子炉を冷却することができる。 

ｄ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 
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上記「1.2.1(2)ｂ．(a) 高圧代替注水系による原子炉注水」及び

「1.2.1(2)ｃ．(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失

時の原子炉注水」により原子炉へ注水する際は，原子炉水位を監視又

は推定する手段がある。 

また，原子炉へ注水するための常設高圧代替注水系ポンプの作動状

況を確認する手段がある。 

さらに，原子炉を冷却するための原子炉水位を制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとおり。 

高圧代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ

燃料域） 

・原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ） 

・高圧代替注水系系統流量 

・サプレッション・プール水位 

高圧代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※３，燃料域※３，ＳＡ広帯域※３，

ＳＡ燃料域※３） 

・可搬型計測器 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

・常設高圧代替注水系ポンプ入口圧力 

・高圧代替注水系タービン入口圧力 

・高圧代替注水系タービン排気圧力 

※3：中央制御室にて監視可能であるが，現場においても監視可能。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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「1.2.1(2)ｄ．監視及び制御」で使用する設備のうち，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域），原子

炉水位（ＳＡ燃料域），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代替注

水系系統流量，サプレッション・プール水位及び可搬型計測器は重大

事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を監視することにより，原子炉を冷却す

るために，原子炉水位を監視及び制御することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・監視及び制御で使用する原子炉水位（狭帯域）及び現場計器 

原子炉水位（狭帯域）の伝送器は耐震ＳクラスではなくＳＳ機

能維持を担保できないが，複数の計器で監視する手段として有

効である。なお，高圧代替注水系の現場計器は現場での人力操

作による起動時に，個別のパラメータを確認することで，原子

炉水位等の監視及び制御を行うことに対して有効であるが，中

央制御室での監視に適さないため重大事故等対処設備として位

置づけない。しかし，現場計器はＳＳ機能維持を担保する設計と

することから，現場での人力操作による起動時には，原子炉水

位の監視及び制御を行う手段として有効である。 

ｅ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 
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原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水系によ

る原子炉注水により原子炉水位が維持できない場合には，重大事故等

の進展を抑制するため，ほう酸水注入系及び制御棒駆動水圧系により

原子炉へ注水する手段がある。 

ⅰ) ほう酸水注入系による原子炉注水 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉へ

のほう酸水注入を実施する。 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給すること

で，ほう酸水注入系による原子炉注水を継続する。 

ほう酸水注入系により原子炉へほう酸水を注入する設備及び純水

系による注水を継続する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク

ⅱ) 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉注

水を実施する。 

制御棒駆動水圧系により原子炉へ注水する設備は以下のとおり。 

・制御棒駆動水ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.2.1(2)ｅ．(a)ⅰ) ほう酸水注入系による原子炉注水」で使用

する設備のうち，ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは重大

事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 
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（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態で冷却機能が喪失した場合においても重大事故等の進展を

抑制することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備 

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・純水系（ほう酸水注入系による原子炉注水を継続させる場合） 

ほう酸水貯蔵タンクへの補給に使用する純水系は耐震Ｓクラ

スではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能であれば，

ほう酸水貯蔵タンクに補給することができ，ほう酸水注入系に

よる原子炉への注水を継続することが可能となることから，原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等の進展を

抑制する手段として有効である。 

・制御棒駆動水ポンプ及び復水貯蔵タンク 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず，制御棒

駆動水ポンプ及び復水貯蔵タンクは耐震ＳクラスではなくＳＳ機

能維持を担保できないが，使用可能であれば，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時における重大事故等の進展を抑制する手段

として有効である。 

ｆ．手順等 

上記「ａ．重大事故等対処設備（設計基準拡張）の対応手段及び設

備」，「ｂ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．サポー

ト系故障時の対応手段及び設備」，「ｄ．監視及び制御」及び「ｅ．重大

事故等の進展抑制時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係

る手順を整備する。 
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これらの手順は，運転員等※４及び重大事故等対応要員の対応として，

「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」及び「重大事故等対策要領」に

定める。（第1.2－1表） 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整備する。（第1.2－2表，第1.2－3表） 

※4 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転

操作対応）をいう。 

（添付資料1.2.2） 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，原子炉水位異常低下（レベル２）

による原子炉隔離時冷却系の自動起動，又は中央制御室からの手動操作に

より原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・プールを水源とした

原子炉への注水を実施する。 

なお，原子炉圧力容器内の圧力低下により原子炉隔離時冷却系が停止し

た場合，又は原子炉圧力容器内の圧力低下により原子炉隔離時冷却系系統

流量が確保できず，原子炉圧力容器内の水位低下が継続している場合に，

原子炉隔離時冷却系を手動停止する。ただし，原子炉圧力容器内の水位が

原子炉水位異常低下（レベル１）設定点未満で，原子炉圧力容器内の圧力

が確保された場合に，原子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉圧力容器内の

水位が燃料有効長頂部に到達するまでに原子炉への注水を開始する。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。
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①自動起動信号が発信した場合。

原子炉水位異常低下（レベル２）が発信した場合。

②手動起動の場合。 

給水系による原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合において，サプ

レッション・プールの水位が確保されている場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.2－2図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉隔離時

冷却系の手動起動又は自動起動の確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，手動起動操作又は自動起動信号（原子

炉水位異常低下（レベル２））により，原子炉隔離時冷却系蒸気供

給弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁が開し，原子炉隔離時冷

却系が起動したことを確認した後，発電長に報告する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを原

子炉隔離時冷却系系統流量の流量上昇で確認し，発電長に報告する。 

④発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維

持するように指示する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁の開

閉操作により原子炉隔離時冷却系系統流量を調整することで，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 
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上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉注水開始

まで手動起動操作で5分以内と想定する。中央制御室に設置されている

操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

 高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，原子炉水位異常低下（レベル２）

若しくはドライウェル圧力高信号による高圧炉心スプレイ系ポンプの自動

起動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプレイ系ポンプを

起動し，サプレッション・プールを水源とした原子炉への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。

①自動起動信号が発信した場合。

原子炉水位異常低下（レベル２）又はドライウェル圧力高信号が発

信した場合。

②手動起動の場合。 

給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉注水ができず，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持でき

ない場合おいて，サプレッション・プールの水位が確保されている場

合。 

ｂ．操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。概

要図を第1.2－3図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に高圧炉心スプ

レイ系ポンプの手動起動又は自動起動の確認を指示する。 
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②運転員等は中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系ポンプの手動起動

操作，又は自動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル２）又はド

ライウェル圧力高）により高圧炉心スプレイ系ポンプが起動したこ

とを確認し，高圧炉心スプレイ系原子炉注入弁を開として原子炉注

水を開始する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを高

圧炉心スプレイ系系統流量の流量上昇で確認し，発電長に報告する。 

④発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維

持するように指示する。

⑤運転員等は中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系原子炉注入弁の開

閉操作により高圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉注水開始

まで手動起動操作で3分以内と想定する。中央制御室に設置されている

操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

1.2.2.2 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉注水 

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合は，

中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動し原子炉への注

水を実施する。 
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なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）設定点から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持

するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃

料域）により監視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲

（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備

する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以

上に維持できない場合において，サプレッション・プールの水位が確

保されている場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの高圧代替注水系起動による原子炉注水手順の概要

は以下のとおり。 

概要図を第1.2－4図に，タイムチャートを第1.2－5図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に中央制御室

からの高圧代替注水系起動の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系起動による原子炉注

水に必要な原子炉隔離時冷却系ポンプ出口弁及び原子炉隔離時冷

却系原子炉注入弁の受電操作を実施し，原子炉隔離時冷却系ポン

プ出口弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁の表示灯が点灯し

たことを確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，中央制御室からの高圧代替注水系起
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動に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状

態表示等により確認し，発電長に報告する。 

④発電長は，運転員等に中央制御室からの高圧代替注水系起動によ

る原子炉注水の系統構成を指示する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁

を閉にする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系注入弁及び原子炉隔

離時冷却系原子炉注入弁を開にする。 

⑦運転員等は，発電長に中央制御室からの高圧代替注水系起動によ

る原子炉注水の系統構成が完了したことを報告する。 

⑧発電長は，運転員等に中央制御室からの高圧代替注水系起動によ

る原子炉注水の開始を指示する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系タービン止め弁を開

とし，常設高圧代替注水系ポンプを起動する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを

高圧代替注水系系統流量の流量上昇で確認した後，発電長に報告

する。 

⑪発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

の間で維持するように指示する。

⑫運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系を起動又は停止する

ことにより高圧代替注水系系統流量を調整することで，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原子

炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 
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上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施した

場合，作業開始を判断してから中央制御室からの高圧代替注水系起動

による原子炉注水開始まで10分以内と想定する。中央制御室に設置さ

れている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合にお

いて，中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動できない

場合は，現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原

子炉注水を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）設定点から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持

するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃

料域）及び可搬型計測器により監視する。また，これらの計測機器が故

障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定

する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以

上に維持できない場合で，中央制御室からの手動操作により高圧代替

注水系を起動できない場合において，サプレッション・プールの水位

が確保されている場合。 

(b) 操作手順 
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現場での人力操作による高圧代替注水系起動による原子炉注水手順

の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.2－6図に，タイムチャートを第1.2－7図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に現場での人

力操作による高圧代替注水系起動の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，可搬型計測器の接続を実施し，原子

炉水位指示値を確認する。 

③運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，トリップ・スロットル弁の

閉及び原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力指示値が0.93MPa

［gage］以上であることにより確認する。 

④運転員等は，発電長に現場での人力操作による高圧代替注水系起

動の準備が完了したことを報告する。 

⑤発電長は，運転員等に現場での人力操作による高圧代替注水系起

動による原子炉注水の系統構成を指示する。 

⑥運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，高圧代替注水系注入弁及び

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁を開にする。 

⑦運転員等は，発電長に現場での人力操作による高圧代替注水系起

動による原子炉注水の系統構成が完了したことを報告する。 

⑧発電長は，運転員等に現場での人力操作による高圧代替注水系起

動による原子炉注水の開始を指示する。 

⑨運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，高圧代替注水系タービン止

め弁を開操作することにより，高圧代替注水系を起動する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを

可搬型計測器の原子炉水位指示値の上昇により確認し，発電長に

報告する。 
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⑪発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点の

間に維持するように指示する。 

⑫運転員等は中央制御室及び原子炉建屋原子炉棟にて，高圧代替注

水系の起動又は停止により高圧代替注水系系統流量を調整するこ

とで，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定

点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電

長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を

運転員等（当直運転員）4名にて実施した場合，作業開始を判断して

から現場での人力操作による高圧代替注水系起動による原子炉注水開

始まで58分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度で

ある。 

（添付資料1.2.3） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.2－12図に示す。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合は，中

央制御室からの手動操作により重大事故等対処設備である高圧代替注水系

を起動し原子炉へ注水する。 

中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉へ注水
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する。 

1.2.2.3 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷却ができない場合に，

常設代替直流電源設備から給電される高圧代替注水系を中央制御室から

の手動操作により起動し原子炉への注水を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）設定点から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持

するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃

料域）により監視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲

（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備

する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電系統が喪失し，原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水ができず，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない

場合において，サプレッション・プールの水位が確保されている場合。

(b) 操作手順 

高圧代替注水系の中央制御室からの手動操作による原子炉の冷却手

順については，「1.2.2.2(1)ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起

動」の操作手順と同様である。 
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(c) 操作の成立性 

高圧代替注水系の中央制御室からの手動操作による原子炉の冷却手

順については，「1.2.2.2(1)ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起

動」の操作の成立性と同様である。 

ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系で原子炉の冷却ができない場合において，

中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉への

注水を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）設定点から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持

するように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃

料域）により監視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲

（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備

する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失し，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水ができず，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できな

い場合で，中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合において，サプレッション・プールの水位の水位が確保さ

れている場合。 
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(b) 操作手順 

現場での人力操作による高圧代替注水系起動手順については，

「1.2.2.2(1)ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動」の操

作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性 

現場での人力操作による高圧代替注水系起動手順については，

「1.2.2.2(1)ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動」の操

作の成立性と同様である。 

（添付資料1.2.3） 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源の喪失により所内常設直流電源設備のうち直流125V充

電器が機能喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な直

流電源を所内常設直流電源設備の蓄電池により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備により所内常設直流電源設備のうち直流125V充

電器に給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保

して原子炉注水を実施する。 

なお，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水が実施されている場合に

おいて，サプレッション・プール水の除熱機能である残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）が喪失している場合は，サプレッショ

ン・プール水の温度が上昇することを考慮し，原子炉への注水を確保す

る観点から，低圧代替注水系（可搬型）を準備する。サプレッション・

プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定された

場合は，原子炉への注水を低圧代替注水系（可搬型）に切り替える。 
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(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇により機能が喪失すると予測され

る場合。 

(b) 操作手順 

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電源設備に

関する手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替交流電

源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整理する。 

また，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水操作は，中央制御室対

応を運転員等（当直運転員）1 名にて実施した場合，常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備により電源復旧後，原子炉隔離時

冷却系の原子炉注水開始まで 16 分以内と想定する。中央制御室に設

置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

ｂ．代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備の蓄電池により給電している場

合は，所内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替直流電源

設備又は可搬型代替直流電源設備により給電し，原子炉隔離時冷却系の

運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉注水を実施する。 

なお，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水が実施されている場合に

おいて，サプレッション・プール水の除熱機能である残留熱除去系（サ
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プレッション・プール冷却系）が喪失している場合は，サプレッショ

ン・プール水の温度が上昇することを考慮し，原子炉への注水を確保す

る観点から，低圧代替注水系（可搬型）を準備する。 

サプレッション・プール水の温度が原子炉隔離時冷却系の設計温度を

超えると想定された場合は，原子炉への注水を低圧代替注水系（可搬型）

に切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇により機能が喪失すると予測され

る場合において，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

により必要な直流電源を確保できない場合。 

(b) 操作手順 

常設代替直流電源設備に関する手順及び可搬型代替直流電源設備に

関する手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替直流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替直流電

源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整理する。 

また，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水操作は，中央制御室対

応を運転員等（当直運転員）1 名にて実施した場合，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備により電源復旧後，原子炉隔離時

冷却系の原子炉注水開始まで 16 分以内と想定する。中央制御室に設

置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 
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重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.2－12図に示す。 

ａ．全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失した場合の対応 

中央制御室からの手動操作により重大事故等対処設備である高圧代替

注水系を起動し原子炉へ注水する。 

中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を起動できない場合

は，現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉

を冷却する。 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備により所内常設直流電源設備のうち直流125V充

電器に給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保

して原子炉へ注水する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，常設代替直流電源設

備又は可搬型代替直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に

必要な直流電源を確保して原子炉へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することができる。 

1.2.2.4 監視及び制御 

(1) 原子炉水位の監視又は推定 
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原子炉を冷却するため原子炉圧力容器内の水位が維持されていることを

原子炉水位により監視する。また，この計測機器が故障又は計測範囲（把

握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 

(2) 常設高圧代替注水系ポンプの作動状況確認 

原子炉圧力容器内の水位が低下した場合において，原子炉へ注水するた

めに起動した常設高圧代替注水系ポンプの作動状況を高圧代替注水系系統

流量，サプレッション・プール水位又は原子炉水位により確認する手順を

整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設高圧代替注水系ポンプを手動操作により起動した場合。 

(b) 操作手順 

常設高圧代替注水系ポンプの作動状況確認手順の概要は以下のとお

り。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に常設高圧代

替注水系ポンプの作動状況確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，常設高圧代替注水系ポンプの運転状

態に異常がないことを確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，高圧代替注水系系統流量，サプレッ

ション・プール水位又は原子炉水位を監視し，常設高圧代替注水

系ポンプによる原子炉注水ができていることを確認する。なお，

計器電源が喪失し中央制御室の計器にて監視できない場合は，原

子炉水位及び常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力の計器端子台に

可搬型計測器を接続し測定及び推定を行い，常設高圧代替注水系
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ポンプによる原子炉注水ができていることを確認する。また，中

央制御室にて計器及び可搬型計測器を用いた監視ができない場合

は，現場の原子炉水位の計器端子台にて可搬型計測器を接続し測

定及び推定を行い，現場の常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力で

指示値を確認することで，常設高圧代替注水系ポンプによる原子

炉注水ができていることを確認する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室操作は運転員等1名により操作を実施する。 

中央制御室からの手動操作ができない場合は，現場での人力操作に

より常設高圧代替注水系ポンプの起動・停止操作を行うため，円滑に

作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度である。 

(3) 原子炉水位の制御 

常設高圧代替注水系ポンプにより原子炉注水をしている場合において，

原子炉圧力容器内への注水量を調整し原子炉圧力容器内の水位を制御する

手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器内の水位の調整が必要な場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの常設高圧代替注水系ポンプ起動が可能である場合

は，通常の運転操作により対応する。操作手順については，

「1.2.2.2(1)ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動」にて整備す

る。 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中央制御室

からの常設高圧代替注水系ポンプ起動ができない場合は，中央制御室
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にて原子炉水位の計器端子台に可搬型計測器を接続し原子炉水位の測

定及び監視を行い，原子炉建屋原子炉棟の現場運転員と連絡を密にし，

現場運転員が高圧代替注水系タービン止め弁の開閉操作により常設高

圧代替注水系ポンプを起動・停止させることで原子炉圧力容器内への

注水量を調整し原子炉圧力容器内の水位を調整する。操作手順につい

ては，「1.2.2.2(1)ｂ．現場での人力操作による高圧代替注水系起動」

にて整備する。 

1.2.2.5 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．ほう酸水注入系による原子炉注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時において，

原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合には，ほう

酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉へのほう酸水

注入を実施する。 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給することで， 

ほう酸水注入系による原子炉への注水を継続させる。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態の場合で，原子炉隔離時冷

却系，高圧炉心スプレイ系，高圧代替注水系及び制御棒駆動水圧系に

より原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.2－8図に，タイムチャートを第1.2－9図に示す。 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等にほう酸水注

入系による原子炉へのほう酸水注入の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入系による原子炉へのほ

う酸水注入に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示等により確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等にほう酸水注入系による原子炉へのほう酸水

注入の開始を指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，ほう酸水注入ポンプＡ（Ｂ）の起動

操作（ほう酸水注入系起動用キー・スイッチを「ＳＹＳ Ａ

（Ｂ）」位置にすることで，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及びほう

酸水注入系爆破弁が開となり，ほう酸水注入ポンプが起動する。）

を実施する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉へのほう酸水注入が開始され

たことをほう酸水貯蔵タンク液位の低下により確認し，発電長に

報告する。 

【ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉への継続注水】 

⑥発電長は，原子炉への継続注水が必要と判断した場合に，運転員

等にほう酸水注入系による原子炉への継続注水の準備を開始する

ように指示する。 

⑦運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，ほう酸水貯蔵タンク純水補

給ライン元弁及びほう酸水貯蔵タンク純水補給水弁を開とし，ほ

う酸水注入系による原子炉への注水を継続し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記のほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉へのほう酸水注入は，

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場合，作
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業開始を判断してからほう酸水注入系による原子炉注水開始まで2分

以内と想定する。中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作

であるため，速やかに対応できる。 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，原子炉

への継続注水を行う場合は，現場操作を運転員等（当直運転員）2名

にて実施した場合，作業開始を判断してから原子炉への継続注水準備

完了まで60分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度で

ある。 

（添付資料1.2.3） 

ｂ．制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水系により

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持

できない場合で，非常用交流電源設備により電源及び冷却水を確保し，

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉への注水を

実施する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，原子炉隔離時冷却

系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水系により原子炉注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上

に維持できない場合において，復水貯蔵タンクの水位が確保されてい

る場合。 

(b) 操作手順 

制御棒駆動水圧系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 
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概要図を第1.2－10図に，タイムチャートを第1.2－11図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に制御棒駆動

水圧系による原子炉注水の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水圧系による原子炉注水

に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示等により確認するとともに，冷却水が確保されてい

ることを確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に制御棒駆動水ポンプの起動を指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水ポンプを起動し，発電

長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に制御棒駆動水圧系による原子炉注水の開始

を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，制御棒駆動水圧系流量調整弁及び制

御棒駆動水圧系駆動水圧力調整弁を開にする。 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉へ注水が開始されたことを制

御棒駆動水圧系系統流量の流量上昇により確認し，発電長に報告

する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した

場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉注水開

始まで3分以内と想定する。中央制御室に設置されている操作盤から

の遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.2－12図に示す。 
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原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態において，原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合は，ほう酸水注

入系より原子炉圧力容器内への注水量が多い制御棒駆動水圧系により原子

炉へ注水する。制御棒駆動水圧系が使用できない場合は，ほう酸水注入系

により原子炉へ注水する。ただし，制御棒駆動水圧系及びほう酸水注入系

では原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できないが，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間，重大事故等の進展抑制として使用する。 

なお，ほう酸水注入系による原子炉への継続注水を行う場合の水源は，

純水系を使用してほう酸水貯蔵タンクに補給する。 

1.2.2.6 その他の手順項目について考慮する手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉への注水手順については，「1.4  

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」

にて整備する。 

サプレッション・プールから復水貯蔵タンクへの水源切替手順については，

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系への電源供給手順については，

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源

設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。

原子炉水位の監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に

関する手順等」にて整備する。 
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操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。  
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第1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧（1／13） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）における原子炉隔離時冷却による原子

炉注水）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ 

所内常設直流電源設備※２

非常用交流電源設備※２ 

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（2／13） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）における高圧炉心スプレイ系による原

子炉注水） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

高圧炉心スプレイ系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

高圧炉心スプレイ系配管・弁・

ストレーナ・スパージャ 

燃料補給設備※２

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

  ：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（3／13） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

原子炉隔離時冷却系ポン

プ 

高圧炉心スプレイ系ポン

プ 

中
央
制
御
室
か
ら
の
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

主
要
設
備

常設高圧代替注水系ポンプ 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 

高圧炉心スプレイ系配管・弁・

ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※２

常設代替交流電源設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

可搬型代替直流電源設備※２ 

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（4／13） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

原子炉隔離時冷却系ポン

プ 

高圧炉心スプレイ系ポン

プ 

現
場
で
の
人
力
操
作
に
よ
る
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

主
要
設
備

常設高圧代替注水系ポンプ 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 

高圧炉心スプレイ系配管・弁・

ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（5／13） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常用デ

ィーゼル発電機（全交流

動力電源） 

所内常設直流電源設備

（常設直流電源系統） 

中
央
制
御
室
か
ら
の
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

主
要
設
備

常設高圧代替注水系ポンプ 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 

高圧炉心スプレイ系配管・弁・

ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※２

常設代替交流電源設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

可搬型代替直流電源設備※２ 

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（6／13） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常用デ

ィーゼル発電機（全交流

動力電源） 

所内常設直流電源設備

（常設直流電源系統） 

現
場
で
の
人
力
操
作
に
よ
る
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

主
要
設
備

常設高圧代替注水系ポンプ 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 

高圧炉心スプレイ系配管・弁・

ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（7／13） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常用デ

ィーゼル発電機（全交流

動力電源） 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－44 

対応手段，対応設備，手順書一覧（8／13） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常用デ

ィーゼル発電機（全交流

動力電源） 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※２

可搬型代替直流電源設備※２

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）

配管・弁 

主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系）

配管・弁・ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   ：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－45 

対応手段，対応設備，手順書一覧（9／13） 

（監視及び制御） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

監
視
及
び
制
御

※
３

－ 

高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室
起
動
時
）
の
監
視
計
器

主
要
設
備

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

高圧代替注水系系統流量 

サプレッション・プール水位 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

原子炉水位（狭帯域） 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－46 

対応手段，対応設備，手順書一覧（10／13） 

（監視及び制御） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

監
視
及
び
制
御

※
３

－ 

高
圧
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
）
の
監
視
計
器

主
要
設
備

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

可搬型計測器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 
原子炉水位（狭帯域） 

高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

高圧代替注水系ポンプ入口圧力 

高圧代替注水系タービン入口圧力 

高圧代替注水系タービン排気圧力 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－47 

対応手段，対処設備，手順書一覧（11／13） 

（重大事故等の進展抑制） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

「
ほ
う
酸
水
注
入
」

主
要
設
備

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

ほう酸水注入系配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   ：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－48 

対応手段，対処設備，手順書一覧（12／13） 

（重大事故等の進展抑制） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

「
継
続
注
水
」

主
要
設
備

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

ほう酸水注入系配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２

可搬型代替交流電源設備※２

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

純水系 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   ：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－49 

対応手段，対処設備，手順書一覧（13／13） 

（重大事故等の進展抑制） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制

－ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

制御棒駆動水ポンプ 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※２

燃料補給設備※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

制御棒駆動水圧系配管・弁 

補給水系配管・弁 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3：監視及び推定する手順については，「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

   ：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.2－50 

第1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却

系による原子炉注

水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 給水流量 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内への注水量 原子炉隔離時冷却系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－51 

監視計器一覧（2／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 高圧炉心スプレイ

系による原子炉注

水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 
給水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内への注水量 高圧炉心スプレイ系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。

117



1.2－52 

監視計器一覧（3／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.2 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉注水 

ａ．中央制御室からの高

圧代替注水系起動 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 高圧代替注水系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－53 

監視計器一覧（4／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.2 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉注水 

ｂ．現場での人力操作に

よる高圧代替注水系

起動 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１ 

高圧代替注水系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 可搬型計測器 

補機監視機能 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

常設高圧代替注水系ポンプ入口圧力 

高圧代替注水系タービン入口圧力 

高圧代替注水系タービン排気圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－54 

監視計器一覧（5／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 

ａ．中央制御室からの高

圧代替注水系起動 

判
断
基
準

電源 

275kV 東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV 系原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

直流 125V 主母線盤２Ａ 

直流 125V 主母線盤２Ｂ 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量
原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 高圧代替注水系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－55 

監視計器一覧（6／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉注水 

ｂ．現場での人力操作に

よる高圧代替注水系

起動 

判
断
基
準

電源 

275kV 東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV 系原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

直流 125V 主母線盤２Ａ 

直流 125V 主母線盤２Ｂ 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１ 

高圧代替注水系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 可搬型計測器 

補機監視機能 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

常設高圧代替注水系ポンプ入口圧力 

高圧代替注水系タービン入口圧力 

高圧代替注水系タービン排気圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－56 

監視計器一覧（7／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．ほう酸水注入系によ

る原子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の圧力
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量 
原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧代替注水系系統流量※１

電源 

275kV 東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV 系原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

補機監視機能 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

補機監視機能 純水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉圧力容器への注水量 
ほう酸水貯蔵タンク液位 

ほう酸水注入ポンプ吐出圧力※３

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－57 

監視計器一覧（8／8） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ｂ．制御棒駆動水圧系に

よる原子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１ 

高圧代替注水系系統流量※１

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 制御棒駆動水圧系系統流量 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 制御棒駆動系冷却水ライン流量 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.2－58 

第1.2－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【 1.2】  

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順

等  

原子炉隔離時冷却系 (注水系 ) 弁  

所内常設直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 

緊急用直流 125V主母線盤 

直流 125V主母線盤２Ａ 

高圧代替注水系(蒸気系 ) 弁  

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 

緊急用直流 125V主母線盤 

高圧代替注水系(注水系 ) 弁  

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 

緊急用直流 125V主母線盤 
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1.2－59 

第 1.2－1 図 機能喪失原因対策分析（1／2） 

② 高圧代替注水系による原子炉注水

（現場での人力操作による高圧代替注水系

起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

原子炉内高圧時の冷却機能喪失

原子炉隔離時冷却系

機能喪失

高圧炉心スプレイ系

機能喪失

ポンプ周り

故障
配管破損 弁故障 起動失敗

駆動源喪失 

（直流電源） 

手動 
自動起動 

信号故障 

復水貯蔵 

タンク 

サプレッション・ 

プール 

ストレーナ 

詰まり 

ポンプ周り

故障
配管破損 弁故障 起動失敗

電源喪失

（直流電源）

手動
自動起動

信号故障

復水貯蔵

タンク

サプレッション・

プール

ストレーナ

詰まり

海水系

機能喪失

駆動源喪失

（交流電源）

高圧炉心スプレイ系

機能喪失

：AND 条件      ：フロントライン系の代替設備・手段による対応

：OR 条件       ：サポート系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系 

：サポート系

（凡例）

※1

※3 ※2 ※5

⑤ 復旧

（代替交流電源設備による原子炉隔離時冷

却系への給電）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・サプレッション・プール

⑥ 復旧

（代替直流電源設備による原子炉隔離時冷

却系への給電）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・サプレッション・プール

※2

※1

①② ④③

① 高圧代替注水系による原子炉注水

（中央制御室からの高圧代替注水系起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

③ 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系

統喪失時の原子炉注水

（中央制御室からの高圧代替注水系起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

④ 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系

統喪失時の原子炉注水

（現場での人力操作による高圧代替注水系

起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

＜蒸気配管範囲＞ 

駆動蒸気共通配管分岐～ 

原子炉隔離時冷却系ター 

ビン入口 

＜淡水配管範囲＞ 

サプレッション・プール出口 

～原子炉注水共通配管まで 
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1.2－60 

第 1.2－1 図 機能喪失原因対策分析（2／2）  

：AND 条件      ：フロントライン系の代替設備・手段による対応

：OR 条件       ：サポート系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系 

：サポート系

（凡例）

ポンプ周り

故障

海水系機能喪失

弁故障 起動失敗
駆動源喪失

(交流電源)

電源喪失

(直流電源)

配管破損
ストレーナ

詰まり

自動起動

信号故障
手動

※5 ※2

※3

電源喪失

(直流電源)

配電盤

機能喪失

蓄電池

機能喪失

交流電源喪失 充電器故障

※4

※2

電源喪失

(交流電源)

Ｍ／Ｃ

機能喪失
Ｐ／Ｃ

機能喪失

外部電源系

故障

非常用ディーゼル

発電機等故障

※4 ⑤

注 1：高圧炉心スプレイ系については，⑤，⑥，⑦及び⑧の対応手段は対象外である。 

⑥

駆動源喪失

(交流電源)

Ｍ／Ｃ

機能喪失
Ｐ／Ｃ

機能喪失

外部電源系

故障
高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機故障

※5

② 高圧代替注水系による原子炉注水

（現場での人力操作による高圧代替注水系

起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

⑤ 復旧

（代替交流電源設備による原子炉隔離時冷

却系への給電）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・サプレッション・プール

⑥ 復旧

（代替直流電源設備による原子炉隔離時冷

却系への給電）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・サプレッション・プール

① 高圧代替注水系による原子炉注水

（中央制御室からの高圧代替注水系起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

③ 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系

統喪失時の原子炉注水

（中央制御室からの高圧代替注水系起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール

④ 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系

統喪失時の原子炉注水

（現場での人力操作による高圧代替注水系

起動）

・常設高圧代替注水系ポンプ

・サプレッション・プール
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1.2－61 

操作手順 弁名称

②※１ 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

②※２，⑤ 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。 

第 1.2－2 図 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 概要図 

②※１

MO

AO

：蒸気（排気含む）ライン

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

：空気作動弁

HO ：油圧調整弁

（凡例） 

：注水ライン

②※２ 

⑤
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1.2－62 

操作手順 弁名称

② 高圧炉心スプレイ系原子炉注入弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

第 1.2－3 図 高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 概要図 

：逆止弁

MO

AO

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

：空気作動弁

（凡例） 

：注水ライン

②
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1.2－63 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.2－4 図 中央制御室からの高圧代替注水系起動 概要図

操作手順 弁名称

⑤ 原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁 

⑥※１ 高圧代替注水系注入弁 

⑥※２ 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

⑨，⑫ 高圧代替注水系タービン止め弁 

⑥※１

⑥※２

⑨，⑫

MO

AO

：蒸気（排気含む）ライン

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

：空気作動弁

HO ：油圧調整弁

（凡例） 

：注水ライン

⑤
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1.2－64 

第 1.2－5 図 中央制御室からの高圧代替注水系起動 タイムチャート 

130



1.2－65 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。 

第 1.2－6 図 現場での人力操作による高圧代替注水系起動 概要図

操作手順 弁名称

③ トリップ・スロットル弁

⑥※１ 高圧代替注水系注入弁 

⑥※２ 原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

⑨，⑫ 高圧代替注水系タービン止め弁 

⑥※１

⑥※２

⑨，⑫

MO

AO

：蒸気（排気含む）ライン

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

：空気作動弁

HO ：油圧調整弁

（凡例） 

：注水ライン

③
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第 1.2－7 図 現場での人力操作による高圧代替注水系起動 タイムチャート 
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操作手順 弁名称 操作手順 弁名称 

④※１ ほう酸水貯蔵タンク出口弁 ⑦※１ ほう酸水貯蔵タンク純水補給ライン元弁 

④※２ ほう酸水注入系爆破弁 ⑦※２，⑦※３ ほう酸水貯蔵タンク純水補給水弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。 

第 1.2－8 図 ほう酸水注入系による原子炉注水 概要図

④※２

④※２

④※１

⑦※２ ⑦※３⑦※１

④※１

：ほう酸水注入ポンプ

（Ａ）使用した場合

：ほう酸水注入ポンプ

（Ｂ）使用した場合

：逆止弁

：電動弁

：爆破弁

：ポンプ

MO

AO ：空気作動弁

：手動弁

（凡例） 
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第 1.2－9 図 ほう酸水注入系による原子炉注水 タイムチャート
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操作手順 弁名称

⑥※１ 制御棒駆動水圧系流量調整弁 

⑥※２ 制御棒駆動水圧系駆動水圧力調整弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.2－10 図 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 概要図 

⑥※１ ⑥※２

：電動弁

：ポンプ

：空気作動弁

（凡例） 

：手動弁

AO

MO
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第 1.2－11 図 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 タイムチャート 
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(1)フロントライン系故障時の対応手段の選択  (2)サポート系故障時の対応手段の選択（1／2） 

第 1.2－12 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1／3） 

原子炉隔離時冷却系ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ポンプ故障

中央制御室からの高

圧代替注水系 

起動成功

Yes 

No 

中央制御室からの 

高圧代替注水系起動 

現場での人力操作による 

高圧代替注水系起動 

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）

設定点以上維持不可

原子炉の冷却 
復旧※1 

（2／3）へ 

全交流動力電源喪失

所内常設直流電源設備より 

原子炉隔離時冷却系 

起動，運転継続の電源供給 

常設直流電源

系統喪失

No 

中央制御室からの高

圧代替注水系 

起動成功

Yes 

No 

中央制御室からの 

高圧代替注水系起動 

原子炉の冷却 

現場での人力操作による 

高圧代替注水系起動 

Yes 
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(2)サポート系故障時の対応手段の選択（2／2） 

第 1.2－12 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（2／3） 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

復旧※1  

（1／3）から 

原子炉の冷却 

常設代替交流電源

設備使用可能

代替直流電源設備による

原子炉隔離時冷却系への給電

（可搬型代替直流電源設備）

代替直流電源設備による

原子炉隔離時冷却系への給電

（常設代替直流電源設備）

代替交流電源設備による

原子炉隔離時冷却系への給電

（可搬型代替交流電源設備）

可搬型代替交流電源

設備使用可能

常設代替直流電源

設備使用可能

代替交流電源設備による

原子炉隔離時冷却系への給電

（常設代替交流電源設備）
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1.2－73 

 (3) 重大事故等の進展抑制時の対応手段の選択 

第 1.2－12 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（3／3） 

原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）

設定点以上維持不可

非常用交流電源

設備使用可能

Yes 

No 

制御棒駆動水圧系 

による原子炉注水 

ほう酸水注入系 

による原子炉注水 

常設代替交流

電源設備使用可能

可搬型代替交流電源設備 

による電源供給 

No 

Yes 

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心スプレイ系及び

高圧代替注水系機能喪失

制御棒駆動 

水圧系による原

子炉注水

成功

Yes 

No 

重大事故等の進展抑制 
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1.2－74 

添付資料 1.2.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／12） 

技術的能力審査基準（1.2） 番号 設置許可基準規則（第 45 条） 技術基準規則（第 60 条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事

故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な設備を施設しなければならない。 

⑨ 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な

手順等」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行

うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷

却するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉を冷

却するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系

統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR の

場合)又はタービン動補助給水ポンプ(PWR

の場合）（以下「RCIC 等」という。）に

より発電用原子炉を冷却するため、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等を整

備すること。 

② 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系

統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場

合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR 

の場合）（以下「RCIC 等」という。）に

より発電用原子炉を冷却するため、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備を整備

すること。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系

統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場

合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR

の場合）（以下「RCIC 等」という。）に

より発電用原子炉を冷却するため、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備を整備

すること。 

⑩ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬

型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた

弁の操作により、RCIC等の起動及び十分

な期間※の運転継続を行う手順等（手順

及び装備等）を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が

容易に行える場合を除く。 

－ 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬

型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた

弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分

な期間※の運転継続を行う可搬型重大事

故防止設備等を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が

容易に行える場合を除く。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬

型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた

弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分

な期間※の運転継続を行う可搬型重大事

故防止設備等を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が

容易に行える場合を除く。 

－ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、

RCIC等の起動及び十分な期間※の運転継

続を行う手順等（手順及び装備等）を整

備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 

③ 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、

RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行うために必要な設備を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、

RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行うために必要な設備を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 

⑪ 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR 及びPWR）及び蒸気発

生器水位（PWR の場合）を推定する手順

等（手順、計測機器及び装備等）を整備

すること。 

④ 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況

を確認する手順等（手順、計測機器及び

装備等）を整備すること。 
⑤ 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御す

る手順等（手順及び装備等）を整備する

こと。 
⑥ 

（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状

態において、注水（循環を含む。）するこ

と及び原子炉を冷却できる設備に電源を接

続することにより、起動及び十分な期間の

運転継続ができること。（BWR の場合） 

⑦ 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接

続することにより、起動及び十分な期間の

運転継続ができること。（PWR の場合） 
－ 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう

酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構

（CRD）等から注水する手順等を整備する

こと。（BWR の場合） 

⑧ 
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1.2－75 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／12） 

 ：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

原子炉隔離時冷却系ポンプ 既設 

①
⑨

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

所内常設直流電源設備 既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

高圧炉心スプレイ系ポンプ 既設 

①
⑨

サプレッション・プール 既設 

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ・スパージャ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 
既設 

燃料補給設備 既設 
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1.2－76 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
か
ら
の
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

（
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時
）

常設高圧代替注水系ポンプ 新設 

①
⑨

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 
新設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 
新設 

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替直流電源設備 新設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

可搬型代替直流電源設備 新設 

燃料補給設備 新設 
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1.2－77 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

現
場
で
の
人
力
操
作
に
よ
る
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

（
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時
）

常設高圧代替注水系ポンプ 新設 

①
③
⑨
⑪

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 
新設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 
新設 

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁 
既設 

原子炉圧力容器 既設 
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1.2－78 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
か
ら
の
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

（
サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時
）

常設高圧代替注水系ポンプ 新設 

①
②
⑨
⑩

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 
新設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 
新設 

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替直流電源設備 新設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

可搬型代替直流電源設備 新設 

燃料補給設備 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

現
場
で
の
人
力
操
作
に
よ
る
高
圧
代
替
注
水
系
起
動

（
サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時
）

常設高圧代替注水系ポンプ 新設 

①
②
③
⑨
⑩
⑪

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

高圧代替注水系（蒸気系）配

管・弁 
新設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

高圧代替注水系（注水系）配

管・弁 
新設 

高圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 
既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁 
既設 

原子炉圧力容器 既設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却系ポンプ 既設 

①
⑦
⑨

－ － － 

サプレッション・プール 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替交流電源設備 新設 

可搬型代替交流電源設備 新設 

燃料補給設備 新設 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電

原子炉隔離時冷却系ポンプ 既設 

①
⑦
⑨

サプレッション・プール 既設 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 
既設 

主蒸気系配管・弁 既設 

原子炉隔離時冷却系（注水

系）配管・弁・ストレーナ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

常設代替直流電源設備 新設 

可搬型代替直流電源設備 新設 

燃料補給設備 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（8／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

高
圧
代
替
注
水
系
（
中
央
制
御
室
起
動
時
）
の
監
視
計
器

原子炉水位（狭帯域） 既設 

①
④
⑤
⑥
⑨

－ － － 

原子炉水位（広帯域） 既設 

原子炉水位（燃料域） 既設 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 新設 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 新設 

原子炉圧力 既設 

原子炉圧力（ＳＡ） 新設 

高圧代替注水系系統流量 新設 

サプレッション・プール水位 既設 

高
圧
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
）
の
監
視
計
器

原子炉水位（狭帯域） 既設 

①
④
⑤
⑥
⑨

原子炉水位（広帯域） 既設 

原子炉水位（燃料域） 既設 

原子炉水位（ＳＡ広帯域） 新設 

原子炉水位（ＳＡ燃料域） 新設 

可搬型計測器 新設 

常設高圧代替注水系ポンプ吐

出圧力 
既設 

常設高圧代替注水系ポンプ入

口圧力 
既設 

高圧代替注水系タービン入口

圧力 
既設 

高圧代替注水系タービン排気

圧力 
既設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（9／12） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
「
ほ
う
酸
水
注
入
」

ほう酸水注入ポンプ 既設 

①
⑧
⑨

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
「
継
続
注
水
」

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 既設 ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系配管・弁 既設 ほう酸水注入系配管・弁 

原子炉圧力容器 既設 純水系 

常設代替交流電源設備 新設 原子炉圧力容器 

可搬型代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 

燃料補給設備 新設 可搬型代替交流電源設備 

－ － － － － 

燃料補給設備 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

制御棒駆動水ポンプ 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系配管・弁 

補給水系配管・弁 

原子炉圧力容器 

非常用交流電源設備 

燃料補給設備 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（10／12） 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原

子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されている

こと。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，設計基準事

故対処設備である原子炉隔離時冷

却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ポンプが有する原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても，炉

心の著しい損傷を防止する手段と

して，常設高圧代替注水系ポンプ

による原子炉を冷却するために必

要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。 

－ 

（１）全交流動力電源喪失・常設直

流電源系統喪失を想定し、原

子炉隔離時冷却系（RCIC）若

しくは非常用復水器（BWR の

場合）又はタービン動補助給

水ポンプ（PWRの場合）（以下

「RCIC 等」という。）により

発電用原子炉を冷却するた

め、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等を

整備すること。 

設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系ポンプ及び

高圧炉心スプレイ系ポンプが全

交流動力電源喪失及び常設直流

電源系統喪失により使用できな

い場合には，原子炉隔離時冷却

系と同等以上の効果を有する手

段として，常設高圧代替注水系

ポンプによる原子炉を冷却する

ために必要な手順等を整備す

る。なお，常設高圧代替注水系

ポンプを選定した理由につい

て，別紙－1に示す。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設

備（可搬型バッテリ又は窒素

ボンベ等）を用いた弁の操作

により、RCIC等の起動及び十

分な期間※の運転継続を行う

手順等（手順及び装備等）を

整備すること。ただし、下記

（１）ｂ）ⅰ）の人力による

措置が容易に行える場合を除

く。 

（１）ｂ）ⅰ）の人力による

措置が操作性を考慮した弁の配

置とすることにより，容易に行

えることから，（１）ａ）ⅰ）可

搬型重大事故防止設備に対する

措置は対象外。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（11／12） 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作に

より、RCIC 等の起動及び十分な

期間※の運転継続を行う手順等

（手順及び装備等）を整備する

こと。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うま

での期間のこと。 

現場での人力による弁の操作に

より，常設高圧代替注水系ポンプ

を起動及び十分な期間※の運転継

続を行うために必要な手順等を整

備する。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うま

での期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR 及びPWR）及び

蒸気発生器水位（PWR の場合）

を推定する手順等（手順、計測

機器及び装備等）を整備するこ

と。 

全交流動力電源喪失及び常設直

流電源系統喪失時に原子炉水位を

監視又は推定するために必要な手

順等を整備する。 

なお，原子炉水位を推定するた

めに必要な手順については「1.15 

事故時の計装に関する手順等」に

て整備する。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作

動状況を確認する手順等（手

順、計測機器及び装備等）を整

備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直

流電源系統喪失時に原子炉へ注水

する常設高圧代替注水系ポンプの

作動状況を確認するために必要な

手順等を整備する。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位

を制御する手順等（手順及び装

備等）を整備すること。 

全交流動力電源喪失及び常設直

流電源系統喪失時に原子炉水位を

制御するために必要な手順等を整

備する。 
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1.2－85 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（12／12） 

技術的能力審査基準（1.2） 適合方針 

（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態において、注水（循

環を含む。）すること及び原子

炉を冷却できる設備に電源を接

続することにより、起動及び十

分な期間の運転継続ができるこ

と。（BWR の場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態において，代替直流電

源（常設代替直流電源設備及び可

搬型代替直流電源）及び代替交流

電源（常設代替交流電源設備及び

可搬型代替交流電源設備）によ

り，原子炉隔離時冷却系の起動及

び十分な期間の運転継続に必要な

直流電源を給電するための手順等

を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順

については「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流

電源を接続することにより、起

動及び十分な期間の運転継続が

できること。（PWR の場合） 

対象外 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するた

め、ほう酸水注入系（SLCS）又

は制御棒駆動機構（CRD）等から

注水する手順等を整備するこ

と。（BWR の場合） 

重大事故等の進展を抑制する手

段として，ほう酸水注入ポンプに

よる原子炉注水に必要な手順等を

整備する。 
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別紙－1 

高圧代替注水系の現場操作に係る措置の基準への適合性について 

1．高圧代替注水系について 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するた

め，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と同等の注水能力を有するとと

もに，十分な期間の運転を継続し，原子炉圧力容器内の水位を維持できる設

計としている。また，原子炉隔離時冷却系ポンプは，運転に際しタービング

ランドシール等からの漏えい蒸気凝縮に使用する補機類（バロメトリックコ

ンデンサ，真空ポンプ及び復水ポンプ）を必要とする設計であるが，高圧代

替注水系である常設高圧代替注水系ポンプは，漏えい蒸気凝縮に使用する補

機類を不要とする設計である。 

このため，高圧代替注水系は原子炉隔離時冷却系と同等の効果を有する設

備である。 

2．操作の容易性 

原子炉隔離時冷却系の現場操作による起動は，原子炉隔離時冷却系原子炉

注入弁，原子炉隔離時冷却系ポンプ出口弁，原子炉隔離時冷却系潤滑油クー

ラ冷却水供給弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁及びトリップ・スロットル

弁を現場で開操作することで起動することができる。 

一方，高圧代替注水系は，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系原

子炉注入弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を現場で開操作することで起

動することができる。高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系に比べ，現場
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での操作弁数が少ないことから，より容易に起動操作ができる設計である。 

また，高圧代替注水系は原子炉隔離時冷却系のようなタービン回転速度制

御ではなく，起動・停止により原子炉への注水量を制御する運転方法である

ことから，容易に原子炉水位を制御することが可能な設計である。 

3．現場環境による影響 

現場操作で原子炉隔離時冷却系を起動及び注水継続することが必要となる

状況では，直流電源が喪失していることが想定される。この場合，タービン

グランドシール等からの漏えい蒸気凝縮に使用する補機類が使用できないた

め，原子炉隔離時冷却系ポンプ室内に高温・高圧の蒸気が漏えいすることと

なる。また，室内に漏えいした蒸気の一部は凝縮し，その凝縮水はポンプ室

に蓄積される。このため，操作場所である原子炉隔離時冷却系ポンプ室内は，

高温・高圧蒸気及び凝縮水による浸水環境となり，現場操作が困難な環境と

なることが考えられる。 

一方，常設代替高圧注水系ポンプは，1．に記載したとおり，タービング

ランドシール等からの蒸気漏えいがない設計である。したがって，現場での

高圧代替注水系の操作場所は，容易に操作が可能な環境であると考えられる。 

4．運転継続性 

直流電源が喪失している状況で原子炉隔離時冷却系の注水を継続する場合

には，漏えい蒸気の凝縮水が原子炉隔離時冷却系ポンプ室内に蓄積されるこ

とから，ポンプ運転継続のために，排水処理の実施が必要になるものと考え

られる。この排水処理作業は，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉

を冷却するための手段の準備が整うまでの期間以上の時間を要するものであ
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り，現場操作による原子炉隔離時冷却系の十分な期間の運転を満足するもの

ではない。 

一方，高圧代替注水系は，蒸気漏えいのない設計とし，現場でのポンプ起

動・停止が容易に行え，注水制御を容易に行える設計とすることから，十分

な期間の運転継続が可能である。 

5．適合性 

高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と同等の注水能力を有する系統と

して設計する。このため，注水能力の観点からは，高圧代替注水系を，原子

炉隔離時冷却系の代替として基準に適合させるための系統として位置付ける

ことは問題ないと考える。 

また，2．から4．に示したとおり，原子炉隔離時冷却系より高圧代替注水

系の方が現場での操作性が優れていることから，高圧代替注水系を使用した

現場操作による起動及び注水継続は，原子炉隔離時冷却系に対して同等以上

の効果を有する措置であると考える。 

以上から，高圧代替注水系を使用した現場操作による起動及び注水継続操

作は，原子炉隔離時冷却系に対して同等以上の効果を有する措置であると考

える。
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添付資料1.2.2 

第 1 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）

155



1
.
2
－
9
0
 

第 2 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（直流電源） 
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添付資料 1.2.3 

重大事故対策の成立性 

1．現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

(1)  現場での人力操作による高圧代替注水系起動 

ａ．操作概要 

現場での人力操作による高圧代替注水系起動が必要な状況において，

原子炉建屋原子炉棟地下2階及び地上4階まで移動し，現場での人力によ

る操作により系統構成を実施した後，高圧代替注水系を起動し原子炉へ

の注水を実施する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下2階及び地上4階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

現場での人力操作による高圧代替注水系起動における，現場での系統

構成及び起動操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：4名（運転員等（当直運転員）4名） 

所要時間目安：58分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

原子炉建屋原子炉棟地下2階：10分以内（操作対象：

1弁） 

原子炉建屋原子炉棟地上4階：10分以内（操作対象：

1弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防
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護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋及びゴム手袋）を

着用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。 

操作性 ：設置未完のため，設置工事完了後，操作性について検証す

る。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末）又は送受話器のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。

158



1.2－93 

添付資料 1.2.3 

2．ほう酸水注入系による原子炉注水 

(1) ほう酸水注入系による原子炉注水（継続注水） 

ａ．操作概要 

ほう酸水注入系による原子炉への継続注水が必要な状況において，原

子炉建屋原子炉棟地上5階まで移動するとともに，系統構成を実施し，

純水系を使用してほう酸水貯蔵タンクに補給する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地上5階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

ほう酸水注入系による原子炉への継続注水における，現場での系統構

成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名(運転員等（当直運転員）2名) 

所要時間目安：60分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

       原子炉建屋原子炉棟地上5階：9分以内（操作対象：3

弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋及びゴム手袋）を

着用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 
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連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末）又は送受話器のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失し

た場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること｡ 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう｡ 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR 

の場合）又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を

作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等

が整備されていること｡ 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は

窒素ボンベを整備すること｡ 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にすること｡ 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧手順等が

整備されていること｡ 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 
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ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を隔離すること。隔離で

きない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。

（PWR の場合） 

（４）インターフェイスシステムLOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を

隔離すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏

えいを抑制するために、逃がし安全弁（BWR の場合）又は主蒸気逃がし

弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合）を作動させること等により原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されてい

ること｡ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準対象施設が有

する発電用原子炉（以下「原子炉」という。）の減圧機能は，逃がし安全弁に

よる減圧機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

（以下「格納容器」という。）の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用

した手順等について説明する。 

また，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の漏えいを抑制する。なお，

損傷箇所の隔離ができない場合は，逃がし安全弁による減圧で原子炉冷却材の

漏えいを抑制することとしており，これらの手順等について説明する。 

1.3.1 対応手段と設備の選定 
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(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

状態にある場合には，原子炉の減圧が必要である。原子炉の減圧をするた

めの設計基準対象施設として，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を設置して

いる。また，設計基準事故対処設備として，逃がし安全弁（自動減圧機

能）（以下「自動減圧系」という。）を設置している。 

これらの原子炉の減圧機能が故障した場合は，その機能を代替するため

に，設計基準対象施設及び設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係

を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する

故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。（第1.3

－1図） 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による格納容器破損を

防止する対応手段及び重大事故等対処設備並びにインターフェイスシステ

ムＬＯＣＡの対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に，設計基準事故対処設備により重大事故等の

対応を行うための対応手段と重大事故等対処設備（設計基準拡張）※１及

び柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※２を選定する。 

※1 重大事故等対処（設計基準拡張） 

設計基準対処施設の機能を重大事故等時に期待する設備であって，

新たに重大事故等に対処する機能が付加されていない設備

※2 自主対策設備

技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事

故対応に有効な設備。

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査
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基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十六条及び技術基準

規則第六十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主

対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，自動減圧

系における自動減圧機能の故障を想定する。また，サポート系故障とし

て，全交流動力電源喪失，直流電源（常設直流電源又は常設直流電源系

統）喪失又は高圧窒素ガス供給系の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.3

－1表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 代替減圧 

設計基準事故対処設備である自動減圧系の自動減圧機能が故障によ

り逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉の自動での減圧ができ

ない場合には，過渡時自動減圧機能による原子炉減圧の自動化，又は

逃がし安全弁の中央制御室からの手動操作により原子炉を減圧する手

段がある。なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの過渡の圧力上昇を抑

えるため，逃がし安全弁（逃がし弁機能）のバックアップとして，圧

力の上昇を防止する逃がし安全弁（安全弁機能）がある。 

ⅰ) 原子炉減圧の自動化 
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原子炉水位異常低下（レベル１）設定点到達10分後及び残留熱除

去系（低圧注水系）ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転し

ている場合に，過渡時自動減圧機能により原子炉を自動で減圧す

る。 

過渡時自動減圧機能による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・過渡時自動減圧機能 

・逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能） 

逃がし安全弁（安全弁機能）による減圧で使用する設備は以下 

のとおり。 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

ⅱ) 手動による原子炉減圧 

中央制御室からの手動操作により逃がし弁機能用電磁弁又は自動

減圧機能用電磁弁を作動させ，アキュムレータに蓄圧された窒素を

逃がし安全弁に供給することにより逃がし安全弁を開放して原子炉

を減圧する。また，原子炉隔離時冷却系を中央制御室からの操作に

より起動し，原子炉蒸気の一部を用いて復水貯蔵タンクの水を循環

することにより原子炉を減圧する。さらに，主蒸気隔離弁が全開状

態であり，復水器の真空状態が維持できていれば，中央制御室から

の手動操作によりタービン・バイパス弁を開操作し，原子炉を減圧

する。 

逃がし安全弁による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

原子炉隔離時冷却系による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 
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・復水貯蔵タンク 

タービン・バイパス弁による減圧で使用する設備は以下のとお

り。 

・タービン・バイパス弁 

ⅲ) 代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧 

代替逃がし安全弁駆動装置により逃がし安全弁（逃がし弁機能）

の電磁弁排気ポートに窒素を供給することで，逃がし安全弁（逃が

し弁機能）を開放して原子炉を減圧する。 

代替逃がし安全弁駆動装置による減圧で使用する設備は以下のと

おり。 

・代替逃がし安全弁駆動装置 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

「1.3.1(2)ａ．(a)ⅰ) 原子炉減圧の自動化」で使用する設備のう

ち，過渡時自動減圧機能及び逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能）は

重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.3.1(2)ａ．(a)ⅰ) 原子炉減圧の自動化」で使用する設備のう

ち，逃がし安全弁（安全弁機能）は重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として位置づける。 

「1.3.1(2)ａ．(a)ⅱ) 手動による原子炉減圧」で使用する設備の

うち，逃がし安全弁（自動減圧機能）は重大事故等対処設備として位

置づける。 

「1.3.1(2)ａ．(a)ⅱ) 手動による原子炉減圧」で使用する設備の

うち，原子炉隔離時冷却系ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として位置づける。 
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，逃がし安全弁の自動減圧系の自

動減圧機能が機能喪失した場合においても，原子炉を減圧することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示

す。 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に使用する高圧窒素ガ

ス供給系は，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できない

が，使用可能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる

圧力を最高使用圧力の1.1倍未満に維持する手段として有効であ

る。 

・復水貯蔵タンク 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，原子炉

隔離時冷却系により原子炉蒸気の一部を用いて復水貯蔵タンク

の水を再循環することにより，原子炉を減圧することができる

ため，逃がし安全弁の代替減圧手段として有効である。 

・タービン・バイパス弁 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，主蒸気

隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，復水器が使

用可能であれば，原子炉を減圧することができるため，逃がし

安全弁の代替減圧手段として有効である。 

170



1.3－8 

・代替逃がし安全弁駆動装置 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）を開放するまで時間を要する

が，使用可能であれば，逃がし安全弁（逃がし弁機能）による

代替減圧手段として有効である。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源

が喪失し，原子炉の減圧ができない場合に，常設代替直流電源設備，

可搬型代替直流電源設備及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池により逃が

し安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させ原子炉を減圧する手段が

ある。 

ⅰ) 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

常設代替直流電源設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）の作

動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能を回復させ原子炉を減圧する。 

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復後の原子炉減

圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

ⅱ) 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

可搬型代替直流電源設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）の

作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）の

機能を回復させ原子炉を減圧する。 

可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復後の原子炉

減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 
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ⅲ) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復 

逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動回路に逃がし安全弁用可搬

型蓄電池を接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復さ

せ原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復後の原

子炉減圧で使用する設備は以下のとおり。

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

 (b) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能用アキュムレータ及び 

自動減圧機能用アキュムレータの供給圧力が喪失した場合に，高圧 

窒素ガス供給系（非常用）により逃がし安全弁（自動減圧機能）の 

駆動源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させ 

原子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ) 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 

逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な窒素の供給源を窒

素供給系から高圧窒素ガス供給系（非常用）に切り替えることで窒

素を確保し，原子炉を減圧する。また，高圧窒素ガス供給系（非常

用）の圧力が低下した場合は，予備の高圧窒素ガスボンベに切り替

えることで窒素を確保し，原子炉を減圧する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保で使用する設備は

以下のとおり。 

・高圧窒素ガスボンベ 

ⅱ) 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 

高圧窒素ガス供給系（非常用）からの供給期間中において，逃が
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し安全弁の作動により，逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必

要な窒素の圧力が低下した場合は，可搬型窒素供給装置（小型）か

ら供給することで窒素を確保し，原子炉を減圧する。 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保で使用する設備は以

下のとおり。 

・可搬型窒素供給装置（小型） 

(c) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源喪失における逃がし安全弁

の復旧 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源喪失により逃がし安全弁によ

る原子炉の減圧機能が喪失した場合に，代替電源により逃がし安全弁

の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁の機能を復旧するこ

とで原子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ) 代替直流電源設備による復旧 

代替直流電源設備（常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備）により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃

がし安全弁の機能を復旧させ原子炉を減圧する。 

代替直流電源設備による逃がし安全弁復旧後の原子炉減圧で使用

する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

ⅱ) 代替交流電源設備による復旧 

代替交流電源設備（常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備）により直流125V充電器に給電し，逃がし安全弁の作動に必

要な直流電源を確保することにより逃がし安全弁の機能を復旧させ

原子炉を減圧する。 

173



1.3－11 

代替交流電源設備による逃がし安全弁復旧後の原子炉減圧で使用

する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

「1.3.1(2)ｂ．(a)ⅰ) 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁

機能回復」で使用する設備のうち，逃がし安全弁（自動減圧機能）は

重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.3.1(2)ｂ．(a)ⅱ) 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全

弁機能回復」で使用する設備のうち，逃がし安全弁（自動減圧機能）

は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.3.1(2)ｂ．(a)ⅲ) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし

安全弁機能回復」で使用する設備のうち，逃がし安全弁用可搬型蓄電

池及び逃がし安全弁（自動減圧機能）は重大事故等対処設備として位

置づける。 

「1.3.1(2)ｂ．(b)ⅰ) 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素

確保」で使用する設備のうち，高圧窒素ガスボンベは重大事故等対処

設備として位置づける。 

「1.3.1(2)ｂ．(c)ⅰ) 代替直流電源設備による復旧」で使用する

設備のうち，逃がし安全弁（自動減圧機能）は重大事故等対処設備と

して位置づける。 

「1.3.1(2)ｂ．(c)ⅱ) 代替交流電源設備による復旧」で使用する

設備のうち，逃がし安全弁（自動減圧機能）は重大事故等対処設備と

して位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査
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基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失，直流電源

（常設直流電源又は常設直流電源系統）喪失又は逃がし安全弁の作動

に必要な窒素喪失が発生した場合においても，原子炉を減圧すること

ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示

す。 

・可搬型窒素供給装置（小型） 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保まで時間を要す

るが，逃がし安全弁（自動減圧機能）に窒素を供給可能であれ

ば，重大事故等の対処に必要となる窒素を確保できることから

有効な手段である。 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に使用する高圧窒素ガ

ス供給系は，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できない

が，使用可能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる

圧力を最高使用圧力の1.1倍未満に維持する手段として有効であ

る。 

ｃ．格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の

防止 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合に

おいて，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による格納容器の
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破損を防止するため，中央制御室からの手動操作で逃がし安全弁を開

放することにより原子炉を減圧する手段がある。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を防止するための原子炉

減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.3.1(2)ｃ．(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容

器雰囲気直接加熱の防止」で使用する設備のうち，逃がし安全弁（自

動減圧機能）は重大事故等対処設備として位置づける。 

この機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧状態である場合においても，高圧溶融物放出／格納

容器雰囲気直接加熱による格納容器破損を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示

す。 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に使用する高圧窒素ガ

ス供給系は，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できない

が，使用可能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる

圧力を最高使用圧力の1.1倍未満に維持する手段として有効であ

る。 
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ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備 

(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，中央制御室から漏え

い箇所の隔離操作を実施するが，漏えい箇所の隔離ができない場合に

は，格納容器外に原子炉冷却材の漏えいが継続する。格納容器外への

漏えいを抑制するため，逃がし安全弁により原子炉を減圧し，現場で

の弁の隔離操作により原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する手段があ

る。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧で使用する設備は以下のとお

り。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

原子炉冷却材の漏えい箇所の隔離で使用する設備は以下のとおり。 

・高圧炉心スプレイ系注入弁 

・原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

・低圧炉心スプレイ系注入弁 

・残留熱除去系注入弁（Ａ） 

・残留熱除去系注入弁（Ｂ） 

・残留熱除去系注入弁（Ｃ） 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.3.1(2)ｄ．(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の

対応」で使用する設備のうち，逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大

事故等対処設備として位置づける。 

「1.3.1(2)ｄ．(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の

対応」で使用する設備のうち，高圧炉心スプレイ系原子炉注入弁，原
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子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心スプレイ系注入弁，残留熱

除去系注入弁（Ａ），残留熱除去系注入弁（Ｂ）及び残留熱除去系注

入弁（Ｃ）は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づけ

る。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡが発生した場合においても，中央制御室から漏えい箇所の隔離操

作をすることで原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離するが，漏えい箇所

の隔離ができない場合には，原子炉を減圧することで原子炉冷却材が

格納容器外へ漏えいすることを抑制し，現場での弁の隔離操作により

原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示

す。 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動に使用する高圧窒素ガ

ス供給系は，耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できない

が，使用可能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる

圧力を最高使用圧力の1.1倍未満に維持する手段として有効であ

る。 

ｅ．逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

(a) 逃がし安全弁の背圧対策 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，想定される重大事故等の環境条
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件を考慮して，格納容器内圧力が設計圧力の2倍の状態（620kPa

［gage］（2Pd））となった場合においても確実に逃がし安全弁を作

動させることができるように，あらかじめ供給圧力を設定する。 

逃がし安全弁の背圧対策である高圧窒素ガス供給系（非常用）への

供給に使用する設備は以下のとおり。 

・高圧窒素ガスボンベ 

(b) 重大事故等対処設備 

逃がし安全弁の背圧対策で使用する設備のうち，高圧窒素ガスボン

ベは重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，格納容器内圧力が設計圧力の2

倍の状態（620kPa［gage］（2Pd））となった場合においても確実に

逃がし安全弁を作動させ原子炉を減圧することができる。 

ｆ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｂ．サポ

ート系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．格納容器破損を防止するため

の対応手段及び設備」及び「ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発

生時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備す

る。 

これらの手順は，運転員等※３及び重大事故等対応要員の対応とし

て，「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手順書Ⅲ（シ

ビアアクシデント）」及び「重大事故等対策要領」に定める。（第1.3－

1表） 
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また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整理する。（第1.3－2表，第1.3－3表） 

※3 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転

操作対応）をいう。 

（添付資料1.3.2） 

1.3.2 重大事故等時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動による原子炉減圧 

低圧で原子炉へ注水可能な系統による原子炉注水への移行を目的とし

て，逃がし安全弁，原子炉隔離時冷却系の復水貯蔵タンク循環運転及び

主蒸気隔離弁が開状態での復水器を使用したタービン・バイパス弁によ

り原子炉の減圧を実施する。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による格納容器破損

の防止を目的として，逃がし安全弁により原子炉の減圧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

①逃がし安全弁による減圧 

【逃がし安全弁7個での減圧の場合】 

低圧で原子炉へ注水可能な系統※１又は低圧代替注水系※２1系統

以上起動できた場合。 

【逃がし安全弁2個での減圧の場合】 

炉心損傷を判断した場合※３で，原子炉圧力容器内の圧力が

0.69MPa［gage］以上の場合に高圧注水系統※４が使用できず，低

圧注水系統※５1系統以上起動できた場合，又は原子炉注水手段が

180



1.3－18 

なく，原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料有効長底部か

ら燃料有効長の20％高い位置）に到達した場合。 

②原子炉隔離時冷却系の復水貯蔵タンク循環運転による減圧 

低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系1系統以上起

動により原子炉注水手段が確保され，逃がし安全弁による原子炉の

減圧ができない場合。 

③タービン・バイパス弁による減圧 

低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系1系統以上起

動により原子炉注水手段が確保され，逃がし安全弁による原子炉の

減圧ができず，原子炉隔離時冷却系の復水貯蔵タンク循環運転によ

る原子炉の減圧ができない場合。 

※1：炉心損傷前における「低圧で原子炉へ注水可能な系統」と

は，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去

系（低圧注水系），給水系（電動駆動給水ポンプ）及び復水

系をいう。 

※2：炉心損傷前における「低圧代替注水系」とは，低圧代替注水

系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，

消火系及び補給水系をいう。 

※3：格納容器雰囲気放射線モニタのγ線線量率が，設計基準事故

における原子炉冷却材喪失時の追加放出量に相当する指示値

の10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認

した場合。 

※4：炉心損傷後における「高圧注水系統」とは，高圧炉心スプレ

イ系，給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系をい
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う。 

※5：炉心損傷後における「低圧注水系統」とは，給水系（電動駆

動給水ポンプ），復水系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去

系（低圧注水系），低圧代替注水系（常設），低圧代替注水

系（可搬型），代替循環冷却系，消火系及び補給水系をい

う。 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁，原子炉隔離時冷却系又はタービン・バイパス弁を使

用した手動による原子炉減圧手順の概要は以下のとおり。 

【逃がし安全弁による減圧】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に逃がし安全

弁による原子炉の減圧を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能又は逃 

がし弁機能）7個又は2個を手動操作により開放し，原子炉の減圧

を行い，発電長に報告する。 

【原子炉隔離時冷却系の復水貯蔵タンク循環運転による減圧】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉隔離

時冷却系の復水貯蔵タンクの循環運転による原子炉の減圧を指示

する。 

②運転員等は中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系を復水貯蔵タン

ク循環運転で起動し，原子炉の減圧を行い，発電長に報告する。 

【タービン・バイパス弁による減圧】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等にタービン・

バイパス弁による原子炉の減圧を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，タービン・バイパス弁を手動で開操
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作し，原子炉の減圧を行い，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した

場合，作業開始を判断してから手動による原子炉減圧開始までの所要

時間は以下のとおり。なお，中央制御室に設置されている操作盤から

の遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

・逃がし安全弁による減圧：1分以内 

・原子炉隔離時冷却系の復水貯蔵タンク循環運転による減圧：22分

以内 

・タービン・バイパス弁による減圧：3分以内 

ｂ．代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧 

逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失した場合に，代替逃がし安全弁

駆動装置により逃がし安全弁（逃がし弁機能）の電磁弁排気ポートへ窒

素を供給することで，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を開放し，原子炉

を減圧する。 

なお，原子炉減圧の確認は，中央制御室の計器により確認が可能であ

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系1系統以上起動

により原子炉注水手段が確保され，逃がし安全弁の中央制御室からの

遠隔操作による原子炉の減圧ができない場合。 

(b) 操作手順 

代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧手順の概要は以下のと

おり。 

概要図を第1.3－2図に，タイムチャートを第1.3－3図に示す。 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に代替逃がし

安全弁駆動装置による原子炉減圧の準備を指示する。 

②運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，代替逃がし安全弁駆動装置

窒素ボンベ圧力指示値が0.5MPa［gage］以上であり，逃がし安全

弁（逃がし弁機能）の駆動源が確保されていることを確認する。 

③運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，代替逃がし安全弁駆動装置

排気ライン止め弁を閉にし，耐圧ホースの接続を実施する。 

④運転員等は，発電長に代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減

圧の準備が完了したことを報告する。 

⑤発電長は，運転員等に代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減

圧を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（逃がし弁機能）の閉

を確認する。 

⑦運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，代替逃がし安全弁駆動装置

窒素供給弁及び格納容器隔離弁を開とする。 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力指示値の低下により原子

炉減圧が開始されたことを確認し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を

運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，作業開始を判断して

から代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧開始まで101分以内

と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度で

ある。 
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（添付資料1.3.3） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.3－15図に示す。 

逃がし安全弁の自動減圧機能喪失により逃がし安全弁が自動で作動しな

い場合，低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系による原子炉

注水準備が完了した後，逃がし安全弁の手動操作による原子炉の減圧を実

施する。 

逃がし安全弁による原子炉の減圧ができない場合，原子炉隔離時冷却系

による原子炉の減圧を実施する。 

代替逃がし安全弁駆動装置は，使用準備に時間を要することから，逃が

し安全弁の中央制御室からの遠隔操作による原子炉の減圧ができない場合

に，あらかじめ準備を行い，使用準備が完了した後に代替逃がし安全弁駆

動装置による原子炉の減圧を実施する。 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の減圧ができない場合で，主蒸気隔離

弁が開状態であれば，復水器を使用したタービン・バイパス弁による原子

炉減圧を実施する。 

また，原子炉水位低異常低下（レベル１）設定点到達10分後及び残留熱

除去系（低圧注水系）ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転してい

る場合に，過渡時自動減圧機能が作動し自動で原子炉を減圧する。 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失し

た場合，常設代替直流電源設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）の
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作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）を手動

操作により開放して，原子炉を減圧する。その後，可搬型代替直流電源

設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を継

続的に供給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁による原子炉の減圧がで

きない場合。 

(b) 操作手順 

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復手順の概要は以

下のとおり。 

概要図を第1.3－4図に，タイムチャートを第1.3－5図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に逃がし安全

弁（自動減圧機能）の電源を所内常設直流電源設備から常設代替

直流電源設備への切替準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，常設代替直流電源設備により逃がし

安全弁（自動減圧機能）の開放に必要な緊急用直流電源母線電圧

が確保されていることを確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に逃がし安全弁（自動減圧機能）の電源を所

内常設直流電源設備から常設代替直流電源設備への切り替えを指

示する。 

④運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能）を閉

とし，緊急用電源切替盤で逃がし安全弁の制御回路電源を所内常

設直流電源設備から常設代替直流電源設備への切り替えを実施

し，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に常設代替直流電源設備による逃がし安全弁
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（自動減圧機能）の開放を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能）を手

動操作により開放し，原子炉圧力指示値の低下により原子炉減圧

が開始されたことを確認して，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した

場合，作業開始を判断してから常設代替直流電源設備による逃がし安

全弁（自動減圧機能）の開放まで5分以内と想定する。中央制御室に

設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応でき

る。 

また，常設代替直流電源設備の枯渇による逃がし安全弁（自動減圧

機能）の駆動電源喪失を防止するため，可搬型代替直流電源設備によ

り逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を継続的に

供給する。なお，可搬型代替直流電源設備に関する操作の成立性は，

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

ｂ．可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失し

た場合，可搬型代替直流電源設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）

の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）を手

動操作により開放して，原子炉を減圧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁による原子炉の減圧がで

きない場合において，常設代替直流電源設備による緊急用直流125V主

母線盤への給電ができない場合。 

(b) 操作手順 
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可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復手順の概要は

以下のとおり。 

概要図を第1.3－6図に，タイムチャートを第1.3－7図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に逃がし安全

弁（自動減圧機能）の電源を所内常設直流電源設備から可搬型代

替直流電源設備への切替準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，可搬型代替直流電源設備により逃が

し安全弁（自動減圧機能）の開放に必要な緊急用直流電源母線電

圧が確保されていることを確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に逃がし安全弁（自動減圧機能）の電源を所

内常設直流電源設備から可搬型代替直流電源設備への切り替えを

指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能）を閉

とし，緊急用電源切替盤で逃がし安全弁の制御回路電源を所内常

設直流電源設備から可搬型代替直流電源設備への切り替えを実施

し，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に可搬型代替直流電源設備による逃がし安全

弁（自動減圧機能）の開放を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能）を手

動操作により開放し，原子炉圧力指示値の低下により原子炉減圧

が開始されたことを確認して，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した

場合，作業開始を判断してから可搬型代替直流電源設備による逃がし

安全弁（自動減圧機能）の開放まで5分以内と想定する。中央制御室
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に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応で

きる。なお，可搬型代替直流電源設備に関する操作の成立性は，

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。 

ｃ．逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失し

た場合，中央制御室にて逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動回路に逃

がし安全弁用可搬型蓄電池を接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能）を

手動操作により開放して，原子炉を減圧する。 

なお，原子炉減圧の確認は，中央制御室の計器により確認が可能であ

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁による原子炉の減圧がで

きない場合において，常設代替直流電源設備による緊急用直流125V主

母線盤への給電ができない場合。 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復手順の概

要は以下のとおり。 

概要図を第1.3－8図に，タイムチャートを第1.3－9図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に逃がし安全

弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧機能）開放の準

備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，可搬型計測器のケーブルを盤内に接

続し，原子炉圧力指示値を確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁（自動減圧機能）の閉

を確認し，逃がし安全弁作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池
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及び仮設ケーブルを接続する。 

④運転員等は，発電長に逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし

安全弁（自動減圧機能）の開放の準備が完了したことを報告す

る。 

⑤発電長は，運転員等に逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし

安全弁（自動減圧機能）開放を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，接続した逃がし安全弁用可搬型蓄電

池の操作により逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放し，原子炉

の減圧を開始する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，接続した可搬型計測器の原子炉圧力

指示値の低下により原子炉の減圧が開始されたことを確認し，発

電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した

場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃

がし安全弁（自動減圧機能）の開放まで56分以内と想定する。中央制

御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対

応できる。 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

ａ．高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 

窒素供給系からの窒素の供給が喪失し，逃がし安全弁の作動に必要な

窒素の供給圧力が低下した場合に，供給源が高圧窒素ガス供給系（非常

用）に自動で切り替わることで逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源

を確保する。 

また，高圧窒素ガス供給系（非常用）からの供給期間中において，逃
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がし安全弁（自動減圧機能）の窒素の供給圧力が低下した場合に，予備

の高圧窒素ガスボンベに切り替えを実施し，使用済みの高圧窒素ガスボ

ンベを予備の高圧窒素ガスボンベと交換する。 

(a) 手順着手の判断基準 

【窒素供給系から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替】 

窒素供給系からの窒素の供給が喪失し，逃がし安全弁（自動減圧

機能）の作動に必要な自動減圧系作動用アキュムレータの圧力低下

を確認した場合。 

【高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベ切替】 

高圧窒素ガスボンベから逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の

窒素を供給している期間中において，高圧窒素ガスボンベの圧力低

下を確認した場合。 

(b) 操作手順  

高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保手順の概要は以下の

とおり。 

概要図を第1.3－10図に，タイムチャートを第1.3－11図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に高圧窒素ガ

ス供給系（非常用）による窒素確保を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，高圧窒素ガスボンベ供給止め弁が開

したことを確認する。あわせて，自動減圧系作動用アキュムレー

タ圧力低（0.902MPa［gage］以下）警報が消灯することを確認す

る。 

③運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，自動減圧系作動用アキュム

レータ供給圧力指示値が0.902MPa［gage］以上であり，逃がし安

全弁（自動減圧機能）の駆動源が確保されていることを確認し，
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発電長に報告する。 

④発電長は，運転員等に高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁

（自動減圧機能）への窒素供給中に，高圧窒素ガスボンベの圧力

低下を確認した場合，予備ボンベラックに配備している予備の高

圧窒素ガスボンベと使用済みの高圧窒素ガスボンベの交換を指示

する。 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，予備の高圧窒素ガスボンベ

を運搬し，使用済みの高圧窒素ガスボンベと予備の高圧窒素ガス

ボンベの入れ替えを実施する。 

⑥運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，使用済みの高圧窒素ガスボ

ンベを予備の高圧窒素ガスボンベに切り替えを実施し，発電長に

報告する。 

⑦発電長は，運転員等に高圧窒素ガスボンベを交換した後の窒素供

給圧力指示値の確認を指示する。 

⑧運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，高圧窒素ガスボンベを交換

した後，窒素が供給されていることを自動減圧系作動用アキュム

レータ供給圧力指示値により確認し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

作業開始を判断してから，高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒

素確保完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【窒素供給系から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，1分以内と想定する。 

【高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベ切替】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運
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転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，281分以内と想

定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度で

ある。 

（添付資料1.3.3） 

ｂ．可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 

高圧窒素ガス供給系（非常用）からの供給期間中において，逃がし安

全弁（自動減圧機能）の窒素の供給圧力が低下した場合に，可搬型窒素

供給装置（小型）からの供給に切り替えを実施する。 

(a) 手順着手の判断基準 

高圧窒素ガス供給系（非常用）から逃がし安全弁（自動減圧機能）

へ作動用の窒素供給期間中に，高圧窒素ガスボンベの圧力低下を確認

した場合。 

(b) 操作手順 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保手順の概要は以下のと

おり。 

概要図を第1.3－12図に，タイムチャートを第1.3－13図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長に可搬

型窒素供給装置（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）の

駆動源を確保するための準備を依頼する。 

②発電長は，運転員等に可搬型窒素供給装置（小型）による逃がし

安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保するための系統構成を指

示する。 

③運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟及び原子炉建屋原子炉棟に
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て，可搬型窒素供給装置（小型）による逃がし安全弁（自動減圧

機能）の駆動源を確保するための系統構成を実施し，発電長に報

告する。 

④発電長は，災害対策本部長に可搬型窒素供給装置（小型）による

逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保するための系統構

成が完了したことを連絡する。 

⑤発電長は，運転員等に窒素供給用ホースの接続を指示する。 

⑥運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟及び原子炉建屋原子炉棟に

て，窒素供給用ホースを接続し，発電長に報告する。 

⑦災害対策本部長は，重大事故等対応要員に可搬型窒素供給装置

（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保す

るための準備を指示する。 

⑧重大事故等対応要員は，可搬型窒素供給装置を原子炉建屋付属棟

東側屋外に配備し，接続口の蓋を開放した後，窒素供給用ホース

を接続口に取り付ける。 

⑨重大事故等対応要員は，災害対策本部長に可搬型窒素供給装置

（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保す

るための準備が完了したことを報告する。 

⑩災害対策本部長は，発電長に可搬型窒素供給装置（小型）による

逃がし安全弁（自動減圧機能）への駆動源の供給開始を連絡す

る。 

⑪災害対策本部長は，重大事故等対応要員に可搬型窒素供給装置

（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）への駆動源の供給

開始を指示する。 

⑫重大事故等対応要員は，可搬型窒素供給装置（小型）による逃が
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し安全弁（自動減圧機能）への駆動源供給のための系統構成を実

施し，可搬型窒素供給装置（小型）を起動する。 

⑬重大事故等対応要員は，災害対策本部長に可搬型窒素供給装置

（小型）により逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源へ供給を

開始し，災害対策本部長に可搬型窒素供給装置（小型）により逃

がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源へ供給を開始したことを報

告する。 

⑭災害対策本部長は，発電長に可搬型窒素供給装置（小型）による

逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源の確保が完了したことを連

絡する。 

⑮発電長は，運転員等に可搬型窒素供給装置（小型）による逃がし

安全弁（自動減圧機能）駆動源が確保されていることを指示す

る。 

⑯運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，自動減圧系作動用アキュム

レータ供給圧力指示値が0.902MPa［gage］以上であり，可搬型窒

素供給装置（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源

が確保されたことを確認し，発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応

要員2名にて実施した場合，作業開始を判断してから可搬型窒素供給

装置（小型）による逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保まで

310分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトを用いる
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ことで，暗闇における作業性についても確保する。屋内作業の室温は

通常状態と同程度である。 

（添付資料1.3.3） 

(3) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源喪失における逃がし安全弁の復

旧 

ａ．代替直流電源設備による復旧 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失した場

合，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備により逃がし安

全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁の機能を復旧す

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源喪失により，直流125V主母線盤２Ａ及び直流125V主母

線盤２Ｂの電圧喪失を確認した場合。 

(b) 操作手順 

常設代替直流電源設備に関する手順及び可搬型代替直流電源設備に

関する手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

代替直流電源による復旧後，逃がし安全弁は，中央制御室に設置さ

れている操作盤からの遠隔操作が可能であり，通常の運転操作により

対応する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替直流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替直流電

源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による原子炉減圧操作は，中央制御室対応を運
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転員等（当直運転員）1名にて実施した場合，代替直流電源設備によ

り電源復旧後，逃がし安全弁の開放まで1分以内と想定する。中央制

御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対

応できる。 

ｂ．代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，逃がし安全弁の

原子炉減圧機能が喪失した場合，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備により直流125V充電器に給電し，逃がし安全弁の作動に必

要な直流電源を確保して逃がし安全弁の機能を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，直流125V主母

線盤２Ａ及び直流125V主母線盤２Ｂの電源喪失を確認した場合。 

(b) 操作手順 

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電源設備に

関する手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

代替交流電源による復旧後，逃がし安全弁は，中央制御室からの遠

隔操作が可能であり，通常の運転操作により対応する。 

(c) 操作の成立性 

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替交流電

源設備に関する操作の成立性は，「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による原子炉減圧操作は，中央制御室対応を運

転員等（当直運転員）1名にて実施した場合，代替直流電源設備によ

り電源復旧後，逃がし安全弁の開放まで1分以内と想定する。中央制
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御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対

応できる。 

(4) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを第1.3－15図に示す。 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，常設代替

直流電源設備により逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電

源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させて原子炉を

減圧する。常設代替直流電源設備による直流電源の確保に失敗した場合，

可搬型代替直流電源設備又は逃がし安全弁用可搬型蓄電池により逃がし安

全弁（自動減圧機能）を作動させて原子炉を減圧する。可搬型代替直流電

源設備による逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するまでに時間

を要することから，逃がし安全弁用可搬型蓄電池を同時に準備する。 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，常設代替直流

電源設備又は可搬型代替直流電源設備により直流電源を確保し，逃がし安

全弁の機能を復旧する。 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失した場合，常設代替交

流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により直流125V充電器に給電する

ことで直流電源を確保し，逃がし安全弁の機能を復旧する。 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素の喪失により逃がし安全弁が作動しな

い場合，高圧窒素ガス供給系（非常用）により逃がし安全弁（自動減圧機

能）の駆動源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能）により原子炉を減

圧する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）の圧力が低下した場合については，予備

ボンベへの切替又は可搬型窒素供給装置（小型）により逃がし安全弁（自
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動減圧機能）の駆動源を確保する。可搬型窒素供給装置（小型）について

は窒素確保までに時間を要することから，あらかじめ災害対策本部長へ準

備依頼を実施する。 

なお，逃がし安全弁の背圧対策として，想定される重大事故等の環境条

件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらか

じめ逃がし安全弁に必要な窒素の供給圧力を調整している。 

1.3.2.3 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を防

止する手順 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合におい

て，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による格納容器破損を防止

するため，逃がし安全弁を使用した中央制御室からの手動操作による原子

炉の減圧を行う。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による格納容器破損を防止す

るための手動による原子炉減圧の操作手順については，「1.3.2.1(1)ａ．

手動による原子炉減圧」の対応手順と同様である。 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「二次格納施設制御」 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ機能が喪失し，格納容器外へ原子炉冷却材の漏えいが生じる。したが

って，格納容器外への漏えいを停止するための漏えい箇所の隔離，保有水

を確保するための原子炉注水が必要となる。 

漏えい箇所の隔離ができない場合は，逃がし安全弁により原子炉を減圧

することで，原子炉建屋原子炉棟への原子炉冷却材漏えいを抑制し，漏え

い箇所の隔離を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 
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非常用炉心冷却系の吐出圧力，原子炉水位，系統異常過圧警報等の漏

えいに関連する警報の発生及び漏えいが予測されるパラメータ変化によ

りインターフェイスＬＯＣＡの発生を判断した場合。 

ｂ．操作手順 

「二次格納施設制御」における操作手順の概要は以下のとおり。 

タイムチャートを第1.3－14図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に漏えい箇所を

隔離し漏えいの抑制を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，原子炉建屋原子炉棟への異常漏えい等

を示すパラメータの変化及び警報発報により，漏えい箇所を特定し

中央制御室からの遠隔操作にて隔離を実施し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に漏えい箇所の隔離ができない場合は，原子炉

スクラム及び主蒸気隔離弁の閉操作を指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉スクラム及び主蒸気隔離弁の閉

操作を実施し，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に原子炉建屋ガス処理系の停止操作及び中央制

御室換気系の起動操作を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉建屋ガス処理系の停止操作及び

中央制御室換気系の起動操作を実施し，発電長に報告する。 

⑦発電長は，運転員等に原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

で，低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系を1系統以

上の起動後，原子炉減圧及び残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）の起動操作を指示する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態で，低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系を1系
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統以上の起動操作を実施する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，逃がし安全弁により原子炉急速減圧を

行い，原子炉の減圧を実施することで，原子炉建屋原子炉棟への原

子炉冷却材漏えい量を抑制する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）の起動操作を実施し，発電長に報告する。 

⑪発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位異常低

下（レベル２）設定点から原子炉水位低（レベル３）設定点の間で

維持するように指示する。 

⑫運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態で，低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系によ

り，原子炉水位を原子炉水位異常低下（レベル２）設定点から原子

炉水位低（レベル３）設定点の間に維持し，発電長に報告する。 

⑬発電長は，運転員等に漏えい箇所の隔離を指示する。 

⑭運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，現場手動操作による漏えい箇

所の隔離を実施し，発電長に報告する。 

⑮発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維

持するように指示する。

⑯運転員等は中央制御室にて，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態で，低圧で原子炉へ注水可能な系統又は低圧代替注水系によ

り，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以

上から原子炉水位高（レベル８）設定点の間に維持し，発電長に報

告する。

ｃ．操作の成立性 
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上記の操作のうち，中央制御室からの隔離操作を運転員等（当直運転

員）2名にて実施した場合，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生か

ら漏えい箇所の隔離完了まで12分以内と想定する。中央制御室に設置さ

れている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

中央制御室からの隔離操作により隔離ができない場合の現場対応を運

転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）4名にて実施した場合，

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生から漏えい箇所の隔離完了まで

300分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。なお，インターフェイスシステムＬＯＣＡ

発生時は，漏えいした水の滞留及び蒸気による高湿度環境が想定される

が，現場での隔離操作は環境性等を考慮し，自給式呼吸用保護具を着用

する。 

（中央制御室からの遠隔隔離操作の成立性） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生する可能性のある操作

は，定期試験として実施する非常用炉心冷却系電動弁作動試験におけ

る原子炉注入弁の手動開閉操作である。 

上記試験を行う際は，系統圧力を監視し上昇傾向にならないことを

確認しながら操作し，系統圧力が上昇傾向になった場合は速やかに原

子炉注入弁の閉操作を実施することとしている。しかし，隔離弁の隔

離失敗等により閉操作が困難となり系統圧力が異常に上昇し，低圧設

計部分の過圧を示す警報の発生及び漏えい関連警報が発生した場合に

は，同試験を実施していた非常用炉心冷却系でインターフェイスシス

テムＬＯＣＡが発生していると判断できる。これにより，漏えい箇所

の特定及び隔離操作箇所の特定が容易であり，中央制御室からの隔離
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操作を速やかに行うことを可能とする。 

（現場隔離操作の成立性） 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートの環境を考慮し

ても，現場での隔離操作は可能とする。 

（溢水の影響） 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフ

ェイスシステムＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器よりも上層階に

位置し，溢水の影響を受けない。 

（インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知について） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，非常用炉心冷却系等

の吐出圧力，原子炉水位，系統異常過圧警報等のパラメータによりイ

ンターフェイスシステムＬＯＣＡと判断する。非常用炉心冷却系のポ

ンプ室は，原子炉建屋原子炉棟内において各部屋が分離されているた

め，床漏えい検出器及び火災報知器により，漏えい場所を特定するた

めの参考情報の入手並びに原子炉建屋原子炉棟内の状況を確認するこ

とを可能とする。 

（添付資料1.3.3，添付資料1.3.4，添付資料1.3.5，添付資料1.3.6） 

1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

逃がし安全弁（自動減圧機能）及び監視計器への電源供給手順について

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」に整備する。 

可搬型窒素供給装置（小型），常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備及び可搬型代替直流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 

電源の確保に関する手順等」に整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧（1／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系 

原
子
炉
減
圧
の
自
動
化

主
要
設
備

過渡時自動減圧機能 

逃がし安全弁（過渡時自動減圧機

能）※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

―※２

逃がし安全弁（安全弁機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気系配管・クエンチャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。

204



1.3－42 

対応手段，対応設備，手順書一覧（2／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
減
圧
①
）

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント）

「注水－１」 

重大事故等対策要領 

関
連
設
備

自動減圧機能用アキュムレータ 

主蒸気系配管・クエンチャ 

所内常設直流電源設備※４

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４ 

常設代替直流電源設備※４

可搬型代替直流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（3／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
減
圧
②
）

主
要
設
備

逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント）

「注水－１」 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

所内常設直流電源設備※４

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４ 

常設代替直流電源設備※４

可搬型代替直流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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対応手段，対応設備，手順書一覧（4／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
減
圧
）

主
要
設
備

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領

復水貯蔵タンク

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

所内常設直流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

弁 

主蒸気系配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

補給水系配管・弁 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－45 

対応手段，対応設備，手順書一覧（5／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
に
よ
る
減
圧
）

主
要
設
備

タービン・バイパス弁 

自
主
対
策
設
備非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

タービン制御系 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。

208



1.3－46 

対応手段，対応設備，手順書一覧（6／20） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

自動減圧系 

代
替
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
装
置
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

主
要
設
備

代替逃がし安全弁駆動装置 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）※５

自
主
対
策
設
備非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－47 

対応手段，対応設備，手順書一覧（7／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

所内常設直流電源設備

（常設直流電源系統）

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

常設代替直流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－48 

対応手段，対応設備，手順書一覧（8／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

所内常設直流電源設備

（常設直流電源系統）

可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

可搬型代替直流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－49 

対応手段，対応設備，手順書一覧（9／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

所内常設直流電源設備

（常設直流電源系統）

逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

主
要
設
備

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

逃がし安全弁（自動減圧機能）※６

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－50 

対応手段，対応設備，手順書一覧（10／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

－ 

高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
（
非
常
用
）

に
よ
る
窒
素
確
保

主
要
設
備

高圧窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系（非常用）配管・

弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－51 

対応手段，対応設備，手順書一覧（11／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

－ 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
（
小
型
）

に
よ
る
窒
素
確
保

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領

可搬型窒素供給装置（小型） 

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

自動減圧機能用アキュムレータ 

高圧窒素ガス供給系（非常用）配管・

弁 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－52 

対応手段，対応設備，手順書一覧（12／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

外部電源系及び非常用

ディーゼル発電機等 

（全交流動力電源） 

所内常設直流電源設備

のうち蓄電池及び充電

器（常設直流電源）

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
①

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

常設代替直流電源設備※４

可搬型代替直流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－53 

対応手段，対応設備，手順書一覧（13／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

外部電源系及び非常用

ディーゼル発電機等 

（全交流動力電源） 

所内常設直流電源設備

のうち蓄電池及び充電

器（常設直流電源）

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
②

主
要
設
備

逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

自
主
対
策
設
備非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

常設代替直流電源設備※４

可搬型代替直流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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1.3－54 

対応手段，対応設備，手順書一覧（14／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

外部電源系及び非常用

ディーゼル発電機等 

（全交流動力電源） 

所内常設直流電源設備

のうち蓄電池（常設直

流電源） 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
①

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－55 

対応手段，対応設備，手順書一覧（15／20） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時

外部電源系及び非常用

ディーゼル発電機等 

（全交流動力電源） 

所内常設直流電源設備

のうち蓄電池（常設直

流電源） 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧
②

主
要
設
備

逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

自
主
対
策
設
備非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。 
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1.3－56 

対応手段，対応設備，手順書一覧（16／20） 

（格納容器破損の防止） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

格
納
容
器
破
損
の
防
止

－ 

炉
心
損
傷
時
に
お
け
る
高
圧
溶
融
物
放
出
／

格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
の
防
止
①

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－57 

対応手段，対応設備，手順書一覧（17／20） 

（格納容器破損の防止） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

格
納
容
器
破
損
の
防
止

－ 

炉
心
損
傷
時
に
お
け
る
高
圧
溶
融
物
放
出
／

格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
の
防
止
②

主
要
設
備

逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」

関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－58 

対応手段，対応設備，手順書一覧（18／20） 

（インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時

－ 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
対
応
①

主
要
設
備

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」等 

高圧炉心スプレイ系注入弁 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

低圧炉心スプレイ系注入弁 

残留熱除去系Ａ系注入弁 

残留熱除去系Ｂ系注入弁 

残留熱除去系Ｃ系注入弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－59 

対応手段，対応設備，手順書一覧（19／20） 

（インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時

－ 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
対
応
②

主
要
設
備

高圧炉心スプレイ系注入弁 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

低圧炉心スプレイ系注入弁 

残留熱除去系Ａ系注入弁 

残留熱除去系Ｂ系注入弁 

残留熱除去系Ｃ系注入弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」等 

逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

主蒸気系配管・クエンチャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

逃がし弁機能用アキュムレータ 

自
主
対
策
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－60 

対応手段，対応設備，手順書一覧（20／20） 

（逃がし安全弁が作動可能な環境条件） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

逃
が
し
安
全
弁
が
作
動
可
能
な
環
境
条
件

－ 

逃
が
し
安
全
弁
の
背
圧
対
策

主
要
設
備

高圧窒素ガスボンベ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

―※７

関
連
設
備

高圧窒素ガス供給系（非常用）配

管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要に

ついて」にて整理する。 

※2：過渡時自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※3：逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象である。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※5：逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象である。 

※6：逃がし安全弁（自動減圧機能）のうち2個が対象である。 

※7：選定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，あらかじめ

供給圧力を設定している。

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.3－61 

第1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／6） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 (1) 代替減圧 

ａ．手動による原子炉減圧 

①逃がし安全弁による減圧 

【逃がし安全弁 7個での減圧

の場合】 

判
断
基
準

注水手段の確保（運転状態） 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※３

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力※３

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

格納容器内の水位 サプレッション・プール水位※１

格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度※１

ａ．手動による原子炉減圧 

①逃がし安全弁による減圧 

【逃がし安全弁 2個での減圧

の場合】 

判
断
基
準

格納容器内の放射線量率 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（Ｄ／Ｗ）※１ 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（Ｓ／Ｃ）※１

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧代替注水系系統流量※１

給水流量 

注水手段の確保（運転状態） 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力※３

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※３

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力※３

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

操
作

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

格納容器内の放射線量率 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（Ｄ／Ｗ）※１

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（Ｓ／Ｃ）※１

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.3－62 

監視計器一覧（2／6） 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

 (1) 代替減圧 

ａ．手動による原子炉減圧 

②原子炉隔離時冷却系の復水

貯蔵タンク循環運転による減

圧 

判
断
基
準

注水手段の確保（運転状態） 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※３

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力※３

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作

運転状態の監視（運転状態） 

原子炉隔離時冷却系系統流量※３

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力※３

復水貯蔵タンク水位 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１ 

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

格納容器内の水位 サプレッション・プール水位※１

格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度※１

ａ．手動による原子炉減圧 

③タービン・バイパス弁によ

る減圧 

判
断
基
準

注水手段の確保（運転状態） 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※３

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※３

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力※３

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力※３

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

運転状態の監視（運転状態） 

原子炉隔離時冷却系系統流量※３

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力※３

復水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１ 

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

補機監視機能 復水器真空度 

ｂ．代替逃がし安全弁駆動装

置による原子炉減圧 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１ 

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系供給圧力※３

代替逃がし安全弁駆動装置窒素ガスボンベ出口圧

力※３
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1.3－63 

監視計器一覧（3／6） 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

 (1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．常設代替直流電源設備に

よる逃がし安全弁機能回復 

判
断
基
準

電源
直流 125V 主母線盤２Ａ電圧※３

直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧※３

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作

電源 緊急用直流 125V 主母線盤電圧※３

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

ｂ．可搬型代替直流電源設備

による逃がし安全弁機能回復 

判
断
基
準

電源 

直流 125V 主母線盤２Ａ電圧※３

直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧※３

緊急用直流 125V 主母線盤電圧※３

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作

電源 
緊急用直流 125V 主母線盤電圧※３

緊急用Ｐ／Ｃ電圧※３

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

ｃ．逃がし安全弁用可搬型蓄

電池による逃がし安全弁機能

回復 

判
断
基
準

電源 

直流 125V 主母線盤２Ａ電圧※３

直流 125V 主母線盤２Ｂ電圧※３ 

緊急用直流 125V 主母線盤電圧※３

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１
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1.3－64 

監視計器一覧（4／6） 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

 (2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

ａ．高圧窒素ガス供給系（非

常用）による窒素確保【窒素

供給系から高圧窒素ガス供給

系（非常用）への切替】 

判
断
基
準

駆動源の確保 
自動減圧系作動用アキュムレータ圧力低警報 

高圧窒素ガス供給系供給圧力※３

操
作

補機監視機能 高圧窒素ガス供給系供給圧力 

ａ．高圧窒素ガス供給系（非

常用）による窒素確保【高圧

窒素ガス供給系（非常用）高

圧窒素ガスボンベ切替】 

判
断
基
準

駆動源の確保 

高圧窒素ガスボンベ圧力低警報 

高圧窒素ガス供給系供給圧力※３

窒素ガスボンベ出口圧力※３

操
作

補機監視機能 
高圧窒素ガス供給系供給圧力※３

窒素ガスボンベ出口圧力※３

ｂ．可搬型窒素供給装置（小

型）による窒素確保 

判
断
基
準

駆動源の確保 

高圧窒素ガスボンベ圧力低警報 

高圧窒素ガス供給系供給圧力※３

窒素ガスボンベ出口圧力※３

操
作

補機監視機能 高圧窒素ガス供給系供給圧力※３
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1.3－65 

監視計器一覧（5／6） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース） 「二

次格納施設制御」 

判
断
基
準

格納容器バイパスの監視 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

ドライウェル雰囲気温度※１

ドライウェル圧力※１

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※１

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力※１

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※１

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※１

主蒸気流量 

給水流量 

漏えい関連警報 

【漏えい検知】 

ISOLATION SYS MS LINE PRESS LOW 

ISOLATION SYS MS LINE FLOW HIGH 

LDS CUW ⊿F HIGH OR CONT. TROUBLE 

 RCIC STEAM LINE BREAK ⊿P HIGH 

LDS MS TUNNEL TEMP HI 

LDS T/B  MS LINE TEMP HI 

LDS RCIC EQUIP AREA TEMP HI 

LDS RCIC PIPE AREA TEMP HI 

LDS CUW ROOMS TEMP HI 

LDS RHR EQUIP AREA TEMP HI 

LDS CUW ROOMS AMBIENT TEMP HI 

LDS RHR EQUIP ROOMS AMBIENT TEMP HI 

プロセス放射線モニタ警報 

火災報知器警報 

原子炉建屋内放射線モニタ警報 

原子炉建屋内ダストモニタ警報 

【床漏えい警報】 

HPCS PUMP AREA FLOODING 

RCIC PUMP AREA FLOODING 

LPCS PUMP AREA FLOODING 

RHR PUMP A(B,C) AREA FLOODING 

RHR Hx A(B) AREA FLOODING 

R/B EAST SUMP PUMP AREA FLOODING 

R/B WEST SUMP PUMP AREA FLOODING 

【原子炉建屋サンプ液位警報】 

R/B FD SUMP A(B) LEVEL HI-HI OR POWER FAILURE 

R/B ED SUMP A(B) LEVEL HI-HI OR POWER FAILURE 

R/B SD SUMP A(B) LEVEL HI-HI OR POWER FAILURE 

R/B OD SUMP A(B) LEVEL HI OR HI-HI OR POWER 

FAILURE 

【原子炉建屋サンプ温度警報】 

R/B ED SUMP A OR B TEMP HIGH 

【原子炉建屋内異常漏えい警報】 

R/B FD SUMP A(B) LEAKAGE HIGH 

R/B ED SUMP A(B) LEAKAGE HIGH 

R/B SD SUMP A(B) LEAKAGE HIGH 

【圧力】 

HPCS SPRAY HEAD TO TOP OF CORE-PLATE ⊿P HIGH 

HPCS PUMP SUCTION PRESS HI/LO 

RCIC PUMP SUCTION PRESS HIGH 

RHR INJECTION VALVE ⊿P LOW 

RHR PUMP DISCH PRESS ABNORMAL HI/LO 

RHR SHUTDOWN HEADER PRESS HIGH 

LPCS INJECTION VALVE ⊿P LOW 

LPCS PUMP ABNORMAL HI/LO DISCH PRESS 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.3－66 

監視計器一覧（6／6） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ

（徴候ベース） 「二

次格納施設制御」 

操
作

格納容器バイパスの監視 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

ドライウェル雰囲気温度※１

ドライウェル圧力※１

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※１

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力※１

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力※１

残留熱除去系ポンプ吐出圧力※１

主蒸気流量 

給水流量 

原子炉圧力容器への注水量 

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 
サプレッション・プール水位※１ 

代替淡水貯槽水位※１

格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度※１

最終ヒートシンクの確保 

残留熱除去系熱交換器入口温度※１ 

残留熱除去系熱交換器出口温度※１

残留熱除去系系統流量※１

残留熱除去系海水系系統流量※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.3－67 

第1.3－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【 1.3】  

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための手

順等  

逃がし安全弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池  

緊急用直流 125V主母線盤 

直流 125V主母線盤２Ａ 

直流 125V主母線盤２Ｂ 
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1.3－68 

第1.3－1図 機能喪失原因対策分析（1／3）

逃がし安全弁による 

原子炉減圧機能喪失

（窒素）逃がし逃がし安全弁 

（自動減圧機能）機能喪失

逃がし安全弁

(逃がし弁機能)機能喪失

逃がし安全弁

弁体故障

駆動源喪失

（窒素）

自動減圧系

Ａ系故障

自動減圧系

Ｂ系故障

作動回路

故障
駆動源喪失

（直流）

電磁弁

故障

自動起動

信号故障
手動

3※1

※2

※3

※5

注：逃がし安全弁（自動減圧機能）は， 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ，Ｋ，Ｌ，Ｒの 7 個 

① 

②-2②-3

④

注：①の逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能）は逃がし安全弁（自動減圧機能）Ｂ及びＣが対象 

注：②-2 の対策は，主蒸気隔離弁開時のみ有効 

注：③の対策は，逃がし安全弁（逃がし弁機能）Ａ，Ｇ，Ｓ及びＶが対象

注：⑥の対策は，逃がし安全弁（自動減圧機能）7 個のうち 2 個 

注：④，⑤及び⑥の対策は，逃がし安全弁（自動減圧機能）用電磁弁Ａ系のみ有効 

⑤ 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑥ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑦ 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保

・高圧窒素ガスボンベ 

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑨ 代替直流電源設備よる復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑩ 代替交流電源設備による復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑧ 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・可搬型窒素供給装置（小型） 

③

②-2 手動による原子炉の減圧（タービン・バイバス弁）

・タービン・バイパス弁

②-3 手動による原子炉の減圧（原子炉隔離時冷却系）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・復水貯蔵タンク

③ 代替逃がし安全弁駆動装置による減圧

・代替逃がし安全弁駆動装置 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

⑤⑥

：AND 条件                     ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件                      ：サポート系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系

：サポート系

（凡例）

②-1

②-1 手動による原子炉の減圧（逃がし安全弁）

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

① 原子炉減圧の自動化

・過渡時自動減圧機能 

・逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

④ 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

※1
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1.3－69 

第1.3－1図 機能喪失原因対策分析（2／3）

駆動源喪失
作動回路

故障

駆動源喪失

（直流）

電磁弁

故障

自動起動

信号故障
手動

駆動源喪失 

（窒素）

アキュムレータ 

故障
配管破損

高圧窒素ガス 

供給系故障

高圧窒素ボンベ 

故障
窒素供給系 

故障

アキュムレータ 

故障
配管破損

窒素供給系 

故障

駆動源喪失 

（窒素）

※

※4 逃がし安全弁

（逃がし弁機能）

逃がし安全弁

（自動減圧機能） 

※4※5

⑦

②-1

⑧

逃がし安全弁

弁体故障

②-1 手動による原子炉の減圧（逃がし安全弁）

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 
・逃がし安全弁（逃がし安全弁）

②-2 手動による原子炉の減圧（タービン・バイバス弁）

・タービン・バイパス弁

②-3 手動による原子炉の減圧（原子炉隔離時冷却系）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

④ 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑤ 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑥ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 
・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑦ 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保

・高圧窒素ガスボンベ 
・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑨ 代替直流電源設備による復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 
・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑩ 代替交流電源設備による復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 
・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑧ 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保

・逃がし安全弁（自動減圧機能） 

・可搬型窒素供給装置（小型）
③ 代替逃がし安全弁駆動装置による減圧

・代替逃がし安全弁駆動装置 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

：AND 条件                     ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件                      ：サポート系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系

：サポート系

（凡例）

※2

逃がし安全弁

(逃がし弁機能)機能喪失

① 原子炉減圧の自動化

・過渡時自動減圧機能 

・逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 
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1.3－70 

第1.3－1図 機能喪失原因対策分析（3／3） 

駆動源喪失

(交流電源)

Ｍ／Ｃ

機能喪失

Ｐ／Ｃ

機能喪失

外部電源系

故障
非常用ディーゼル

発電機等故障

配電盤

機能喪失

蓄電池

機能喪失

駆動源喪失 

（交流電源）
充電器故障

※6

※6

※5

⑩

②

⑨

：AND 条件                     ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件                      ：サポート系の代替設備・手段による対応

：フロントライン系

：サポート系

（凡例） ① 原子炉減圧の自動化（過渡時自動減圧機能）

・過渡時自動減圧機能

・逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能）

・逃がし安全弁（安全弁機能）

②-1 手動による原子炉の減圧（逃がし安全弁）

・逃がし安全弁（自動減圧機能）
・逃がし安全弁（逃がし安全弁）

②-2 手動による原子炉の減圧（タービン・バイバス弁）

・タービン・バイパス弁

②-3 手動による原子炉の減圧（原子炉隔離時冷却系）

・原子炉隔離時冷却系ポンプ

・復水貯蔵タンク

④ 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑤ 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑥ 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池
・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑦ 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保

・高圧窒素ガスボンベ
・逃がし安全弁（自動減圧機能）

⑨ 代替直流電源設備による復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能）
・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑩ 代替交流電源設備による復旧

・逃がし安全弁（自動減圧機能）
・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

⑧ 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

・可搬型窒素供給装置（小型）
③ 代替逃がし安全弁駆動装置による減圧

・代替逃がし安全弁駆動装置

・逃がし安全弁（逃がし弁機能）

電源喪失

(直流電源)
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操作手順 弁名称 操作手順 弁名称 

④ 代替逃がし安全弁駆動装置排気ライン止め弁 ⑧※１ 代替逃がし安全弁駆動装置窒素供給弁 

⑦ 逃がし安全弁（逃がし弁機能） ⑧※２，※３ 格納容器隔離弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第1.3－2図 代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧 概要図

④

④

⑦

⑦

⑧※１

⑧※１

⑧※３

⑧※２

⑧※２

⑧※３

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：代替逃がし安全弁

駆動装置Ａ系側

：代替逃がし安全弁

駆動装置Ｂ系側

：安全弁
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1.3－72 

第 1.3－3 図 代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧 タイム 

チャート
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操作手順 弁名称 

④，⑥ 逃がし安全弁（自動減圧機能） 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

第1.3－4図 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 概要図 

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：窒素供給系Ａ系側

：窒素供給系Ｂ系側

：安全弁

：常設代替直流電源設備

による電源供給

④，⑥ 

④，⑥

注：常設直流電源設備による 

電源供給については，逃 

がし安全弁（自動減圧機 

能）用電磁弁Ａ系への供 

給を示す。

236



1.3－74 

第1.3－5図 常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 タイムチャ

ート 
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記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

第1.3－6図 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 概要図

操作手順 弁名称 

④，⑥ 逃がし安全弁（自動減圧機能） 

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：窒素供給系Ａ系側

：窒素供給系Ｂ系側

：安全弁

：可搬型代替直流電源設

備による電源供給

注：可搬型直流電源設備によ 

  る電源供給については， 

  逃がし安全弁（自動減圧 

  機能）用電磁弁Ａ系への 

供給を示す。

238



1.3－76 

第1.3－7図 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 タイムチ

ャート 
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操作手順 弁名称 

③，⑥ 逃がし安全弁（自動減圧機能） 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.3－8図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復 概要図

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：窒素供給系Ａ系側

：窒素供給系Ｂ系側

：安全弁

：逃がし安全弁用可搬型

蓄電池による電源供給

③，⑥

③，⑥

注：逃がし安全弁用可搬型蓄 

電池による電源供給につ 

いては，逃がし安全弁（ 

自動減圧機能）用電磁弁 

Ａ系への供給を示す。
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1.3－78 

第1.3－9図 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復 タイ

ムチャート 
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操作手順 弁名称 

② 高圧窒素ガスボンベ供給止め弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第 1.3－10 図 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 概要図

②

②

：高圧窒素ガス供給系

（非常用）Ａ系側

：高圧窒素ガス供給系

（非常用）Ｂ系側

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：安全弁

242



1.3－80 

第 1.3－11 図 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 タイ

ムチャート 
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操作手順 弁名称 操作手順 弁名称 

③※１ 代替高圧窒素ガス原子炉建屋内側隔離弁 ③※４ 代替高圧窒素ガス供給弁Ａ 

③※２ 代替高圧窒素ガス原子炉棟外側隔離弁 ③※５ 代替高圧窒素ガス供給弁Ｂ 

③※３ 代替高圧窒素ガス原子炉棟内側隔離弁 ⑫ 代替高圧窒素ガス原子炉建屋外側隔離弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。     

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第 1.3－12 図 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 概要図

③※１ ③※２

⑫

③※４

③※５

③※３

：逆止弁

：電磁弁

：手動弁

AO ：空気作動弁

（凡例） 

：圧力調整弁

MO ：電動弁

：安全弁
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1.3－82 

第 1.3－13 図 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 タイム

チャート
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1.3－83 

※：漏えい量によらず，現場での隔離操作の所要時間は 300 分以内と想定する。 

第 1.3－14 図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）「二次格納施設制

御」 タイムチャート（中央制御室からの遠隔操作に

よる漏えい箇所の隔離ができない場合）
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1.3－84 

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択 

第 1.3－15 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1／2）

逃がし安全弁による

自動減圧機能喪失

低圧で原子炉へ注水可能な系統

又は低圧代替注水系注水準備完了

逃がし安全弁

（自動減圧機能）

の手動操作による減圧

原子炉減圧

逃がし安全弁

（逃がし弁機能）

の手動操作による減圧

逃がし安全弁の

手動操作による

減圧成功

原子炉隔離時冷却系

による減圧成功

原子炉水位異常低下（レベル１）

設定点到達１０分後

及び残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ運転

又は低圧炉心スプレイポンプ運転

主蒸気隔離弁

隔離条件解除

原子炉隔離時冷却系 

による減圧 

タービン・バイパス弁 

による減圧 
代替逃がし安全弁駆動装置 

による原子炉減圧 

逃がし安全弁

（過渡時自動減圧機能）

による減圧

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

逃がし安全弁

（自動減圧機能）の手動操作

による減圧成功

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

247



1.3－85 

(2) サポート系故障時の対応手段の選択

第 1.3－15 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（2／2） 

常設直流電源系統喪失

による逃がし安全弁機能喪失

原子炉減圧

（凡例）

：プラント状態

：操作・確認

：判断

：重大事故等対処設備

No 

Yes 

常設代替直流電源設備

による逃がし安全弁機能回復

・逃がし安全弁開放

常設代替直流電源設備

による給電成功

可搬型代替直流電源設備 

による逃がし安全弁機能回復 

・逃がし安全弁開放 

（継続的※１） 

可搬型代替直流電源設備 

による逃がし安全弁機能回復 

・逃がし安全弁開放 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

による逃がし安全弁機能回復 

・逃がし安全弁開放 

作動用窒素喪失

高圧窒素ガス供給系（非常用）

による窒素確保

高圧窒素ガス供給系（非常用）

による窒素確保

（予備の高圧窒素ガスボンベ）

可搬型窒素供給装置（小型）

による窒素確保

自動減圧系作動用

アキュムレータ

圧力低でない

No 

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

駆動源確保 

※1：常設代替直流電源設備による直流電源確保後は，可搬型代替直流電源設備により逃がし安全弁

（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を継続的に供給可能とする。

常設直流電源喪失

による逃がし安全弁機能喪失

原子炉減圧

常設代替交流電源設備

による復旧

・逃がし安全弁開放

全交流動力電源喪失

常設代替交流電源設備

による給電成功

可搬型代替交流電源設備

による復旧

・逃がし安全弁開放

Yes

Yes

常設代替直流電源設備

による復旧

・逃がし安全弁開放

常設代替直流電源設備

による給電成功

可搬型代替直流電源設備

による復旧

・逃がし安全弁開放

（継続的
※１

）

可搬型代替直流電源設備

による復旧

・逃がし安全弁開放

Yes

No

No

No

Yes 
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1.3－86 

添付資料 1.3.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／9） 

技術的能力審査基準（1.3） 番号  設置許可基準規則（第 46 条） 技術基準規則（第 61 条） 番号 

【本文】

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の減圧機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するために必要な手順等が適切

に整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

① 

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。 

⑦ 

【解釈】

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順

等をいう｡ 

－

【解釈】

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

【解釈】 

１ 第６１条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

－ 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減

圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場合）

又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし

弁（PWR の場合））を作動させ原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

よう、手順等が整備されていること｡ 

②

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可

能な状態で、逃がし安全弁を作動させる

減圧自動化ロジックを設けること（BWR 

の場合）。 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可

能な状態で、逃がし安全弁を作動させる

減圧自動化ロジックを設けること（BWR 

の場合）。 

⑧ 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬

型コンプレッサー又は窒素ボンベを整備

すること｡ 

③

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、

減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場

合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWR の場合））を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行え

るよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、

減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場

合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWR の場合））を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行え

るよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

⑨ 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明

確にすること｡ ④

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう、可

搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配

備すること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう、可

搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配

備すること。 

⑩ 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧

用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧操作が行えるよう、代替電

源による復旧手順等が整備されているこ

と｡ 

⑤ 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等

が発生した場合の環境条件において確実

に作動すること。 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等

が発生した場合の環境条件において確実

に作動すること。 
⑪ 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気

発生器を隔離すること。隔離できない場

合、加圧器逃がし弁を作動させること等

により原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧操作が行えるよう、手順等が整備され

ていること。（PWR の場合） 

－ 

（４）インターフェイスシステム LOCA

（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却

材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離する

こと。隔離できない場合、原子炉を減圧

し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するた

めに、逃がし安全弁（BWR の場合）又は

主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁

（PWR の場合）を作動させること等によ

り原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操

作が行えるよう、手順等が整備されてい

ること｡ 

⑥

※1：逃がし安全弁（過渡時自動減圧機能）の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-87 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／9） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

原
子
炉
減
圧
の
自
動
化

過渡時自動減圧機能 既設 

①
⑦
⑧

－ － － 

逃がし安全弁（過渡時自動減

圧機能）※１ 既設 

逃がし安全弁（安全弁機能） 既設 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
（
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
減
圧
①
）

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

①
⑦

－ 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
（
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
減
圧
②
）

逃がし安全弁（逃がし弁機

能） 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

逃がし弁機能用用アキュムレ

ータ 

所内常設直流電源設備 既設 所内常設直流電源設備 

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 新設 可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 新設 常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 新設 可搬型代替直流電源設備 

燃料補給設備 新設 燃料補給設備 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-88 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／9） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

－ － － － － 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
減
圧
）

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

復水貯蔵タンク 

原子炉隔離時冷却系（蒸気

系）配管・弁 

主蒸気系配管・弁 

補給水系配管・弁 

所内常設直流電源設備 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧

（
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
に
よ
る
減
圧
）

タービン・バイパス弁 

タービン制御系 

－ 

代
替
逃
が
し
安
全
弁
駆
動
装
置

に
よ
る
原
子
炉
減
圧

代替逃がし安全弁駆動装置 

逃がし安全弁（逃がし弁機

能）※２

主蒸気系配管・クエンチャ 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-89 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／9） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

常
設
代
替
直
流
電
源
設
備
に

よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

常設代替直流電源装置 新設 

①
②
⑦
⑨

－ 

－ － 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

可
搬
型
代
替
直
流
電
源
設
備
に

よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

可搬型代替直流電源設備 新設 

①
②
⑦
⑨

－ 

燃料補給設備 新設 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
に

よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 新設 

①
②
⑦
⑨

－ 

逃がし安全弁（自動減圧機

能）※３ 既設 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-90 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／9） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
（
非
常
用
）

に
よ
る
窒
素
確
保

高圧窒素ガスボンベ 
既設 

新設 

①
③
⑦
⑩

－ 

可
搬
型
窒
素
供
給
装
置
（
小
型
）

に
よ
る
窒
素
確
保

可搬型窒素供給装置（小型） 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 燃料補給設備 

高圧窒素ガス供給系（非常

用）配管・弁 
既設 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

高圧窒素ガス供給系（非常

用）配管・弁 

－ － － － － 
逃がし安全弁（自動減圧機

能） 

代
替
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
復
旧
①

常設代替直流電源設備 新設 

①
⑤
⑦

－ 

代
替
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
復
旧

常設代替直流電源設備 

可搬型代替直流電源設備 新設 可搬型代替直流電源設備 

燃料補給設備 新設 燃料補給設備 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

逃がし安全弁（逃がし弁機

能） 

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
復
旧
②

常設代替交流電源設備 新設 

①
⑤
⑦

－ 

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
復
旧

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 新設 可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 新設 燃料補給設備 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

逃がし安全弁（逃がし弁機

能） 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-91 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／9） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

炉
心
損
傷
時
に
お
け
る
高
圧
溶
融
物
放
出
／

格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
の
防
止
①

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

①
⑦

－ 

炉
心
損
傷
時
に
お
け
る
高
圧
溶
融
物
放
出
／

格
納
容
器
雰
囲
気
直
接
加
熱
の
防
止
②

逃がし安全弁（逃がし弁機

能） 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

逃がし弁機能用アキュムレー

タ 

－ － － － － 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
対
応
①

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 
既設 

①
⑥
⑦

－ 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
対
応
②

逃がし安全弁（逃がし弁機

能） 

主蒸気系配管・クエンチャ 既設 主蒸気系配管・クエンチャ 

自動減圧機能用アキュムレー

タ 
既設 

逃がし弁機能用アキュムレー

タ 

高圧炉心スプレイ系注入弁 既設 高圧炉心スプレイ系注入弁 

原子炉隔離時冷却系原子炉注

入弁 
既設 

原子炉隔離時冷却系原子炉注

入弁 

低圧炉心スプレイ系注入弁 既設 低圧炉心スプレイ系注入弁 

残留熱除去系注入弁（Ａ） 既設 残留熱除去系Ａ系注入弁 

残留熱除去系注入弁（Ｂ） 既設 残留熱除去系Ｂ系注入弁 

残留熱除去系注入弁（Ｃ） 既設 残留熱除去系Ｃ系注入弁 

逃
が
し
安
全
弁
の

背
圧
対
策

高圧窒素ガスボンベ 
既設 

新設 
①
④
⑦
⑪

－ － － 

高圧窒素ガス供給系（非常

用）配管・弁 
既設 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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1.3-92 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／9） 

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原

子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために必要な

手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示され

ていること｡ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，設計基準事

故対処設備である逃がし安全弁

（自動減圧機能）が有する原子炉

の減圧機能が喪失した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止する

手段として，逃がし安全弁による

原子炉を減圧するために必要な手

順等を整備する。 

また，高圧溶融物放出／格納容

器雰囲気直接加熱による格納容器

破損を防止する手段として，逃が

し安全弁による原子炉を減圧する

ために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止

するため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手

順等をいう｡ 

－ 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時におい

て、減圧用の弁（逃がし安全弁

（BWR の場合）又は、主蒸気逃

がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR 

の場合））を作動させ原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作

が行えるよう、手順等が整備さ

れていること｡ 

設計基準事故対処設備である自

動減圧機能が常設直流電源系統喪

失により使用できない場合には，

常設代替直流電源設備，可搬型代

替直流電源設備及び逃がし安全弁

用可搬型蓄電池により逃がし安全

弁（自動減圧機能）の作動に必要

な直流電源を確保し，逃がし安全

弁（自動減圧機能）を作動させ，

原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧操作が行えるよう手順等を整備

する｡ 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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審査基準，基準規則との対応表（8／9） 

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である

場合、減圧用の弁を作動させ原

子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧操作が行えるよう可搬型コン

プレッサー又は窒素ボンベを整

備すること｡ 

設計基準対象施設である（逃が

し弁機能）又は設計基準事故対処

設備である逃がし安全弁（自動減

圧機能）が逃がし安全弁作動用窒

素喪失により使用できない場合

は，高圧窒素ガス供給系（非常

用）又は可搬型窒素供給装置（小

型）により逃がし安全弁（自動減

圧機能）の作動に必要な窒素を供

給し，逃がし安全弁（自動減圧機

能）を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよ

う手順等を整備する。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条

件を明確にすること｡ 

想定される重大事故等の環境条

件を考慮し，格納容器内圧力が設

計圧力の2倍の状態（620kPa

［gage］（2Pd））となった場合にお

いても確実に逃がし安全弁（自動

減圧機能）を作動させることがで

きるように，あらかじめ供給圧力

を設定している。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時において

も、減圧用の弁を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧

操作が行えるよう、代替電源に

よる復旧手順等が整備されてい

ること。 

設計基準事故対処設備である自

動減圧機能が常設直流電源喪失に

より使用できない場合には，代替

直流電源（常設代替直流電源設備

及び可搬型代替直流電源設備）及

び代替交流電源（常設代替交流電

源設備及び可搬型代替交流電源設

備）により逃がし安全弁の作動に

必要な直流電源を確保し，逃がし

安全弁を作動させ，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行え

るよう手順等を整備する｡ 

なお，電源の供給に関する手順

については「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（9／9） 

技術的能力審査基準（1.3） 適合方針 

（３）蒸気発生器伝熱管破損

（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した

蒸気発生器を隔離すること。隔

離できない場合、加圧器逃がし

弁を作動させること等により原

子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧操作が行えるよう、手順等が

整備されていること。（PWR の

場合） 

対象外 

（４）インターフェイスシステム

LOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉

冷却材圧力バウンダリの損傷箇

所を隔離すること。隔離できな

い場合、原子炉を減圧し、原子

炉冷却材の漏えいを抑制するた

めに、逃がし安全弁（BWR の場

合）又は主蒸気逃がし弁及び加

圧器逃がし弁（PWR の場合）を

作動させること等により原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操

作が行えるよう、手順等が整備

されていること｡ 

インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡ発生時には，原子炉冷却材圧

力バウンダリの損傷箇所を隔離

し，原子炉冷却材の漏えいを抑制

する。また，損傷箇所の隔離がで

きない場合，逃がし安全弁を作動

させることにより原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧し，原子炉冷

却材の漏えいを抑制する手順等を

整備する。 

※1：過渡時自動減圧機能の対象はＢ及びＣである。 

※2：代替逃がし安全弁駆動装置の対象はＡ，Ｇ，Ｓ及びＶである。 

※3：逃がし安全弁用可搬型蓄電池の対象は 2 個である。 
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第 1 図 逃がし安全弁の配置図

A B 

C D 

：逃がし安全弁 

（自動減圧機能＋逃がし弁機能） 

：逃がし安全弁 

（逃がし弁機能） 

原子炉 

凡例

F013A 

F013B 

F013D 

F013C 

F013H
F013G 

F013U 
F013V 

F013J F013R F013N 
F013L 

F013E 

F013P 
F013M 

F013F 

F013K F013S 

格納容器内 
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第１表 対応手段と逃がし安全弁の対象 

対応手段 

逃がし弁機能

備考 ― 自動減圧機能 

(A)(D)(E)(G)(J)(M) 

(N)(P)(S)(U)(V)
(C)(H)(K)(L) (B)(F)(R)

原子炉減圧の自動化

（過渡時自動減圧機能

による減圧） 
 ○ ○ (B)(C)が対象 

原子炉減圧の自動化

（安全弁機能による減

圧） 
○ ○ ○ 

手動による原子炉減圧

（逃がし安全弁による

減圧） 
○ ○ ○ 

代替逃がし安全弁駆動

装置による原子炉減圧 
○   (A)(G)(S)(V)が対象 

常設代替直流電源設備

による逃がし安全弁機

能回復 
 ○ ○ 

可搬型代替直流電源設

備による逃がし安全弁

機能回復 
 ○ ○ 

逃がし安全弁用可搬型

蓄電池による逃がし安

全弁機能回復 
 ○ ○ 7 個のうち 2 個が対象 

高圧窒素ガス供給系

（非常用）による窒素

確保 
 ○ ○ 

可搬型窒素供給装置

（小型）による窒素確

保 
 ○ ○ 

代替直流電源設備によ

る復旧 
○ ○ ○ 

代替交流電源設備によ

る復旧 
○ ○ ○ 
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添付資料 1.3.2 

第 1 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源） 
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第 2 図 対応手段として選定した設備の電源構成図（直流電源）
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添付資料 1.3.3 

重大事故対策の成立性 

1. 代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧 

(1) 操作概要 

代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉減圧が必要な状況において，原

子炉建屋原子炉棟地下1階まで移動するとともに，系統構成を実施し，代

替逃がし安全弁駆動装置により逃がし安全弁（逃がし弁機能）の電磁弁排

気ポートへ窒素を供給することで逃がし安全弁を開放する。 

(2) 作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下1階（管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁開放における，現場での

系統構成，減圧操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：100分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

(4) 操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライトを

携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具（全

面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着用又は携行し

て作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能であ

る。 

操作性 ：設置未完のため，設置工事完了後，操作性について検証す

る。 
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連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話機，

ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備により，中央

制御室との連絡が可能である。
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添付資料 1.3.3 

2. 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 

(1) 予備の高圧窒素ガスボンベへの交換 

ａ．操作概要 

予備の高圧窒素ガスボンベへの交換が必要な状況において，原子炉建

屋原子炉棟地上3階まで移動するとともに，予備の高圧窒素ガスボンベ

を運搬して使用済みの高圧窒素ガスボンベと交換を実施した後，予備の

高圧窒素ガスボンベに切り替えて逃がし安全弁（自動減圧機能）へ窒素

を供給する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地上3階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

高圧窒素ガス供給系（非常用）による逃がし安全弁（自動減圧機能）

駆動源確保における，予備の高圧窒素ガスボンベへの交換に必要な要員

数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：280分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で
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ある。 

操作性 ：設置未完のため，設置工事完了後，操作性について検証す

る。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室との連絡が可能である。
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添付資料 1.3.3 

3. 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保が必要な状況において，

原子炉建屋廃棄物処理棟地上1階，原子炉建屋原子炉棟地上1階及び原子

炉建屋原子炉棟地上3階まで移動するとともに，ホースの接続及び系統

構成を実施した後，逃がし安全弁（自動減圧機能）へ窒素を供給する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋廃棄物処理棟地上1階，原子炉建屋原子炉棟地上1階及び原

子炉建屋原子炉棟地上3階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保における，現場での系統

構成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：300分以内（放射線防護具着用，移動及びホース敷設

を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

原子炉建屋廃棄物処理棟地上1階：4分以内（操作対

象：2弁） 

原子炉建屋原子炉棟地上1階：2分以内（操作対象：1

弁） 

原子炉建屋原子炉棟地上3階：4分以内（操作対象：2

弁） 
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ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。 

操作性 ：設置未完のため，設置工事完了後，操作性について検証す

る。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室との連絡が可能である。
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(2) 可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保 

ａ．操作概要 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保が必要な状況において，

原子炉建屋付属棟東側屋外に可搬型窒素供給装置（小型）を配備し，接

続口の蓋を開放した後，窒素供給用ホースを接続口に接続して可搬型窒

素供給装置（小型）により逃がし安全弁（自動減圧機能）へ窒素を供給

する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟東側屋外（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型窒素供給装置（小型）による窒素確保における，現場でのホー

ス接続，系統構成，窒素供給操作に必要な要員数，所要時間は以下のと

おり。 

必要要員数 ：2名（重大事故等対応要員2名） 

所要時間目安：310分以内（放射線防護具着用，移動及びホース敷設

を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトによ

り，夜間における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があることから，操

作は放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴ

ム手袋）を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥＤライト

を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，
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アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：設置未完のため，設置工事完了後，操作性について検証す

る。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線連絡設備（固定

型，携帯型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末），送受話器のうち，使用可能な設備により，災害対

策本部との連絡が可能である。

可搬型窒素供給装置（小型）起動     可搬型窒素供給装置（小型）系統構成 
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添付資料 1.3.3 

4. インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作（残

留熱除去系の場合） 

(1) 操作概要 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の漏えい停止操作が

必要な状況において，中央制御室からの遠隔操作により隔離がで

きない場合は，逃がし安全弁により原子炉を減圧して原子炉建屋

原子炉棟への原子炉冷却材漏えいを抑制した後，原子炉建屋原子

炉棟地上3階まで移動し，現場での人力による隔離操作により漏

えいを停止する。 

(2) 作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地上3階（管理区域） 

(3) 必要要員数及び操作時間 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の残留熱除去系から

の漏えい停止操作における，現場での隔離操作に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：4名（運転員等（当直運転員及び重大事故等対

応要員）4名） 

所要時間目安：115分以内（放射線防護具着用及び移動を含

む） 

       原子炉建屋原子炉棟地上3階：23分以内（操作

対象：1弁） 

(4) 操作の成立性について 

作業環境：操作現場の温度は作業時間において約41℃程度，湿
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度は100％程度となる可能性があるが，放射線防護

具（ＰＶＡ，アノラック，個人線量計，長靴・胴長

靴，自給式呼吸用保護具，綿手袋，ゴム手袋）を着

用することにより作業可能である。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接

可能である。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固

定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可

能な設備により，中央制御室との連絡が可能であ

る。 

現場手動隔離操作      自給式呼吸用保護具 

（放射線防護具着用） 

自給式呼吸用保護具着用状態 自給式呼吸用保護具着用状態

（前面）          （後面）  
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添付資料 1.3.4 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の概要図 

第 1 図 格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）時の重大事故等対策の概要図 

（原子炉隔離時冷却系による原子炉注水段階）

タービンへ

逃がし安全弁

（安全弁機能）

原
子
炉
圧
力
容
器

低圧炉心スプレイ系ポンプ 残留熱除去系ポンプＣ

残留熱除去系

ポンプＢ

高圧炉心

スプレイ系ポンプ

残留熱除去系

ポンプＡ

原子炉隔離時冷却系ポンプ

常設低圧代替注水系

ポンプＡ及びＢ

※3 

←

← →

→

→

↑↑

ドライウェル

復水貯蔵タンク
代替淡水貯槽

サプレッション

・プール

サプレッション・

チェンバ
※3 

耐圧強化

ベント系

格納容器圧力逃がし装置

軽油貯蔵タンク

※1 

※2 

残留熱除去系

海水系ポンプＡ，Ｃ

→

→

→

→

海

残留熱除去系

海水系ポンプ

Ｂ，Ｄ

※1 

※2 

緊急用海水系

ポンプ

→

※1 海へ ※2海へ

↑

常設代替高圧電源装置

Ｇ

Ｇ

非常用ディーゼル発電機等

代替

循環

冷却系

ポンプ

常設高圧代替注水系ポンプ

←

漏えい想定

箇所

←

凡 例

：安全機能の喪失を仮定する設備
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第 2 図 格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）時の重大事故等対策の概略系統図（2／3） 

（漏えい抑制のための原子炉減圧後の低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系 

（常設）による原子炉注水段階）

代替

循環

冷却系

ポンプ

原子炉隔離時冷却系ポンプ

残留熱除去系

ポンプＢ

残留熱除去系ポンプＣ

高圧炉心

スプレイ系ポンプ

タービンへ

逃がし安全弁

（自動減圧機能）

原
子
炉
圧
力
容
器

低圧炉心スプレイ系ポンプ

残留熱除去系

ポンプＡ

常設低圧代替注水系

ポンプＡ及びＢ

※3 

← →

→

→

↑↑

ドライウェル

復水貯蔵タンク
代替淡水貯槽

サプレッション

・プール

サプレッション・

チェンバ
※3 

耐圧強化

ベント系

格納容器圧力逃がし装置

軽油貯蔵タンク

※1 

※2 

残留熱除去系

海水系ポンプＡ，Ｃ

→

→

→

→

海

残留熱除去系

海水系ポンプ

Ｂ，Ｄ

※1 

※2 

緊急用海水系

ポンプ

→

※1 海へ ※2海へ

↑

常設代替高圧電源装置

Ｇ

Ｇ

非常用ディーゼル発電機

常設高圧代替注水系ポンプ

←

漏えい想定

箇所

←

←

タンクローリ

可搬型設備用軽油タンク

淡水貯水池

凡 例

：安全機能の喪失を仮定する設備
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第 3 図 格納容器バイパス（ＩＳＬＯＣＡ）時の重大事故等対策の概要図 

（隔離成功後の低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

及び残留熱除去系による格納容器除熱段階）

タービンへ

逃がし安全弁

（自動減圧機能）

原
子
炉
圧
力
容
器

低圧炉心スプレイ系ポンプ 残留熱除去系ポンプＣ

残留熱除去系

ポンプＢ

高圧炉心

スプレイ系ポンプ

残留熱除去系

ポンプＡ

原子炉隔離時冷却系ポンプ

常設低圧代替注水系

ポンプＡ及びＢ

※3 

→

→

→

↑↑

ドライウェル

復水貯蔵タンク
代替淡水貯槽

サプレッション

・プール

サプレッション・

チェンバ
※3 

耐圧強化

ベント系

格納容器圧力逃がし装置

軽油貯蔵タンク

※1 

※2 

残留熱除去系

海水系ポンプＡ，Ｃ

→

→

→

→

海

残留熱除去系

海水系ポンプ

Ｂ，Ｄ

※1 

※2 

緊急用海水系

ポンプ

→

※1 海へ ※2海へ 

↑

常設代替高圧電源装置

Ｇ

Ｇ

非常用ディーゼル発電機等

代替

循環

冷却系

ポンプ

常設高圧代替注水系ポンプ

←

漏えい想定

箇所

←

←

←

タンクローリ

可搬型設備用軽油タンク

淡水貯水池

凡 例

：安全機能の喪失を仮定する設備
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添付資料 1.3.5 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場環境等について 

1. 評価対象系統について 

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ）」（以下「ＩＳＬＯＣＡ」という。）では，原子炉冷却材圧力バウンダ

リと接続し格納容器外に敷設された配管を有する系統において，高圧設計部分

と低圧設計部分を分離する隔離弁の誤開放等により低圧設計部分が過圧され，

格納容器外での原子炉冷却材の漏えいが発生することを想定する。 

ＩＳＬＯＣＡの評価対象となる系統は，確率論的リスク評価（以下「ＰＲ

Ａ」という。）での対象系統の選定の考え方に従い以下の条件を基に選定して

いる。原子炉冷却材圧力バウンダリに接続し格納容器外に敷設された配管を第

1 図に，ＰＲＡでの選定結果を第 1 表に示す。 

①出力運転中に高圧設計部と低圧設計部とを分離する隔離弁が閉止されてお

り，隔離弁の誤開放等により低圧設計部が過圧されることでＩＳＬＯＣＡ

発生の可能性がある系統を選定 

②閉状態の弁が直列に 4 弁以上設置されている系統は発生頻度の観点で除外 

ＰＲＡにおいて選定された対象系統のうち，残留熱除去系停止時冷却モー 

ド配管については，通常運転中に隔離弁の開閉試験を実施しない系統であ 

るため，対象外とした。なお，仮に残留熱除去系停止時冷却モード吸込配 

管にてＩＳＬＯＣＡが発生した場合は，原子炉圧力はサプレッション・プ 

ールに放出されるため系統が加圧されることはなく，残留熱除去系停止時 

冷却モード原子炉圧力容器戻り配管にてＩＳＬＯＣＡが発生した場合は， 

系統加圧状態が注入配管にて発生した場合と同じとなることから，注入配 
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管にてＩＳＬＯＣＡ発生を想定した場合の構造健全性評価に包含される。 

以上により，ＩＳＬＯＣＡの評価対象としては，以下が選定された。 

・高圧炉心スプレイ系 

・原子炉隔離時冷却系 

・低圧炉心スプレイ系 

・残留熱除去系（低圧注水系）（Ａ系，Ｂ系） 

・残留熱除去系（低圧注水系）（Ｃ系） 

これらの評価対象に対して構造健全性評価を実施し，この結果に基づき有効

性評価における破断面積を設定する。
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第 1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続し，格納容器外に敷設されている配管 

原
子
炉
圧
力
容
器

NO

MO

MO MO

制御棒駆動水圧系

制御棒引抜側配管

制御棒駆動水圧系

制御棒挿入側配管

MO MO

MOMO

AOMO

MO MO

MOMO

残留熱除去系

停止時冷却モード

吸込配管

MO

M
O

残留熱除去系

停止時冷却モード

注入配管

原子炉冷却材浄化系

入口配管

AO

給水注入配管

圧力容器計装系

計装配管

NOMO

NOMO

NOMO

NOMO

NOMO

原子炉隔離時冷却系

蒸気供給配管

AO MO
残留熱除去系原子炉圧

力容器頂部スプレイ配

管

格納容器

N
O

NO AO

主蒸気系配管

MO

ほう酸水注入系

注入配管

高圧炉心スプレイ系

注入配管

原子炉再循環ポンプ 原子炉再循環ポンプ

逃がし安全弁

確率論的リスク評価における

ＩＳＬＯＣＡ評価対象

原子炉隔離時冷却系原子

炉圧力容器頂部スプレイ

配管

MO

低圧炉心スプレイ系

注入配管

残留熱除去系Ａ系

注入配管

残留熱除去系Ｂ系

注入配管

残留熱除去系Ｃ系

注入配管

試料採取系サンプリング配管
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第 1 表 ＰＲＡでのＩＳＬＯＣＡの評価対象の選定結果 

系統名 
原子炉冷却材圧力バウンダリ 

に接続されている配管 
選定結果 備  考 

給水系 給水系注入配管 対象外※１

通常運転時に隔離弁が開状

態となっており，隔離弁の

誤開放等により発生するＩ

ＳＬＯＣＡ評価の対象外 

高圧炉心スプレイ系 高圧炉心スプレイ注入配管 評価対象 － 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系原子炉圧力

容器頂部スプレイ配管 
評価対象 － 

原子炉隔離時冷却系蒸気供給配

管 
対象外※１

通常運転時に隔離弁が開状

態となっており，隔離弁の

誤開放等により発生するＩ

ＳＬＯＣＡ評価の対象外 

低圧炉心スプレイ系 低圧炉心スプレイ系注入配管 評価対象 － 

残留熱除去系（Ａ,

Ｂ,Ｃ） 
残留熱除去系原子炉注入配管 評価対象 － 

残留熱除去系（Ａ,

Ｂ） 

残留熱除去系停止時冷却モード

吸込配管 
評価対象 － 

残留熱除去系停止時冷却モード

原子炉圧力容器戻り配管 
評価対象 － 

残留熱除去系（Ａ） 
残留熱除去系原子炉圧力容器頂

部スプレイ配管 
対象外※２

閉状態の弁が直列に4弁設置

されておりＩＳＬＯＣＡの

発生頻度が十分低いため対

象外 

制御棒駆動水圧系 

制御棒駆動水圧系制御棒挿入側

配管 
対象外※１

通常運転時に隔離弁が開状

態となっており，隔離弁の

誤開放等により発生するＩ

ＳＬＯＣＡ評価の対象外 
制御棒駆動水圧系制御棒引抜側

配管 
対象外※１

ほう酸水注入系 ほう酸水注入系注入配管 対象外※２

閉状態の弁が直列に 4 弁設

置されており ISLOCA の発生

頻度が十分低いため対象外 

原子炉冷却材浄化系 原子炉冷却材浄化系入口配管 対象外※１ 通常運転時に隔離弁が開状

態となっており，隔離弁の

誤開放等により発生するＩ

ＳＬＯＣＡ評価の対象外 

主蒸気系 主蒸気系配管 対象外※１

原子炉圧力容器計装

系 
原子炉圧力容器計装系配管 対象外※１

試料採取系 試料採取系サンプリング配管 対象外※１

※１：出力運転中に高圧設計部と低圧設計部とを分離する隔離弁が閉止されており，隔離弁の誤開放等により

低圧設計部が過圧されることでＩＳＬＯＣＡ発生の可能性がある系統ではないため除外。 

※２：閉状態の弁が直列に 4 弁以上設置されている系統は発生頻度の観点で除外。
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2. ＩＳＬＯＣＡ発生時に低圧設計部に負荷される圧力及び温度条件の設定 

1.で選定されたＩＳＬＯＣＡの評価対象に対して隔離弁の誤開放等による

加圧事象が発生した場合の構造健全性評価を実施した結果，いずれの評価対

象においても構造健全性が維持される結果が得られた。いずれの評価対象に

おいても低圧設計部の機器設計は同等であることを踏まえ，以下では加圧範

囲に大きなシール構造である熱交換器が設置されている残留熱除去系（Ａ

系）に対する構造健全性評価の内容について示す。 

残留熱除去系は，通常運転中に原子炉圧力が負荷される高圧設計部と低圧

設計部とを内側隔離弁（逆止弁（テスタブルチェッキ弁））及び外側隔離弁

（電動弁）の 2 弁により隔離している。外側隔離弁には，弁の前後差圧が低

い場合のみ開動作を許可するインターロックが設けられており，開許可信号

が発信した場合は警報が発報する。また，これらの弁の開閉状態は中央制御

室にて監視が可能である。本重要事故シーケンスでは，内側隔離弁の内部リ

ーク及び外側隔離弁前後差圧低の開許可信号が誤発信している状態を想定

し，この状態で外側隔離弁が誤開放することを想定する。また，評価上は，

保守的に逆止弁の全開状態を想定する。 

隔離弁によって原子炉定格圧力が負荷されている高圧設計部と低圧設計部

が物理的に分離されている状態から隔離弁を開放すると，高圧設計部から低

圧設計部に水が移動し，配管内の圧力は最終的に原子炉定格圧力にほぼ等し

い圧力で静定する。 

一般に，大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通し

た場合，低圧側の系統に大きな水撃力が発生することが知られている。特に

低圧側の系統に気相部が存在する場合，圧力波の共振が発生し，大きな水撃

力が発生する場合があるが，残留熱除去系は満水状態で運転待機状態にある

ため，その懸念はない。また，残留熱除去系以外の非常用炉心冷却系及び原
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子炉隔離時冷却系も満水状態で運転待機状態にある。 

一方，満水状態であったとしても，隔離弁が急激に開動作する場合は大き

な水撃力が発生するが，緩やかな開動作であれば管内で生じる水撃力も緩や

かとなり，また，後述するとおり圧力波の共振による大きな水撃力も発生せ

ず，圧力がバランスするまで低圧側の系統が加圧される。 

電動弁は，駆動機構にねじ構造やギアボックス等があるため機械的要因で

は急激な開動作（以下「急開」という。）とはなり難い。また，電動での開

放時間は約 10.6 秒であり，電気的要因でも急開とならないことから，誤開

放を想定した場合，水撃作用による圧力変化が大きくなるような急開とはな

らない。 

以上より，残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により系統が加圧される場合

においても，原子炉圧力を大きく超える圧力は発生しないものと考えられる

が，残留熱除去系の逆止弁が全開状態において電動弁が 10.6 秒で全閉から

全開する場合の残留熱除去系の圧力推移をＴＲＡＣＧコードにより評価し

た。 

残留熱除去系過圧時の各部の圧力最大値を第 2 表に，圧力推移図を第 2 図

に示す。 

第 2 表 残留熱除去系過圧時の各部の圧力最大値 

位  置 圧力最大値（MPa[abs]） 

注入弁（F042A）入口（系統側） 約 7.50 

逃がし弁（F025A）入口 約 7.10 

熱交換器 約 8.00 

ポンプ出口逆止弁（F031A）出口 約 8.01 
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第 2 図 残留熱除去系過圧時の圧力推移 

開放直後は，定格運転状態の残留熱除去系の注入弁出口（原子炉圧力容器

側）の圧力（7.2MPa[abs]）に比べて最大約 0.8MPa 高い圧力

（8.01MPa[abs]）まで上昇し，その後，上昇幅は減衰し 10 秒程度で静定す

る。 

次項の構造健全性評価にあたっては，圧力の最大値であるポンプ出口逆止

弁出口における約 8.01MPa［abs］に，加圧される範囲の最下端の水頭圧

（0.24MPa）を加えた約 8.25MPa[abs]を丸めてゲージ圧力に変換した

8.2MPa[gage]が保守的に系統に負荷され続けることを想定する。また，圧力

の上昇は 10 秒程度で静定することからこの間に流体温度や構造材温度が大

きく上昇することはないと考えられるが，評価上は保守的に構造材温度が定

格運転状態の原子炉冷却材温度である 288℃となっている状態を想定する。 

3. 構造健全性評価 

   注入弁（F042A）入口（系統側）

   逃がし弁（F025A）出口

   熱交換器

   ポンプ出口逆止弁（F031A）出口

281



1.3－119 

3.1 構造健全性評価の対象とした機器等について 

残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により加圧される範囲において，圧力バ

ウンダリとなる以下の箇所に対して 2.で評価した圧力（8.2MPa[gage]），温

度（288℃）の条件下に晒された場合の構造健全性評価を実施した。 

① 熱交換器 

② 逃がし弁 

③ 弁 

④ 計 器 

⑤ 配管・配管フランジ部 

詳細な評価対象箇所を第 3 図に示す。 
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第 3 図 残留熱除去系Ａ系の評価対象範囲
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3.2 構造健全性評価の結果 

(1) 熱交換器 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧，加温される熱交換器の

各部位について，「東海第二発電所 工事計画認可申請書」（以下「既工

認」という。）を基に設計上の裕度を確認し，裕度が評価上の想定圧力

（8.2MPa[gage]）と系統の最高使用圧力（3.45MPa[gage]）との比である

2.4 より大きい部位を除く胴板（厚肉部，薄肉部），胴側鏡板，胴側入

口・出口管台及びフランジ部について評価した。 

ａ．胴側胴板（厚肉部，薄肉部） 

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補

版を含む））＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞（JSME S NC1-2005/2007）」（以下

「設計・建設規格」という。）「PCV-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を

適用し，胴板の必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは

必要最小厚さ以上であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しな

いことを確認した。 

ｂ．胴側鏡板 

設計・建設規格「PCV-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定 1」を適用

し，胴側鏡板の必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは

必要最小厚さ以上であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しな

いことを確認した。 

ｃ．胴側入口・出口管台 

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」を適用し，胴側入

口・出口管台の必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは

必要最小厚さ以上であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しな

いことを確認した。 
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ｄ．フランジ部 

日本工業規格 JIS B8265「圧力容器の構造－一般事項」を適用して

算出したボルトの必要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボ

ルトの実機の断面積はボルトの必要な断面積以上であり，かつ，発生応

力が許容応力以下であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しな

いことを確認した。 

(2) 逃がし弁 

ａ．弁 座 

設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」

を適用し，必要な最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必

要最小厚さ以上であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発生しない

ことを確認した。 

ｂ．弁 体 

弁体下面にかかる圧力が全て弁体の最小肉厚部に作用するとして発生

するせん断応力を評価した。その結果，許容せん断応力は発生せん断応

力以上であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認

した。 

ｃ．弁本体の耐圧部 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必

要な最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以上で

あり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｄ．弁耐圧部の接合部 

設計・建設規格「VVC-3310 弁箱と弁ふたがフランジ結合の弁のフラ

ンジの応力評価」を適用して算出したボルトの必要な断面積及び許容応

力を算出した。 
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上記の評価の結果，ボルトの実機の断面積がボルトの必要な断面積以

上であるが，発生応力が許容圧力以上であったため，ボンネットボルト

の内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱に

よる伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量からボン

ネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がマイナス

であり，弁耐圧部の接合部が圧縮されることになるが，許容応力が発生

応力以上であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確

認した。 

(3) 弁 

ａ．弁本体 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必

要な最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは計算上必要な厚

さ以上であり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認

した。 

ｂ．弁耐圧部の接合部 

設計・建設規格「VVC-3310 弁箱と弁ふたがフランジ結合の弁のフラ

ンジの応力評価」を適用して算出したボルトの必要な断面積及び許容応

力を算出した。その結果，F024A，F086，F065A，F080A，F060A，FF029-

201 及び FF029-202 の弁はボルトの実機の断面積がボルトの必要な断面

積以上であり，かつ，発生応力が許容圧力以下の弁の評価した部位は破

損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

また，上記の条件を満たさない弁については，ボンネットボルトの内

圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による

伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量からボンネッ

トフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスである
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弁については，伸び量がガスケットの復元量以下であり，評価した部位

は漏えいが発生しないことを確認した。伸び量がマイナスの弁について

はボンネットフランジとリフト制限板がメタルタッチしており，それ以

上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナッ

ト座面の面圧とボンネットフランジとリフト制限板の合わせ面の面圧が

材料の許容応力以下であり，評価した部位は破損せず漏えいが発生しな

いことを確認した。 

なお，以下の弁は加圧時の温度，圧力以上で設計していることから，

破損は発生しないことを確認した。 

また，以下の弁は設計・建設規格第Ⅰ編 別表１にて温度 300℃にお

ける許容圧力を確認し，加圧時の圧力を上回ることから，破損は発生し

ないことを確認した。 

(4) 計 器 

ａ．圧力計，差圧計 

以下の圧力計及び差圧計は，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時

の圧力以上の計装設備耐圧値を有しており，構造材の温度上昇に伴う耐

力低下（温度－30～40℃における設計引張強さに対する 288℃における

設計引張強さの割合は SUS316L の場合で約 79％）を考慮しても加圧時

における圧力以上であることから，破損は発生しないことを確認した。 

ｂ．温度計 

日本機械学会「配管内円柱状構造物の流量振動評価指針」（JSME 

S012-1998）を適用し，同期振動発生の回避又は抑制の判定並びに応力

評価及び疲労評価を実施した。その結果，換算流速Vγが1より小さく，

許容値が組み合わせ応力を上回り，かつ，設計疲労限σＦが応力振幅を

上回ることから，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確
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認した。 

(5) 配 管 

ａ．管 

設計・建設規格「PPC-3411 直管(1)内圧を受ける直管」を適用し，

必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以上で

あり，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

ｂ．フランジ部 

設計・建設規格「PPC-3414 フランジ」を適用してフランジ応力算定

用応力を算出し，フランジボルトの伸び量を評価した。その結果，伸び

量がマイナスであり，フランジ部が圧縮されることになるが，ガスケッ

トの許容圧縮量が合計圧縮量以上であり，評価した部位は破損せず漏え

いは発生しないことを確認した。 

4. 破断面積の設定について 

3.の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低圧設計部分

が加圧されたとしても，破損は発生しないことを確認した。 

そこで，残留熱除去系の加圧範囲のうち最も大きなシール構造である熱交

換器フランジ部に対して，保守的に弁開放直後の圧力ピーク値（8.2MPa

［gage］），原子炉冷却材温度（288℃）に晒され続け，かつ，ガスケットに

期待しないことを想定した場合の破断面積を評価した。 

評価部位 
圧力 

(MPa) 

温度 

(℃) 

伸び量（mm） 
内径 

(mm) 

全部材 

伸び量 

(mm) 

破断面

積 

(cm２) 

＋ 

⊿L1 

＋ 

⊿L2 

－ 

⊿L3 

熱交換器 

フランジ部 
8.2 288 0.19 1.31 1.19 2,120 0.31 約 21 

⊿L1：ボルトの内圧による伸び量 

⊿L2：ボルトの熱による伸び量 

⊿L3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 

その結果，破断面積は約 21cm２となり，有効性評価のＩＳＬＯＣＡでは，

残留熱除去系熱交換器フランジ部に約 21cm２の漏えいが発生することを想定

する。 
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なお，1.で選定された残留熱除去系（低圧）（Ａ系，Ｂ系）以外の評価対

象である高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，低圧炉心スプレイ系及

び残留熱除去系（低圧注水系）（Ｃ系）は，加圧範囲に熱交換器のような大

きなシール構造を有する機器は設置されていない。 

また，構造健全性評価の結果，設計・建設規格を適用した 1 次評価におい

て許容値を満足せず，ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネ

ットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を算出する 2 次評価に基づき

破損が発生しないことを確認している評価部位の中で，許容値に対する裕度

の最も低い F048A の弁耐圧部の接合部における漏えいを想定する場合，漏え

い面積は熱交換器フランジ部と比較して小さくなり，また漏えい場所も同じ

熱交換器室であることから，その影響は熱交換器フランジ部に約 21cm２の漏

えいを想定した場合に包含されると考えられる。 

5. 現場の環境評価 

ＩＳＬＯＣＡが発生した場合，事象を収束させるために,健全な原子炉注

水系統による原子炉注水操作，逃がし安全弁による原子炉減圧操作及び残

留熱除去系によるサプレッション・プール冷却操作を実施する。また，漏

えい箇所の隔離は，残留熱除去系（低圧注水系）の注入弁を現場にて閉止

する想定としている。 

ＩＳＬＯＣＡ発生に伴い原子炉冷却材が原子炉建屋内に漏えいすること

で，建屋下層階への漏えい水の滞留並びに高温水及び蒸気による建屋内の

雰囲気温度，湿度，圧力及び放射線量の上昇が想定されることから，設備

の健全性及び現場作業の成立性に与える影響を評価した。 

現場の環境評価において想定する事故条件，重大事故等対策に関連する

機器条件及び重大事故等対策に関連する操作条件は，有効性評価の解析と

同様であり，ＩＳＬＯＣＡは残留熱除去系Ｂ系にて発生するものとする。 
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なお，ＩＳＬＯＣＡが残留熱除去系Ａ系にて発生することを想定した場

合は，破断面積（21 ㎝２）及び破断箇所（熱交換器フランジ部）はＢ系の場

合と同じであり，漏えい発生区画は東側となることから，原子炉建屋の東

側区画の建屋内雰囲気温度等が同程度上昇する。 

(1) 設備の健全性に与える影響について 

有効性評価において，残留熱除去系Ｂ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時に

期待する設備は，原子炉隔離時冷却系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去

系Ａ系及び低圧代替注水系（常設），逃がし安全弁並びに関連する計装設

備である。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内環境を想定した場合の設備の健全性

への影響について以下のとおり評価した。 

ａ．溢水による影響 

東海第二発電所の原子炉建屋は，地下 2 階から 5 階まで耐火壁を設置

し東側区分と西側区分に区画化することで，非常用炉心冷却系を物理的

に分離する方針である。ＩＳＬＯＣＡによる原子炉冷却材の漏えいは，

残留熱除去系Ｂ系が設置されている西側区画において発生するのに対し

て，原子炉隔離時冷却系，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系Ａ系は

東側区画に位置していることから，溢水の影響はない。 

低圧代替注水系（常設）は，ポンプが原子炉建屋から物理的に分離さ

れた区画に設置されているため，溢水の影響はない。また，低圧代替注

水系（常設）の電動弁のうち原子炉建屋内に設置されるものは原子炉建

屋 3 階以上に位置しており，事象発生から有効性評価において現場隔離

操作の完了タイミングとして設定している 5 時間までの原子炉冷却材の

流出量は 300t であり，原子炉冷却材が全て水として存在すると仮定し

ても浸水深は地下 2 階の床面から約 2m 程度であるため，溢水の影響は
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ない。 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響 

別紙 7 に示すとおり，東側区画における温度・湿度については，初期

値から有意な上昇がなく，原子炉隔離時冷却系，低圧炉心スプレイ系及

び残留熱除去系Ａ系への影響はない。また，低圧代替注水系（常設）の

原子炉建屋内の電動弁は，西側区画に位置するものが 2 弁あるが，これ

らはＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内の環境を考慮しても機能が維持

される設計とすることから影響はない。逃がし安全弁及び関連する計装

設備についても，別紙 6 に示す温度・湿度条件において機能喪失するこ

とはない。 

(2) 現場操作の成立性に与える影響について 

有効性評価において，残留熱除去系Ｂ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時に

必要な現場操作は，残留熱除去系Ｂ系の注入弁の閉止操作である。また，

ＩＳＬＯＣＡ発生時のアクセスルートは，原子炉建屋内の環境を考慮し

て，残留熱除去系Ｂ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時には漏えいが発生して

いる原子炉建屋西側とは逆の原子炉建屋東側区画から入域し，東側区画の

3 階まで昇った後に注入弁の閉止操作場所である西側区画 3 階に移動して

作業を実施する。残留熱除去系Ｂ系の注入弁の操作場所及びアクセスルー

トを第 4 図に示す。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内環境を想定した場合のアクセス性へ

の影響を以下のとおり評価した。 

ａ．溢水による影響 

東側区画は，ＩＳＬＯＣＡによる原子炉冷却材漏えいが発生する西側

区画とは物理的に分離されていることから，溢水による東側区画のアク

セス性への影響はない。また，別紙 7 に示すとおり，注入弁は西側区画
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の 3 階に設置されており，この場所において注入弁の現場閉止操作を実

施するが，事象発生から有効性評価において現場隔離操作の完了タイミ

ングとして設定している 5 時間までの原子炉冷却材の流出量は 300t で

あり，原子炉冷却材が全て水として存在すると仮定しても浸水深は地下

2 階の床面から約 2m 程度であるため，操作及び操作場所へのアクセス

への影響はない。 

なお，別紙 8 に示すとおりブローアウトパネルに期待しない場合で

も，同様に操作及び操作場所へのアクセスへの影響はない。 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響 

別紙 7 に示すとおり，東側区画における温度・湿度については，初期

値から有意な上昇がなく，アクセス性への影響はない。また，西側区画

のうちアクセスルート及び操作場所である 3 階においては，原子炉減圧

操作後に建屋内環境が静定する事象発生 2 時間から有効性評価において

現場隔離操作の完了タイミングとして設定している 5 時間までの雰囲気

温度及び湿度の最大値は約 41℃，約 100％であるが，放射線防護具（Ｐ

ＶＡ，アノラック，個人線量計，長靴・胴長靴，自給式呼吸用保護具，

綿手袋，ゴム手袋）を着用することにより，操作場所へのアクセス及び

操作は可能である※。 

なお，別紙 8 に示すとおりブローアウトパネルに期待しない場合で

も，同様に操作及び操作場所へのアクセスは可能である。 

※：想定している作業環境（最大約 41℃）においては，主に低温や

けどが懸念されるが，一般的に，接触温度と低温やけどになるま

でのおおよその時間の関係は，44℃で 3～4 時間として知られて

いる。（出典：消費者庁 News Release（平成 25 年 2 月 27 日）） 

ｃ．放射線による影響 
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別紙 9 に示すとおり，原子炉減圧時に燃料から追加放出される核分裂

生成物の全量が，原子炉建屋内に瞬時に移行するという保守的な条件で

評価した結果，線量率は最大でも約 15.2mSv／h 程度である。残留熱除

去系Ｂ系の注入弁の閉止操作は 2 チーム体制で交代で実施し，1 チーム

当たりの原子炉建屋内の滞在時間は約 36 分であるため，作業時間を 1

時間と設定し時間減衰を考慮しない場合においても作業員の受ける実効

線量は約 15.2mSv である。 

また，事故時には原子炉建屋内に漏えいした放射性物質の一部はブロ

ーアウトパネルを通じて環境へ放出されるおそれがあるが，これらの事

故時においては原子炉建屋放射能高の信号により中央制御室の換気系は

閉回路循環運転となるため，中央制御室内にいる運転員は過度な被ばく

の影響を受けることはない。
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(3) 結 論 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内環境を想定した場合でも，ＩＳＬＯ

ＣＡ対応に必要な設備の健全性は維持される。また，中央制御室の隔離操

作に失敗した場合でも，現場での隔離操作が可能であることを確認した。 

6. 敷地境界外の実効線量評価について 

ＩＳＬＯＣＡが発生後，原子炉建屋が加圧されブローアウトパネルが開放さ

れた場合，原子炉建屋内に放出された核分裂生成物がブローアウトパネルから

大気中に放出されるため，この場合における敷地境界外の実効線量を評価し

た。 

その結果，敷地境界外における実効線量は約 1.2×10－１mSv となり，「2.6 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失」における耐圧強化ベント系によるベント時の実効線

量（約 6.2×10－１mSv）及び事故時線量限度の 5mSv を下回ることを確認した。 
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1.3－133 

熱交換器からの漏えいの可能性について 

既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が 2.4 より大きい部位を除く胴板

（厚肉部，薄肉部），胴側鏡板及び胴側入口・出口管台及びフランジ部につ

いて，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力（8.2MPa[gage]），温

度（288℃）の条件下で破損が発生しないことを以下のとおり確認した。 

1. 強度評価 

1.1 評価部位の選定 

既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が 2.4（隔離弁の誤開放等による

加圧事象発生時の圧力 8.2MPa[gage]と最高使用圧力 3.45MPa[gage]の比）よ

り大きい部位を除く胴板（厚肉部，薄肉部），胴側鏡板，胴側入口・出口管

台及びフランジ部について評価した。 

1.2 評価方法 

(1) 胴側胴板の評価 

設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を適用して必要

な最小厚さを算出し，実機の最小厚さが必要な最小厚さ以上であることを

確認した。 

(2) 胴側鏡板の評価 

設計・建設規格「PVC-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定１」を適用して

必要な最小厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上である

ことを確認した。 

(3) 胴側入口，出口管台 

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」を適用して必要な最小

厚さを算出し，実機の最小厚さが必要な最小厚さ以上であることを確認し

た。
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(4) フランジ部 

日本工業規格 JIS B8265「圧力容器の構造－一般事項」を適用して算

出したボルトの必要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボルト

の実機の断面積はボルトの必要な断面積以上であり，かつ，発生応力が許

容応力以下であることを確認した。 

1.3 評価結果 

熱交換器の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，隔

離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力（8.2MPa[gage]），温度（288℃）

の条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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逃がし弁からの漏えいの可能性について 

逃がし弁について，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力

（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条件下で破損が発生しないことを以下の

とおり確認した。 

1. 強度評価 

1.1 評価部位 

逃がし弁については，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時において吹

き出し前に加圧される弁座，弁体及び入口配管並びに吹き出し後に加圧され

る弁耐圧部及び弁耐圧部の接合部について評価した。 

1.2 評価方法 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時には 8.2MPa[gage]になる前に逃が

し弁が吹き出し，圧力は低下すると考えられるが，ここでは，逃がし弁の吹

き出し前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所ともに

8.2MPa[gage]，288℃になるものとして評価する。 

(1) 弁座の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁座は

円筒形の形状であることから，設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り

付く管台の必要最小厚さ」を準用し，計算上必要な厚さを算出し，実機の

最小厚さが計算上必要な厚さ以上であることを確認した。 

(2) 弁体の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁体の

中心部は弁棒で支持されており，外周付近は構造上拘束されていることか

ら，弁体下面にかかる圧力（8.2MPa[gage]）がすべての弁体の最小肉厚部

に作用するとして発生するせん断応力を算出し，許容せん断応力以下であ 
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ることを確認する。 

(3) 弁本体の耐圧部の評価 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な

最小厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であることを

確認した。 

(4) 弁耐圧部の接合部の評価 

設計・建設規格「VVC-3310 弁箱と弁ふたがフランジ結合の弁のフラン

ジ応力評価」を適用しボルトの必要な断面積及び許容応力を算出し，実機

のボルトの断面積がボルトの必要な断面積以上であるが，発生応力が許容

応力以下であることを確認した。 

1.3 評価結果 

逃がし弁の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，隔

離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力（8.2MPa[gage]），温度（288℃）

の条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。
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弁（逃がし弁を除く。）からの漏えいの可能性について 

逃がし弁を除く弁について，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧

力（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条件下で破損が発生しないことを以下

のとおり確認した。 

評価対象弁について隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力，温度

以上で設計していることから破損が発生しないことを確認した。 

1. 強度評価 

評価対象弁の構成部品のうち，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に

破損が発生すると想定される部位として，弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐

圧部並びに弁本体耐圧部の接合部について評価した。 

(1) 弁本体の耐圧部の評価 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な

最小厚さを算出し，実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認

した。 

(2) 弁耐圧部の接合部の評価 

設計・建設規格「VVC-3310 弁箱と弁ふたがフランジ結合の弁のフラン

ジ応力評価」を適用しボルトの必要な断面積及び許容応力を算出し，実機

のボルトの断面積がボルトの必要な断面積を上回り，かつ，発生応力が許

容応力を下回ることを確認した。 

1.3 評価結果 

弁（逃がし弁を除く。）の各部位について評価した結果，実機の値は判定基

準を満足し，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力

（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条件下で破損せず，漏えいは発生しないこ

とを確認した。 
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計器からの漏えいの可能性について 

計器について，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力

（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条件下で破損が発生しないことを以下の

とおり確認した。 

1. 圧力計，差圧系計 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧される以下の全ての計器に

ついて，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力以上の計装設備耐圧

値を有しており，構造材の温度上昇に伴う耐力低下（温度－30℃～40℃にお

ける設計引張強さに対する 288℃における設計引張強さの割合は SUS316L の

場合で約 79％）を考慮しても加圧時における圧力以上であることから破損が

発生しないことを確認した。 

2. 温度計 

2.1 評価方針 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧される温度計について，耐

圧部となる温度計ウェルの健全性を評価した。評価手法として，日本機械学

会「配管内円通状構造物の流量振動評価指針（JSME S 012-1998）に従い，

同期振動発生の回避又は抑制評価，一次応力評価並びに疲労評価を実施し，

破損の有無を確認した。 

2.3 評価結果 

計器について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，隔離弁の誤開放

等による加圧事象発生時の圧力（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条件下で破

損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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配管からの漏えいの可能性について 

配管及び配管フランジ部について，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生

時の圧力（8.2MPa），温度（288℃）の条件下で破損が発生しないことを以下

のとおり確認した。 

1. 強度評価 

1.1 評価部位の選定 

配管の構成部品のうち漏えいが想定される部位は，高温・高圧の加わる配

管と，配管と配管を繋ぐフランジ部があり，それらについて評価を実施した。 

1.2 評価方法 

(1) 配管の評価 

クラス２配管の評価手法である設計・建設規格「PPC-3411(1)内圧を受

ける直管」を適用して必要な厚さを算出し，実機の最小厚さが必要な最小

厚さを上回ることを確認した。 

(2) フランジ部の評価 

設計・建設規格「PPC-3411 フランジ」を適用してフランジの手法を適

用してフランジ応力算定用圧力からフランジボルトの伸び量を算出したと

ころ，伸び量がマイナスの場合は，フランジ部が増し締めされるため，ガ

スケット最大圧縮量を下回ることを確認した。 

また，熱曲げモーメントの影響については，設計・建設規格で規定され

ている（PPC-1.7）式を使用し，フランジ部に作用するモーメントを圧力

に換算して評価を実施した。
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1.3 評価結果 

配管の各部位について評価した結果，実機の値は判定基準を満足し，隔離弁

の誤開放等による加圧事象発生時の圧力（8.2MPa[gage]），温度（288℃）の条

件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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破断面積の設定について 

1. 評価部位の選定と破断面積の評価方法 

別紙 1～5 の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低圧

設計部分が加圧されたとしても，破損が発生しないことを確認した。 

そこで，隔離弁の誤開放による加圧事象発生時の加圧範囲のうち最も大き

なシール構造であり，損傷により原子炉冷却材が流出した際の影響が最も大

きい熱交換器フランジ部に対して，保守的に弁開放直後の圧力ピーク値

（8.2MPa［gage］），原子炉冷却材温度（288℃）に晒され続け，かつ，ガス

ケットに期待しないことを想定した場合の破断面積を評価した。 

2. 破断面積の評価結果 

熱交換器フランジの破断面積について評価した結果，別第 6-1 表に示すと

おり破断面積は約 21cm２となり，有効性評価のＩＳＬＯＣＡでは，残留熱除

去系熱交換器フランジ部に約 21cm２の漏えいが発生することを想定する。 

別第 6-1 表 破断面積評価結果 

評価部位 
圧力 

(MPa) 

温度 

(℃) 

伸び量（mm） 
内径 

(mm) 

全部材 

伸び量 

(mm) 

破断 

面積 

(cm２) 

＋ 

⊿L1 

＋ 

⊿L2 

－ 

⊿L3 

フランジ部 8.2 288 0.19 1.31 1.19 2,120 0.31 約 21 

⊿L1：ボルトの内圧による伸び量 

⊿L2：ボルトの熱による伸び量 

⊿L3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 
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ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材漏えい量評価 

及び原子炉建屋内環境評価 

1. 評価条件 

有効性評価の想定のとおり，残留熱除去系Ｂ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生

時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建屋内の環境（雰囲気温度，湿度及

び圧力）を評価した。 

原子炉建屋内の環境評価特有の評価条件を別第 7-1 表に，原子炉建屋の

ノード分割図を別第 7-1 図に示す。 
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1.3－143 

別第 7-1 表 原子炉建屋内の環境評価条件 

項 目 主要解析条件 条件設定の考え方 

解析コード ＭＡＡＰ４ 

格納容器及び原子炉建屋等の

詳細ノードのモデル化が可能

であり，隔離弁の閉止操作等

の重大事故等対策を考慮した

事象進展を模擬することが可

能である解析コード 

漏えい箇所 
残留熱除去系Ｂ系 

熱交換器室 

有効性評価の解析と同様 

漏えい面積 約 21cm２ 有効性評価の解析と同様 

事故シナリオ 

・原子炉水位低下（レベル２）設定

点到達時に，原子炉隔離時冷却系

による原子炉注水開始 

・低圧炉心スプレイ系を起動し，事

象発生 15分後に逃がし安全弁（自

動減圧機能）7 弁による原子炉減

圧 

・事象発生 17分後に低圧代替注水系

（常設）を起動 

・原子炉水位回復後，低圧炉心スプ

レイ系を停止し，原子炉水位を原

子炉水位（レベル３）設定点以上

に維持 

・事象発生 25 分後，サプレッショ

ン・プール冷却開始 

・事象発生 5 時間後，残留熱除去系

隔離完了 

有効性評価の解析と同様 

原子炉建屋モデル 別第 7-1 図参照 
原子炉建屋東西の物理的分離

等を考慮して設定 

原子炉建屋壁から 

環境への放熱 
考慮しない 

雰囲気温度，湿度，圧力及び

放射線量の観点から厳しい想

定として設定 

原子炉建屋換気系 考慮しない 

雰囲気温度，湿度及び圧力の

観点から厳しい想定として設

定 

ブローアウトパネ

ル 

開放圧力 

6.9kPa[gage] 

ブローアウトパネル設定値を

設定 
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別第 7-1 図 原子炉建屋内ノード分割モデル 

原子炉隔離時

冷却系

ポンプ室

低圧炉心

スプレイ系

ポンプ室

残留熱除去系Ａ

ポンプ室

高圧炉心
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ポンプ室

残留熱除去系Ｃ

ポンプ室
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熱交換器室
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熱交換器室

地下 1 階東側区画地下 1 階西側区画

1～2 階西側区画 1～2 階東側区画

3 階東側区画3 階西側区画

4～5 階西側区画 4～5 階東側区画

6 階

ブローアウトパネル

ブローアウトパネル

：漏えい箇所 ：水密扉

ブローアウトパネル

階段 階段

階段

階段

階段
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大物搬入口
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扉

扉

扉

扉

扉

扉
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2. 評価結果 

原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別第 7-2 図に，原子炉建屋内の雰囲

気温度（西側区画），雰囲気温度（東側区画），湿度（西側区画），湿度（西

側区画），圧力（西側区画）及び圧力（東側区画）の推移を別第 7-3 図から

別第 7-8 図に示す。 

別第 7-2 図に示すとおり，現場隔離操作の完了タイミングとして設定して

いる事象発生 5 時間までの原子炉冷却材の漏えい量は 300t である。また，

別第 7-3 図及び別第 7-4 図に示すとおり，原子炉減圧操作後に建屋内環境が

静定する事象発生 2 時間から 5 時間までのアクセスルート及び操作場所の雰

囲気温度の最大値は 41℃である。 

別第 7-2 図 原子炉冷却材の積算漏えい量 

原子炉減圧による 

原子炉冷却材漏えい量の低下

破損系統の隔離による 

原子炉冷却材漏えいの停止
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別第 7-3 図 原子炉建屋内の雰囲気温度の推移（西側区画） 

別第 7-4 図 原子炉建屋内の雰囲気温度の推移（東側区画） 
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別第 7-5 図 原子炉建屋内の湿度の推移（西側区画） 

別第 7-6 図 原子炉建屋内の湿度の推移（東側区画） 
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別第 7-7 図 原子炉建屋内の圧力の推移（西側区画） 

別第 7-8 図 原子炉建屋内の圧力の推移（東側区画） 
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別紙 8 

1.3－149 

ブローアウトパネルに期待しない場合の 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材漏えい量評価 

及び原子炉建屋内環境評価 

1. 評価条件 

別紙 7 の評価条件のうち，ブローアウトパネルのみが開かない場合の条件

で評価を実施した。 

2. 評価結果 

原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別第 8-1 図に，原子炉建屋内の雰囲

気温度（西側区画），雰囲気温度（東側区画），湿度（西側区画），湿度（西

側区画），圧力（西側区画）及び圧力（東側区画）の推移を別第 8-2 図から

別第 8-7 図に示す。 

別第 8-1 図に示すとおり，現場隔離操作の完了タイミングとして設定して

いる事象発生 5 時間までの原子炉冷却材の漏えい量は 300t である。また，

別第 8-2 図及び別第 8-3 図に示すとおり，原子炉減圧操作後に建屋内環境が

静定する事象発生 2 時間から 5 時間までのアクセスルート及び操作場所の雰

囲気温度の最大値は 44℃である。ブローアウトパネルに期待する場合と期

待しない場合の比較を第 8-1 表に示す。 

第 8-1 表 ブローアウトパネルに期待する場合と期待しない場合の 

評価結果の比較 

項 目 期待する場合 期待しない場合 

原子炉冷却材の漏えい量 300t 300t 

事象発生 2 時間から 5 時間

までのアクセスルート及び

雰囲気温度の最大値 

41℃ 44℃ 
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別第 8-1 図 原子炉冷却材の積算漏えい量 
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別第 8-2 図 原子炉建屋内の雰囲気温度の推移（西側区画） 

別第 8-3 図 原子炉建屋内の雰囲気温度の推移（東側区画） 
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別第 8-4 図 原子炉建屋内の湿度の推移（西側区画） 

別第 8-5 図 原子炉建屋内の湿度の推移（東側区画） 

315



1.3－153 

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0 10 20 30 40

原
子
炉
建
屋
内
圧
力

事故後の時間(時間)

残留熱除去系(B)ポンプ室

残留熱除去系(C)ポンプ室

原子炉建屋 地下1階西側

原子炉建屋 1～2階西側

原子炉建屋 3階西側

原子炉建屋 4～5階西側

原子炉建屋 6階

JOB No.MA47BNT2LOCAWG33000

(MPa[gage])

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0 10 20 30 40

原
子
炉
建
屋
内
圧
力

事故後の時間(時間)

LPCSポンプ室

原子炉建屋 地下1階東側

原子炉建屋 1～2階東側

原子炉建屋 3階東側

原子炉建屋 4～5階東側

原子炉建屋 6階

JOB No.MA47BNT2LOCAWG33000

(MPa[gage])

別第 8-6 図 原子炉建屋内の圧力の推移（西側区画） 

別第 8-7 図 原子炉建屋内の圧力の推移（東側区画） 
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別紙 9 

1.3－154 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建屋内線量率評価 

及び敷地境界外の実効線量評価 

1. 原子炉建屋内線量率について 

(1) 評価の想定 

原子炉冷却材圧力バウンダリが喪失すると，原子炉冷却材が直接原子炉

建屋内に放出される。 

原子炉建屋内の線量率の評価に当たっては，漏えいした冷却材中から気

相に移行する放射性物質及び燃料から追加放出される放射性物質が原子炉

建屋から漏えいしないという条件で原子炉建屋内の線量率について評価し

た。 

評価上考慮する核種は現行設置許可と同じものを想定し，線量評価の条

件となる I-131 の追加放出量は，実績データから保守的に設定した。 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定しているＩ-131

の追加放出量の最大値は約 41Ci（約 1.5×10１２Bq）[昭和 62 年 4 月 9 日

（第 8 回施設定期検査）]であり，評価に使用するＩ-131 の追加放出量は，

実績値を包絡する値として 100Ci（3.7×10１２Bq）と設定した。 

また，放出される放射性物質には，冷却材中に含まれる放射性物質があ

るが，追加放出量と比較すると数％程度であり，追加放出量で見込んだ余

裕分に含まれるため考慮しないものとする。 

原子炉建屋内の作業の被ばく評価においては，放射線防護具（自給式呼

吸用保護具等）を着用することにより内部被ばくの影響が無視できるた

め，外部被ばくのみを対象とする。 
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1.3－155 

別第 9-1 表 評価条件（追加放出量） 

項  目 評価値 実績値（最大） 

I-131 追加放出量 

（Bq） 
3.7×10１２

1.5×10１２ 

（昭和 62 年 4 月 9 日 

（第 8 回施設定期検

査）） 

希ガス及びハロゲン等の 

追加放出量 

（γ線 0.5MeV 換算値）

（Bq） 

2.3×10１４ ― 

(2) 評価の方法 

原子炉建屋内の空間線量率は，以下のサブマージョンモデルにより計算

する。サブマージョンモデルの概要を別第 9-1 図に示す。 

D � 6.2 � 10 １４・
Qγ

V /	
Eγ・ 1 e μ・ ・3600

ここで， 

Ｄ   ：放射線量率（Gy／h） 

6.2×10－１４ ：サブマージョンモデルによる換算係数 
・ ３・

・ ・

Ｑγ  ：原子炉建屋内放射性物質量 

（Bq：γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

ＶＲ/Ｂ  ：原子炉区域内気相部容積（85,000m３） 

Ｅγ   ：γ線エネルギ（0.5MeV／dis） 

μ   ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10－３／m） 

Ｒ   ：評価対象エリアの空間容積と等価な半球の半径（m） 

R � 3・V
2・π

ＶＯＦ   ：評価対象エリア（原子炉建屋地上 3 階）の容積（5,000m３） 
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別第 9-1 図 サブマージョンモデルの概要 

原子炉建屋

原子炉建屋 3Ｆ
（作業フロア）

放出された放射性物質の全

量が原子炉建屋内に均一に分

布するものとし，建屋内の放

射性物質濃度を設定する。

保守的に原子炉建屋から環

境への放射性物質の放出は考

慮しない。

原子炉建屋 3Ｆ（平面図）

作業場所から見渡せる範囲を対象

とし，格納容器が遮蔽となる範囲の

被ばくは考慮しない。

保守的に建屋内の格納容器以外の

構造物，配管，機器等の遮蔽は考慮

しない。また，原子炉建屋内のアク

セスルート及び隔離操作場所となる

1F～3F で最も線量率が大きくなる 3F

で選定している。 

：作業員

：評価対象範囲

格納容器

原子炉建屋

サブマージョンモデル概要図

評価対象範囲の体積を保存し半球

状の空間に放射性物質が均一に分布

するものとして空間線量率を評価す

る。
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(3) 評価の結果 

評価結果を別第 9-2 図に示す。線量率の最大は約 15.2mSv／h 程度であ

り，時間減衰によって低下するため，線量率の上昇が現場操作に影響を与

える可能性は小さく，期待している機器の機能は維持される。 

別第 9-2 図 原子炉建屋立ち入り開始時間と線量率の関係 

なお，事故時には原子炉建屋内に漏えいした放射性物質が環境へ放出さ

れる可能性があるが，これらの事故時においては原子炉建屋放射能高の信

号により中央制御室の換気系は閉回路循環運転となるため，中央制御室内

にいる運転員は過度な被ばくの影響を受けることはない。 
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核　種
収　率
（％）

崩壊定数

（d－1）

γ線実効エネルギ
（MeV）

追加放出量（Bq）
追加放出量（Bq）

（γ線実効エネルギ0.5MeV換算値）

　I－131 2.84 8.60E-02 0.381 3.70E+12 2.82E+12
　I－132 4.21 7.30 2.253 5.48E+12 2.47E+13
　I－133 6.77 8.00E-01 0.608 8.82E+12 1.07E+13
　I－134 7.61 1.90E+01 2.75 9.91E+12 5.45E+13
　I－135 6.41 2.52 1.645 8.35E+12 2.75E+13
 Br－83 0.53 6.96 0.0075 6.90E+11 1.04E+10
 Br－84 0.97 3.14E+01 1.742 1.26E+12 4.40E+12
 Mo－99 6.13 2.49E-01 0.16 7.99E+12 2.56E+12
 Tc－99m 5.4 2.76 0.13 7.04E+12 1.83E+12

ハロゲン等
合計

－ － － 5.32E+13 1.29E+14

 Kr－83m 0.53 9.09 0.0025 1.38E+12 6.90E+09
 Kr－85m 1.31 3.71 0.159 3.41E+12 1.09E+12
 Kr－85 0.29 1.77E-04 0.0022 2.25E+11 9.91E+08
 Kr－87 2.54 1.31E+01 0.793 6.62E+12 1.05E+13
 Kr－88 3.58 5.94 1.950 9.33E+12 3.64E+13
 Xe－131m 0.040 5.82E-02 0.020 1.04E+11 4.17E+09
 Xe－133m 0.19 3.08E-01 0.042 4.95E+11 4.16E+10
 Xe－133 6.77 1.31E-01 0.045 1.76E+13 1.59E+12
 Xe－135m 1.06 6.38E+01 0.432 2.76E+12 2.39E+12
 Xe－135 6.63 1.83 0.250 1.73E+13 8.64E+12
 Xe－138 6.28 7.04E+01 1.183 1.64E+13 3.87E+13

希ガス
合 計

－ － － 7.56E+13 9.93E+13

ハロゲン等
＋希ガス
合 計

－ － － 1.29E+14 2.28E+14

別第 9-2 表 ＩＳＬＯＣＡ時の放出量 
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2. 敷地境界外の実効線量評価について 

(1) 評価想定 

敷地境界外の実効線量評価では，ＩＳＬＯＣＡにより原子炉建屋内に放

出された核分裂生成物が大気中に放出されることを想定し，非居住区域境

界の実効線量を評価した。評価条件は別第 9-1 表から別第 9-5 表に従うも

のとする。 

破断口から漏えいする原子炉冷却材が原子炉建屋内に放出されることに

伴う減圧沸騰によって気体となる分が建屋内の気相部へ移行するものと

し，破断口から漏えいする冷却材中の放射性物質が気相へ移行する割合

は，運転時の原子炉冷却材量に対する原子炉建屋放出に伴う減圧沸騰によ

る蒸発量の割合から算定した。燃料から追加放出される放射性物質が気相

へ移行する割合は，燃料棒内ギャップ部の放射性物質が原子炉圧力の低下

割合に応じて冷却材中に放出されることを踏まえ，同様に運転時の原子炉

冷却材量に対する原子炉減圧に伴う減圧沸騰による蒸発量の割合から算定

した。また，破断口及び逃がし安全弁から放出される蒸気量は，各々の移

行率に応じた量が流出するものとした。（別第 9-3 図及び別第 9-4 図参

照） 

その結果，放出量は別第 9-4 表に示すとおりとなった。 

(2) 評価結果 

敷地境界外における実効線量は約 1.2×10－１mSv となり，「ＬＯＣＡ時

注水機能喪失」における耐圧強化ベント系によるベント時の非居住区域境

界での実効線量（約 6.2×10－１mSv）及び事故時線量限度の 5mSv を下回っ

た。 

なお，評価上は考慮していないものの，原子炉建屋に放出された放射性
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物質は外部に放出されるまでの建屋内壁への沈着による放出量の低減に期

待できること及び冷却材中の放射性物質の濃度は運転時の原子炉冷却材量

に応じた濃度を用いているが，実際は原子炉注水による濃度の希釈に期待

できることにより，さらに実効線量が低くなると考えられる。 
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別第 9-3 表 放出評価条件 

項 目 主要解析条件 条件設定の考え方 

原子炉運転日数（日） 2,000 十分な運転時間として仮定した時間 

追加放出量（Ｉ－131）（Bq） 3.7×10１２

至近の I-131 追加放出量の実績値を

包絡する値として設定し，その他の

核種はその組成を平衡組成として求

め，希ガスについてはよう素の 2 倍

の放出があるものとする。 

冷却材中濃度（Ｉ－131）（Bq／

g） 
1.5×10２

I-131 の追加放出量に基づく全希ガ

ス漏えい率から冷却材中濃度を設定

し，その組成を拡散組成とする。 

（運転実績の最大の I-131 の冷却材

中濃度（5.6×10－１Bq／g）を十分に

包絡する値である。） 

原子炉冷却材重量（t） 289 設計値から設定 

原子炉冷却材浄化系流量（g／s） 1.68×10４ 設計値から設定 

主蒸気流量（g／s） 1.79×10６ 設計値から設定 

原子炉冷却材浄化系の除染係数 10 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線

量目標値に対する評価指針」に基づ

き設定 

主蒸気中への移行割合 

（ハロゲン）（％） 
2 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線

量目標値に対する評価指針」に基づ

き設定 

主蒸気中への移行割合 

（ハロゲン以外）（％） 
0.1 「NUREG-0016」に基づき設定 

燃料から追加放出されるよう素の

割合（％） 

無機よう素：96 

有機よう素：4 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」に基づき設定 

逃がし安全弁からサプレッショ

ン・チェンバへの移行率（％） 

無機よう素， 

ハロゲン等：100 

有機よう素：

99.958 

無機よう素，ハロゲン等については

保守的に全量が逃がし安全弁からサ

プレッション・チェンバ及び破断口

から格納容器のそれぞれに移行する

ものとするものとして設定 

有機よう素についてはＳＡＦＥＲ解

析の積算蒸気量の割合に基づき設定 

破断口から格納容器への移行率

（％） 

無機よう素， 

ハロゲン等：100 

有機よう素：0.042 

サプレッション・チェンバのプー

ル水でのスクラビング等による除

去係数 

10
Standard Review Plan6.5.5 に基づ

き設定 

逃がし安全弁からサプレッショ

ン・チェンバへ移行した放射性物

質の気相部への移行割合 

2 
「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」に基づき設定 

冷却材から気相への放出割合 

（冷却材中の放射性物質）（％） 
11 

原子炉冷却材量に対する原子炉建屋

放出に伴う減圧沸騰による蒸気量の

割合を設定 

冷却材から気相への放出割合 

（追加放出される放射性物質）

（％） 

4 

原子炉減圧により燃料棒内ギャップ

部から冷却材中へ放出されることを

踏まえ，原子炉冷却材量に対する減

圧沸騰による蒸気量から算出 

格納容器からの漏えい率 

（％／d） 
0.5 格納容器の設計漏えい率から設定 
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別第 9-4 表 放出量 

核 種 放出量（Bq） 

希ガス＋ハロゲン等 

（ガンマ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 
9.5×10１２

よう素 

（Ｉ－131 等価量（小児実効線量係数換

算）） 

2.8×10１１

別第 9-5 表 大気拡散条件 

核 種 放出量（Bq） 

相対濃度（χ／Ｑ） 

（s／m３） 
2.9×10－５

相対線量（Ｄ／Ｑ） 

（Gy／Bq） 
4.0×10－１９
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※1 運転時冷却材量に対する減圧沸騰による蒸発量の割合として算定。 

※2 燃料棒内ギャップ部の放射性物質が原子炉圧力の低下割合に応じて冷却材中に放出される

ことを踏まえ，急速減圧するまではその低下割合に応じた量の放射性物質が冷却材中に放

出されるものとし，急速減圧以降はギャップ内の残りの放射性物質が全て冷却材中に放出

されるものとして，冷却材中の放射性物質の濃度を決定し，その冷却材量に対する減圧沸

騰による蒸発量の割合として算定。 

別第 9-3 図 よう素，ハロゲン等の環境への放出過程 

無機よう素，ハロゲン等 

燃料棒から追加放出されるよう素，ハロゲン等

γ線 0.5MeV 換算 ：約 1.3×10１４Bq 

Ｉ-131 等価量 ：約 6.5×10１２Bq 

有機よう素 

逃がし安全弁からサプレッ

ション・チェンバへの放出 

キャリーオーバー割合：

2％ 

サプレッション・プール水中の 

スクラビング等による 

除去係数：10 

破断口から 

原子炉建屋内への放出 

気相部への移行割合：4％※２ 

逃がし安全弁からサプレッ

ション・チェンバへの放出 

移行率：99.958％ 

破断口から 

原子炉建屋内への放出 

移行率：0.042％ 

格納容器からの漏えい率 

：0.5％／d 

格納容器気相中のよう素，ハロゲン等 

無機よう素，ハロゲン等 

破断口から 

原子炉建屋内への放出 

気相部への移行割合：11％※１ 

原子炉建屋内気相中のよう素，ハロゲン等 

γ線 0.5MeV 換算 ：約 6.1×10１２Bq 

Ｉ-131 等価量 ：約 2.8×10１１Bq 

環境へ放出 

冷却材中に存在するよう素，ハロゲン等 

γ線 0.5MeV 換算 ：約 8.5×10１２Bq 

Ｉ-131 等価量 ：約 1.6×10１１Bq 

326



1.3－164 

別第 9-4 図 希ガスの環境への放出過程 

                 （ガンマ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

格納容器からの漏えい 

漏えい率：0.5％／d 

逃がし安全弁からサプレッ

ション・チェンバへの放出 

移行率：99.958％ 

格納容器中の希ガス 

破断口から 

原子炉建屋内への放出 

移行率：0.042％ 

原子炉建屋内気相中の希ガス 

約 3.5×10１２Bq 

環境へ放出 

燃料棒から追加放出される希ガス 

約 9.9×10１３Bq
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Ｉ－131 追加放出量の測定結果について 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定しているＩ

－131 の追加放出量の測定値は以下のとおり。 

中間停止  （昭和 54 年 6 月 2 日）   0.0Ci 

第１回定検 （昭和 54 年 9 月 7 日）   0.0Ci 

中間停止  （昭和 55 年 4 月 29 日）  0.0Ci 

第 2 回定検 （昭和 55 年 9 月 6 日）   0.0Ci 

中間停止  （昭和 56 年 6 月 16 日）  0.0Ci 

第 3 回定検 （昭和 56 年 9 月 12 日）  0.01Ci 

第 4 回定検 （昭和 57 年 6 月 11 日）  0.01Ci 

中間停止  （昭和 58 年 1 月 31 日）  0.01Ci 

第 5 回定検 （昭和 58 年 9 月 17 日）  0.01Ci 

第 6 回定検 （昭和 59 年 12 月 12 日）  0.01Ci 

中間停止   （昭和 60 年 8 月 1 日）  0.01Ci 

第 7 回定検 （昭和 61 年 1 月 20 日）  0.01Ci 

第 8 回定検 （昭和 62 年 4 月 9 日）  40.9Ci 

第 9 回定検 （昭和 63 年 8 月 1 日）   0.01Ci 

第 10 回定検（平成元年 11 月 30 日） 4.5×10８ Bq 

中間停止   （平成 2 年 11 月 29 日）  4.7×10８ Bq 

第 11 回定検（平成 3 年 4 月 20 日）  4.4×10８ Bq 

第 12 回定検（平成 4 年 9 月 6 日）    1.9×10８ Bq 

中間停止   （平成 5 年 4 月 4 日）  1.7×10８ Bq 

第 13 回定検（平成 6 年 2 月 19 日）   1.6×10８ Bq 

第 14 回定検（平成 7 年 4 月 14 日）   1.7×10８ Bq 

中間停止   （平成 8 年 8 月 10 日）  9.8×10７ Bq 

第 15 回定検（平成 8 年 9 月 10 日）  1.5×10８ Bq 

中間停止   （平成 9 年 7 月 12 日）  1.5×10８ Bq 

第 16 回定検（平成 10 年 1 月 8 日）  1.6×10８ Bq 

第 17 回定検（平成 11 年 4 月 4 日）   1.7×10８ Bq 

中間停止   （平成 12 年 12 月 26 日） 1.7×10８ Bq 

第 18 回定検（平成 13 年 3 月 26 日） 1.7×10８ Bq 

第 19 回定検（平成 14 年 9 月 15 日）  1.5×10８ Bq 

中間停止   （平成 15 年 3 月 20 日） 8.9×10７ Bq 

第 20 回定検（平成 16 年 2 月 2 日）  1.3×10８ Bq 

第 21 回定検（平成 17 年 4 月 24 日）  1.5×10８ Bq 

第 22 回定検（平成 18 年 11 月 20 日） 8.9×10７ Bq 

      （平成 19 年 3 月 17 日） 1.1×10８ Bq 

第 23 回定検（平成 20 年 3 月 19 日） 1.2×10８ Bq 

中間停止   （平成 21 年 7 月 21 日） 1.2×10８ Bq 

第 24 回定検（平成 21 年 9 月 9 日）  1.2×10８ Bq 

中間停止   （平成 22 年 6 月 28 日） 9.7×10７ Bq 

第 25 回定検      － 

（※1Ci＝3.7×10１ ０ Bq）
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添付資料 1.3.6 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の検知手段について 

(1) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の判断方法について 

第１表にインターフェイスシステムＬＯＣＡと格納容器内でのＬＯＣＡ

が発生した場合のパラメータ比較を示す。インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡと格納容器内でのＬＯＣＡは，どちらも原子炉冷却材の漏えい事象で

あるが，漏えい箇所が格納容器の内側か外側かという点で異なる。このた

め，原子炉圧力，原子炉水位といった原子炉冷却材一次バウンダリ内のパ

ラメータは同様の挙動を示すが，エリアモニタや格納容器圧力といった格

納容器内外のパラメータに相違が表れるので，容易にインターフェイスシ

ステムＬＯＣＡと判別することができる。 

第1表 インターフェイスシステムＬＯＣＡと格納容器内でのＬＯＣＡ発生時

のパラメータ比較 

 各パラメータ ＩＳＬＯＣＡ 
格納容器内での 

ＬＯＣＡ 

原子炉圧力容器 

パラメータ 

原子炉水位 変動※ 変動※ 

原子炉圧力 変動※ 変動※ 

格納容器 

パラメータ 

格納容器内圧力 変化なし 上昇 

ドライウェル雰囲気温度 変化なし 上昇 

格納容器ドレン流量 変化なし 上昇 

格納容器外 

パラメータ 

残留熱除去系系統圧力 等 上昇 変化なし 

原子炉建屋床ドレンサンプポンプ

等 

運転頻度 

増加※ 変化なし 

原子炉建屋内空間線量率 上昇 変化なし 

※漏えい量により変動しない場合がある。 
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(2) インターフェイスシステムＬＯＣＡの認知について 

インターフェイスシステムＬＯＣＡは，低圧設計部と高圧設計部を隔離

する弁の誤開放等により発生する事故である。低圧設計部に原子炉圧力が

負荷された場合，系統の異常過圧を知らせる警報（RHR ABNORMAL HI/LO 

PRESS 等）が発報する。系統圧力，原子炉圧力，原子炉水位及び格納容器

圧力等の関連パラメータ変化を確認することでインターフェイスシステム

ＬＯＣＡ発生を判断する。これらのパラメータ以外にも第 2 表に示すとお

りで室温上昇及び室内への漏水を検知し発報する警報（LDS RHR EQUIP 

ROOMS AMBIENT TEMP HIGH，RHR Hx AREA FLOODING 等）が設置されている

ためインターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に変化する可能性があるパ

ラメータとして総合的に判断し，インターフェイスシステムＬＯＣＡの発

生を容易に認知することができる。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生を確認した場合，中央制御室

からの遠隔隔離操作を試みる。仮に中央制御室からの遠隔隔離ができない

場合は，現場手動操作により弁を閉止することで漏えい系統を隔離する。 
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第 2 表 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に変化するパラメータ等 

パラメータ等 
インターフェイスシステムＬＯＣＡ 

発生時の変化 

警報「RHR PUMP DISCH PRESS 

ABNORMAL HI/LO」等(HI 側) 

残留熱除去系ポンプ出口圧力が約 2.75MPa［gage］

まで上昇したことを検知し発報する。（通常時約

0.49MPa［gage］） 

警報「RHR Hx AREA FLOODING」等 
床面より約 300 ㎜水位が形成されたことを検知し

発報する。（通常時 0 ㎜） 

警報「LDS RHR EQUIP ROOMS AMBIENT 

TEMP HIGH」等 

各室内で漏えいが発生した場合において，室温が

上昇したことを検知し発報する。 

火災警報 

蒸気の影響により漏えい発生場所近傍の煙感知器

が作動した場合，火災警報が発報する。また，建

屋内が 75℃以上の高温となった場合には熱感知器

が作動し，火災警報が発報する。 

原子炉建屋空間線量率 漏えい発生場所近傍のエリアモニタが上昇する。 

原子炉建屋ダストモニタ 漏えい発生場所近傍のダストモニタが上昇する。 

警報「R/B FD SUMP LEAKAGE HIGH」

「R/B FD SUMP LEVEL HI-HI」等 

漏えい水のサンプへの流入によりサンプポンプ運

転頻度が増加又は連続運転となる。また，サンプ

液位が通常運転液位を超えたことを検知し警報が

発報する。 

警報「R/B ED SUMP TEMP HIGH」 
漏えい水のサンプへの流入によりサンプ内の温度

が上昇したことを検知し発報する。 
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添付 1.3.7 

炉心損傷前の原子炉の減圧操作について 

1. 原子炉の手動減圧操作 

炉心損傷前の原子炉の手動減圧操作には，原子炉圧力容器への熱

応力の影響を考慮し，原子炉冷却材温度変化率 55℃／h 以下を監視

しながら実施する「通常の減圧」と，事故時において逃がし安全弁

7 弁を開放することにより原子炉を急速に減圧する「急速減圧」が

ある。 

各減圧操作は，低圧で原子炉へ注水可能な手段を確保した上で，

以下のとおり判断して実施する。 

1.1 通常の減圧操作 

通常の減圧操作は，プラント通常起動／停止時及び事故対応中で

急速減圧操作の条件が成立していない場合において適用する。 

本操作は，主復水器が使用できる場合には，タービンバイパス弁

を用いて原子炉の発生蒸気を復水器へ，主復水器が使用できない場

合には，逃がし安全弁を間欠で用いてサプレッション・プールへ導

くことで原子炉の減圧を行う。 

1.2 急速減圧操作 

急速減圧操作は，事故対応中において以下のような場合に，逃が

し安全弁 7 弁を開放することにより実施する。 

①高圧注水機能喪失等により原子炉水位が低下し，低圧注水機

能により原子炉への注水を速やかに行う場合 
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②高圧注水機能により原子炉水位が緩やかに上昇しているが，

炉心露出（原子炉水位が燃料有効長頂部以下）の時間が最長

許容炉心露出時間を上回った場合 

③原子炉水位不明が発生し，低圧の注水機能により原子炉圧力

容器を満水にする場合 

④インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生し，中央制御室か

らの遠隔隔離に失敗した場合 

また，以下の場合で減圧操作に時間余裕がある場合は，減圧によ

る格納容器への熱負荷に留意し，格納容器圧力及び温度を監視しな

がら逃がし安全弁 7 弁を順次開放するが，原子炉冷却材温度変化率

55℃／h 以下は適用されない。 

⑤サプレッション・プール熱容量制限に到達した場合 

⑥格納容器圧力を約 245kPa[gage]（ 0.8Pd）以下に維持できな

い場合 

⑦ドライウェル温度が約 171℃に到達した場合 

⑧サプレッション・プール水位が通常水位＋6.270ｍに接近又

は通常水位－50 ㎝以下となった場合 

本操作は，逃がし安全弁（自動減圧機能）「7 弁」を手動開放する

ことを第一優先とする。 

それができない場合は，逃がし安全弁（自動減圧機能）以外の逃

がし安全弁を含めたものから使用可能なもの「7 弁」を手動開放す

る。 

さらに，それもできない場合は，急速減圧に必要な最小弁数であ

る「1 弁」以上を手動開放することにより急速減圧する。逃がし安

333



1.3－171 

全弁（自動減圧機能）以外の逃がし安全弁による減圧ができない場

合は，代替の減圧手段を試みる。 

なお，急速減圧に必要な最小弁数「1 弁」は，残留熱除去系（低

圧注水系）1 台による原子炉注水を仮定した場合に燃料被覆管最高

温度が 1,200℃以下に抑えられることを条件として設定している。 

急速減圧操作の概要は第 1 図のとおり。 

第 1 図 急速減圧操作概要 

代 替 減 圧 手 段

急 速 減 圧 条 件 成 立

ADS 弁 ※ ２

全 弁 順 次 開 放  

急 速 減 圧

AD S + S R V※ ３

7 弁 ま で  

追 加 開 放  

AD S + S R V  

1 弁 以 上 開 放  

N o

N o

Ye s

Ye s

Ye s

N o  

※ １ ： こ れ ら の 条 件 成 立 に よ り 急 速 減 圧 を 実 施 す る 場 合

は ， 減 圧 に よ る 格 納 容 器 へ の 熱 負 荷 に 留 意 し ， 格

納 容 器 圧 力 及 び 温 度 を 監 視 し な が ら 実 施 す る 。  

※ ２ ： 逃 が し 安 全 弁 （ 自 動 減 圧 機 能 ）  

※ ３ ： 逃 が し 安 全 弁 （ 自 動 減 圧 機 能 ） 及 び 逃 が し 安 全 弁

（ 自 動 減 圧 機 能 ） 以 外 の 逃 が し 安 全 弁  

①高圧注水機能

喪失による原

子炉水位低下

③ 原 子 炉 水

位 不 明

⑤サプレッショ

ン・プール熱

容量制限到達※

１

⑦ドライウェル

最高使用温度

到達※１

② 最 長 許 容

炉 心 露 出

時 間 超 過

④インターフェ

イスシステム

ＬＯＣＡ

⑥格納容器最高

使用圧力到達
※１

⑧サプレッショ

ン・プール水

位制限値到達※

１
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2. 原子炉の自動減圧 

1.のような運転員による手動操作がない場合でも，事故事象を収

束させるための原子炉減圧として，自動減圧系及び過渡時自動減圧

回路の 2 つがある。逃がし安全弁の機能を第 1 表に整理するととも

に，概要を以下に示す。 

なお，原子炉停止機能喪失（ＡＴＷＳ）の場合は，原子炉の自動

減圧により低温の水が注水されることを防止するため，運転員の判

断により自動減圧を阻止するための操作スイッチがある。 

2.1 自動減圧回路（第 2 図） 

非常用炉心冷却系の一部であり，高圧炉心スプレイ系のバックア

ップ設備として，逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放し原子炉圧

力を速やかに低下させ，低圧注水系の早期注水を促す。 

具体的には，「原子炉水位異常低下（レベル１）」及び「格納容器

圧力高」信号が 120 秒間継続し，低圧炉心スプレイ系又は残留熱除

去系（低圧注水系）が運転中であれば，逃がし安全弁（自動減圧機

能）7 弁が開放する。 

2.2 過渡時自動減圧回路（第 2 図） 

非常用炉心冷却系の自動減圧機能が動作しない場合においても，

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止する。 

自動減圧回路の動作信号のうち，格納容器圧力高信号が成立しな

くても，原子炉の水位が低い状態で一定時間経過した場合は，残留

熱除去系（低圧注水系）等の起動を条件に過渡時自動減圧回路は動

作する。 
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具体的には，原子炉水位異常低下（レベル１）信号が 10 分間継

続し，低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（低圧注水系）が運転

中であれば，過渡時自動減圧機能付き逃がし安全弁 2 弁が開放する。 

過渡時自動減圧回路は，原子炉水位異常低下（レベル１）に「10

分間」の時間遅れを考慮して，炉心損傷に至らない台数を検討した

結果，1 弁を開放すれば炉心損傷の制限値（燃料被覆管 1,200℃以

下，被覆管酸化割合 15％以下）を満足するため，余裕として 1 弁を

追加して 2 弁と設定した。 

第 1 表 逃がし安全弁機能一覧 

弁番号 

機   能  

逃がし弁機能 安全弁機能 自動減圧回路 
過渡時 

自動減圧回路 

(A)(D)(E)(G)(J)(M) 

(N)(P)(S)(U)(V) 
○  ○  ―  ―  

(F)(H)(K)(L)(R) ○  ○  ○  ―  

(B)(C) ○  ○  ○  ○  
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第 2 図 自動減圧機能論理回路 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状

態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を

整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び

十分な期間の運転継続ができること。 

原子炉運転中において，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で発電用

原子炉（以下「原子炉」という。）を冷却するための設計基準事故対処設備が

有する機能は，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による注

水機能である。 

原子炉運転停止中において，原子炉を冷却するための設計基準事故対処設備
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が有する機能は，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による

注水機能である。また，原子炉を長期的に冷却するための設計基準事故対処設

備が有する機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による崩壊熱除去機

能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器（以下「格納容器」という。）の破損を防止するため，原子炉を冷却する対

処設備を整備する。ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明す

る。 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉運転中において，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で原

子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するための設

計基準事故対処設備として，残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ，低圧炉

心スプレイ系ポンプ及びサプレッション・プールを設置している。 

原子炉運転停止中において，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

で原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処

設備として，残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポ

ンプ及びサプレッション・プールを設置している。また，原子炉内の崩壊

熱を除去するための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）ポンプを設置している。 

なお，本条項での原子炉運転停止中とは，原子炉冷却材温度100℃未満

※１及び原子炉圧力容器全ボルト締付状態で，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）により原子炉を冷却している期間とする。 

※1：原子炉の昇温を伴う検査時は除く。 
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これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，重大事故等の対処に用

いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するた

めに，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下

「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対

応手段及び重大事故等対処設備を選定する。（第1.4－1図） 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉圧力容器内

に残存した場合において，格納容器の破損を防止するための対応手段及び

重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に，設計基準事故対処設備により重大事故等の

対応を行うための対応手段と重大事故等対処設備（設計基準拡張）※２及

び柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※３を選定する。 

※2 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

設計基準対象施設の機能を重大事故等時に期待する設備であって，

新たに重大事故等に対処する機能が付加されていない設備。 

※3 自主対策設備 

技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが，プラント状況によっては，事

故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十七条及び技術基準

規則第六十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主

対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除
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去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）ポンプ及び低圧炉心スプレイ

系ポンプの故障による機能喪失を想定する。また，サポート系故障として，

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失を想定する。 

さらに，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，原子炉圧力容器内に溶融炉

心が残存する場合を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.4

－1表に整理する。 

ａ．重大事故等対処設備（設計基準拡張）の対応手段及び設備 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（低圧注水

系又は原子炉停止時冷却系）又は低圧炉心スプレイ系が健全であれば重

大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 

低圧炉心スプレイ系による原子炉注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 
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残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱で使用する設

備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系海水ポンプ 

ｂ．原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプが故障により原子炉注水ができない

場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代

替循環冷却系，消火系及び補給水系により原子炉へ注水する手段が

ある。 

(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水で使用する設備は以

下のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽 

(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水で使用する設備は

以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・代替淡水貯槽 

(ⅲ) 代替循環冷却系による原子炉注水 

代替循環冷却系による原子炉注水で使用する設備は以下のとお
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り。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・緊急用海水ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

(ⅳ) 消火系による原子炉注水 

消火系による原子炉注水で使用する設備は以下のとおり。 

・電動駆動消火ポンプ 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

(ⅴ) 補給水系による原子炉注水 

補給水系による原子炉注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.4.1(2)ｂ．(a)ⅰ)(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による原子

炉注水」で使用する設備のうち，常設低圧代替注水系ポンプ及び代

替淡水貯槽は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(a)ⅰ)(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による原

子炉注水」で使用する設備のうち，可搬型代替注水大型ポンプ及び

代替淡水貯槽は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(a)ⅰ)(ⅲ) 代替循環冷却系による原子炉注水」
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で使用する設備のうち，残留熱除去系熱交換器（Ａ），サプレッシ

ョン・プール及び緊急用海水ポンプは重大事故等対処設備として位

置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(a)ⅰ)(ⅲ) 代替循環冷却系による原子炉注水」

で使用する設備のうち，残留熱除去系海水ポンプは重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（低圧注水系）

ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプが故障により機能喪失した場

合においても，原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を

示す。 

・代替循環冷却系ポンプ 

残留熱除去系の有する格納容器からの除熱機能を代替するこ

とを目的に設置した設備であり，原子炉高圧状態から低圧注水

に移行することを考慮した注水量としていないため，低圧注水

への移行段階での炉心損傷を防止するための注水量としては十

分ではない場合があるが，低圧で注水が可能な設備であるため，

低圧注水手段としては有効である。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

車両の移動，設置，ホース接続等に時間を要し，想定する事

故シーケンスに対して有効性を確認できないが，代替循環冷却
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系が使用可能であれば，原子炉へ注水する手段として有効であ

る。 

・電動駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵

タンク及び多目的タンク 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，原子炉へ注水する手段として有効である。 

・復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンク 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，原子炉へ注水する手段として有効である。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手段

及び設備は以下のとおり。 

ⅰ) 復旧 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）及び低

圧炉心スプレイ系が全交流動力電源喪失により使用できない場合は，

常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ

／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供給するとともに，

残留熱除去系海水ポンプ，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプで冷却水を確保することにより，残留熱除去系（低圧注水

系）及び低圧炉心スプレイ系を復旧する手段がある。 

また，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系が残

留熱除去系海水系機能喪失により使用できない場合は，緊急用海水

ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプで冷却水を確保することによ

り，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系を復旧す

る手段がある。 
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常設代替交流電源設備及び可搬型代替注水大型ポンプへ燃料を補

給し，電源及び冷却水の供給を継続することにより，残留熱除去系

（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系を十分な期間，運転継続す

ることが可能である。 

また，原子炉運転停止後は残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

に移行し，長期的に原子炉を除熱する手段がある。なお，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却系）については，「1.4.1(2)ｃ．(b)ⅰ) 

復旧」にて整備する。 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水 

残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ（海水冷却） 

・残留熱除去系熱交換器 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・緊急用海水ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

全交流動力電源喪失時の対応手段及び設備は，｢1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整理する。 

残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手段及び設備は，「1.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整理する。 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水 

低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷却） 

349



1.4－10 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・緊急用海水ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

全交流動力電源喪失時の対応手段及び設備は，｢1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整理する。 

残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手段及び設備は，「1.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整理する。 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.4.1(2)ｂ．(b)ⅰ)(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後

の原子炉注水」で使用する設備のうち，サプレッション・プール及

び緊急用海水ポンプは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(b)ⅰ)(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後

の原子炉注水」で使用する設備のうち，残留熱除去系（低圧注水系）

ポンプ（海水冷却），残留熱除去系熱交換器及び残留熱除去系海水

ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(b)ⅰ)(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉

注水」で使用する設備のうち，サプレッション・プール及び緊急用

海水ポンプは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(b)ⅰ)(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉

注水」で使用する設備のうち，低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷

却）及び残留熱除去系海水ポンプは重大事故等対処設備（設計基準

拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 
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（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（低圧注水系）

及び低圧炉心スプレイ系が全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海

水系機能喪失により使用できない場合においても，残留熱除去系

（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系を復旧し，原子炉を冷却す

ることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を

示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

車両の移動，設置，ホース接続等に時間を要し，想定する事

故シーケンスに対して有効性を確認できないが，残留熱除去系

（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系が使用可能であれば，

原子炉へ注水する手段として有効である。 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

炉心の著しい損傷，溶融が発生し，原子炉圧力容器内に溶融炉心

が残存する場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可

搬型），代替循環冷却系，消火系及び補給水系により残存溶融炉心

を冷却する手段がある。 

(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却で使用する

設備は以下のとおり。 

・常設低圧代替注水系ポンプ 

・代替淡水貯槽 
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(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・代替淡水貯槽 

(ⅲ) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以

下のとおり。 

・代替循環冷却系ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

・サプレッション・プール 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・緊急用海水ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

(ⅳ) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下のとお

り。 

・電動駆動消火ポンプ 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

(ⅴ) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

補給水系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・復水移送ポンプ 
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・復水貯蔵タンク 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.4.1(2)ｂ．(c)ⅰ)(ⅰ) 低圧代替注水系（常設）による残存

溶融炉心の冷却」で使用する設備のうち，常設低圧代替注水系ポン

プ及び代替淡水貯槽は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(c)ⅰ)(ⅱ) 低圧代替注水系（可搬型）による残

存溶融炉心の冷却」で使用する設備のうち，可搬型代替注水大型ポ

ンプ及び代替淡水貯槽は重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(c)ⅰ)(ⅲ) 代替循環冷却系による残存溶融炉心

の冷却」で使用する設備のうち，代替循環冷却系ポンプ，残留熱除

去系熱交換器（Ａ），サプレッション・プール及び緊急用海水ポン

プは重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｂ．(c)ⅰ)(ⅲ) 代替循環冷却系による残存溶融炉心

の冷却」で使用する設備のうち，残留熱除去系海水ポンプは重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉圧力容器内に溶融炉心

が残存する場合においても，残存溶融炉心を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を

示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

車両の移動，設置，ホース接続等に時間を要し，想定する事

故シーケンスに対して有効性を確認できないが，代替循環冷却

353



1.4－14 

系が使用可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段として有

効である。 

・電動駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水貯蔵

タンク及び多目的タンク 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

・復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンク 

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段として有効である。 

ｃ．原子炉運転停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ) 低圧代替注水 

原子炉運転停止中において，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系）ポンプが故障により原子炉除熱がで

きない場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬

型），代替循環冷却系，消火系及び補給水系により原子炉へ注水す

る手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4.1(2)ｂ．(a)ⅰ) 低圧代替

注水」で選定した設備と同様である。 

以上の設備により，原子炉運転停止中において，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）ポンプが故障し

た場合においても，原子炉を冷却することができる。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手段

及び設備は以下のとおり。 
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ⅰ) 復旧 

原子炉運転停止中において，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系）が全交流動力電源喪失により使用で

きない場合は，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃを受電し

た後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄへ電源を供

給するとともに，残留熱除去系海水ポンプ，緊急用海水ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプで冷却水を確保することにより，残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系）を復旧する手段がある。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が残留熱除去系海水

系機能喪失により使用できない場合は，緊急用海水ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプで冷却水を確保することにより，残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系）を復旧する手段がある。 

常設代替交流電源設備及び可搬型代替注水大型ポンプへ燃料を補

給し，電源及び冷却水の供給を継続することにより，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）を十分な期間，運転継続することが可能で

ある。 

(ⅰ) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱で使

用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）ポンプ（海水冷却） 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系海水ポンプ 

・緊急用海水ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

全交流動力電源喪失時の対応手段及び設備は，｢1.14 電源の
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確保に関する手順等」にて整理する。 

残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手段及び設備は，「1.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整理する。 

ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

「1.4.1(2)ｃ．(b)ⅰ)(ⅰ) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

復旧後の原子炉除熱」で使用する設備のうち，緊急用海水ポンプは

重大事故等対処設備として位置づける。 

「1.4.1(2)ｃ．(b)ⅰ)(ⅰ) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

復旧後の原子炉除熱」で使用する設備のうち，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポンプ（海水冷却），残留熱除去系熱交換器及び

残留熱除去系海水ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却系）が全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失に

より使用できない場合においても，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）を復旧し，原子炉を除熱することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を

示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

車両の移動，設置，ホース接続等に時間を要し，想定する事

故シーケンスに対して有効性を確認できないが，残留熱除去系
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（原子炉停止時冷却系）が使用可能であれば，原子炉を除熱す

る手段として有効である。 

ｄ．手順等 

上記「ａ．重大事故等対処設備（設計基準拡張）の対応手段及び設

備」，「ｂ．原子炉運転中の対応手段及び設備」及び「ｃ．原子炉運転

停止中の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備

する。 

これらの手順は，運転員等※４及び重大事故等対応要員の対応として，

「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手順書Ⅲ（シビ

アアクシデント）」及び「重大事故等対策要領」に定める。（第1.4－1

表） 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整備する。（第1.4－2表，第1.4－3表） 

※4 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転

操作対応）をいう。 

（添付資料1.4.2） 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水 

残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合は，原子炉水位異常低下（レ

ベル１）若しくはドライウェル圧力高信号による残留熱除去系（低圧注水

系）ポンプの自動起動，又は中央制御室からの手動操作により残留熱除去

系（低圧注水系）ポンプを起動し，サプレッション・プールを水源とした

原子炉への注水を実施する。 
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ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

①自動起動信号が発信した場合。 

原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウェル圧力高信号が発

信した場合。 

②手動起動の場合。 

給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉

注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

設定点以上に維持できない場合において，サプレッション・プールの

水位が確保されている場合。 

ｂ．操作手順 

残留熱除去系（低圧注水系）（Ａ）による原子炉注水手順の概要は以

下のとおり。（残留熱除去系（低圧注水系）（Ｂ）又は残留熱除去系

（低圧注水系）（Ｃ）による原子炉注水手順も同様。） 

概要図を第1.4－2図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に残留熱除去系

（Ａ）ポンプの手動起動又は自動起動の確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプの手動起動

操作，又は自動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はド

ライウェル圧力高）により残留熱除去系（Ａ）ポンプが起動したこ

とを確認し，残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa［gage］

以上であることを確認した後，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以下で

あることを確認し，残留熱除去系（低圧注水系）（Ａ）による原子

炉への注水の開始を指示する。 
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④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ａ）の手動操作，

又は自動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウ

ェル圧力高）により開したことを確認する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系系統流量の流量上昇で確認し，発電長に報告する。 

⑥発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点に維持す

るように指示する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ａ）の開閉操作

により残留熱除去系系統流量を調整することで，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原子炉水位高

（レベル８）設定点に維持し，発電長に報告する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要となる

間に，格納容器内への格納容器スプレイを実施する必要がある場合

は，残留熱除去系注入弁（Ａ）の全閉操作を実施後，残留熱除去系

格納容器（Ａ）スプレイ弁を開とし，格納容器スプレイを実施する。

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，作業開始を判断した後，冷却水を確保してから残留熱除去系（低圧

注水系）の手動起動操作による原子炉注水開始まで6分以内と想定する。

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やか

に対応できる。 

なお，残留熱除去系（低圧注水系）の起動に必要となる残留熱除去系

海水ポンプによる冷却水確保の所要時間は4分以内と想定する。 

(2) 低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 
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低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，原子炉水位異常低下（レベル１）

若しくはドライウェル圧力高信号による低圧炉心スプレイ系ポンプの自動

起動，又は中央制御室からの手動操作により低圧炉心スプレイ系ポンプを

起動し，サプレッション・プールを水源とした原子炉への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

①自動起動信号が発信した場合。 

原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウェル圧力高信号が発

信した場合。 

②手動起動の場合。 

給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉

注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

設定点以上に維持できない場合において，サプレッション・プールの

水位が確保されている場合。 

ｂ．操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－3図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に低圧炉心スプ

レイ系ポンプの手動起動又は自動起動の確認を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系ポンプの手動起動

操作，又は自動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はド

ライウェル圧力高）により低圧炉心スプレイ系ポンプが起動したこ

とを確認し，低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力指示値が1.66MPa

［gage］以上であることを確認した後，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以下で
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あることを確認し，低圧炉心スプレイ系による原子炉への注水の開

始を指示する。 

④運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系注入弁の手動操作，

又は自動起動信号（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウ

ェル圧力高）により開したことを確認する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを低

圧炉心スプレイ系系統流量の流量上昇で確認し，発電長に報告する。 

⑥発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点に維持す

るように指示する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系注入弁の開閉操作

により低圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原子炉水

位高（レベル８）設定点に維持し，発電長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場

合，作業開始を判断した後，冷却水を確保してから低圧炉心スプレイ系

の手動起動操作による原子炉注水開始まで6分以内と想定する。中央制

御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応

できる。 

なお，低圧炉心スプレイ系の起動に必要となる残留熱除去系海水ポン

プによる冷却水確保の所要時間は4分以内と想定する。 

(3) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が健全な場合は，中央制御室から

の手動操作により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動し，原子炉

361



1.4－22 

の除熱を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器内の水位が原子炉水位低（レベル３）設定点から原子

炉水位高（レベル８）設定点の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が

0.93MPa［gage］以下の場合。 

ｂ．操作手順 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）による原子炉除熱手順の

概要は以下のとおり。（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ｂ）に

よる原子炉除熱手順も同様。） 

概要図を第1.4－4図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）（Ａ）による原子炉除熱の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室及び原子炉建屋付属棟にて，原子炉保護系電

源の復旧を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，格納容器隔離を復旧する。 

④運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，残留熱除去系（Ａ）レグシー

ルライン弁を閉にする。 

⑤運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ入口弁を閉

とする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，原子炉再循環（Ａ）ポンプが停止して

いることを確認し，原子炉再循環（Ａ）ポンプ出口弁を閉にする。 

⑦運転員等は，発電長に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）

による原子炉除熱の準備が完了したことを報告する。 

⑧発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）使用可能圧力0.93MPa［gage］以下であることを確認
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し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）による原子炉除熱

するための系統構成を指示する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁を

閉とし，閉側回路を除外する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系内側隔離弁の開側回路を

除外し，残留熱除去系外側隔離弁を開にする。 

⑪運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系内側隔離弁を開にし，開

側回路の除外を解除する。 

⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却

ライン入口弁を開にする。 

⑬運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却

注入弁を調整開とする。 

⑭運転員等は，発電長に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）

による原子炉除熱するための系統構成が完了したことを報告する。 

⑮発電長は，運転員等に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）

による原子炉除熱の開始を指示する。 

⑯運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプを起動し，

残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa［gage］以上，及び

残留熱除去系系統流量の流量上昇を確認する。 

⑰運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁を

調整開とする。 

⑱運転員等は中央制御室にて，原子炉除熱が開始されたことを残留熱

除去系熱交換器入口温度が低下することにより確認し，発電長に報

告する。 

ｃ．操作の成立性 
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上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運

転員等（当直運転員）2名により操作を実施した場合，作業開始を判断

した後，冷却水を確保してから残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に

よる原子炉除熱開始まで161分以内と想定する。 

なお，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の起動に必要となる残留

熱除去系海水ポンプによる冷却水確保の所要時間は4分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度である。 

（添付資料1.4.3） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，残留熱除去系（低圧注水

系）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉注水機能が喪失した場合にお

いて，低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水大型ポンプによ

る原子炉への注水手段は，低圧代替注水系（常設）による原子炉への注

水手段と同時並行で準備を開始する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧代替注水系（常設），

低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，消火系及び補給水系の手

段のうち，低圧で原子炉へ注水可能な系統1系統以上の起動及び注水ラ

インの系統構成が完了した時点で，その手段による原子炉注水を開始す

る。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，原子炉圧力容器内を

満水にする必要がある場合は，上記手段に加え給水系，復水系，高圧炉

心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（低圧注水系）を
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使用し原子炉注水を実施する。 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系により原子

炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）設定点以上に維持できない場合において，代替淡水貯槽の水位

が確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水手順の概要は以下のと

おり。 

概要図を第1.4－5図に，タイムチャートを第1.4－6図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に低圧代替

注水系（常設）による原子炉注水の準備を指示する。また，原

子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，原子炉冷却材浄化系

吸込弁の閉を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常設）による原

子炉への注水に必要な残留熱除去系注入弁（Ｃ）の受電操作を

実施し，残留熱除去系注入弁（Ｃ）の表示灯が点灯したことを

確認する。また，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，

原子炉冷却材浄化系吸込弁を閉にする。 

③運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常設）による原

子炉注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示等により確認する。 

④運転員等は，発電長に低圧代替注水系（常設）による原子炉注

水の準備が完了したことを報告する。 
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⑤発電長は，運転員等に低圧代替注水系（常設）の起動を指示す

る。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ｃ）ポンプの操作

スイッチを隔離する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（常設）の使用モ

ード※１を選択し，低圧代替注水系（常設）を起動した後，常

設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力指示値が1.4MPa［gage］以上

であることを確認する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁及び原子炉圧力容器

注水流量調整弁が自動開したことを確認する。  

⑨運転員等は，発電長に低圧代替注水系（常設）の起動が完了し

たことを報告する。 

⑩発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，低圧代替注水系（常設）による原子炉

への注水の開始を指示する。 

⑪運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ｃ）を開に

し，原子炉への注水が開始されたことを低圧代替注水系原子炉

注水流量の流量上昇で確認した後，発電長に報告する。 

⑫発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

の間で維持するように指示する。 

⑬運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器注水流量調整弁に

より低圧代替注水系原子炉注水流量を調整することで，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から

原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告
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する。 

※1：原子炉注水と格納容器内への格納容器スプレイを実施す

る場合は，原子炉注水及び格納容器内の冷却に必要な系

統構成を行い，原子炉注水と格納容器スプレイを実施す

る。 

ⅲ) 操作の成立性 

原子炉運転中において，上記の中央制御室対応を運転員等2名に

て実施した場合，低圧代替注水系（常設）による原子炉注水につい

ては，作業開始を判断してから原子炉注水開始まで9分以内と想定

する。 

常設低圧代替注水系ポンプを使用した原子炉注水と格納容器スプ

レイについては，作業開始を判断してから原子炉注水開始まで15分

以内と想定する。中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操

作であるため，速やかに対応できる。 

なお，原子炉運転停止中の当直要員の体制においては，中央制御

室対応を発電長の指揮のもと運転員等（当直運転員）1名により実

施し，作業開始を判断してから低圧代替注水系（常設）による原子

炉注水開始まで9分以内と想定する。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（淡水／海水） 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替

注水系（常設）により原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合にお

いて，以下のいずれかの状況に至った場合。 

①代替循環冷却系，消火系及び補給水系により原子炉注水ができず，
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代替淡水貯槽の水位が確保されている場合。 

②代替循環冷却系により原子炉注水が実施されているが，原子炉圧

力容器内の水位の上昇が確認されず，消火系及び補給水系により

原子炉注水ができない場合において，代替淡水貯槽の水位が確保

されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（淡水／海水）手順

の概要は以下のとおり。なお，水源から接続口までの可搬型代替注

水大型ポンプによる送水手順については，「1.13 重大事故等の収

束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

概要図を第1.4－7図に，タイムチャートを第1.4－8図に示す。

（残留熱除去系（Ｃ）配管を使用する西側接続口による原子炉注水

及び低圧炉心スプレイ系配管を使用する東側接続口による原子炉注

水の手順は，手順⑩以外同様。） 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長に低

圧代替注水系配管・弁の接続口への低圧代替注水系（可搬型）

の接続を依頼する。 

②災害対策本部長は，発電長に低圧代替注水系（可搬型）で使用

する低圧代替注水系配管・弁の接続口を連絡する。 

③災害対策本部長は，重大事故等対応要員に低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉注水の準備を指示する。 

④発電長は，運転員等に残留熱除去系（Ｃ）配管又は低圧炉心ス

プレイ系配管を使用した低圧代替注水系（可搬型）による原子

炉注水準備を指示する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（可搬型）による
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原子炉への注水に必要な残留熱除去系注入弁（Ｃ）又は低圧炉

心スプレイ系注入弁の受電操作を実施し，残留熱除去系注入弁

（Ｃ）又は低圧炉心スプレイ系注入弁の表示灯が点灯したこと

を確認する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉への注水に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示等により確認する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ｃ）ポンプ又は低

圧炉心スプレイ系ポンプの操作スイッチを隔離する。 

⑧運転員等は，発電長に低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

注水準備が完了したことを報告する。 

⑨発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，低圧代替注水系（可搬型）による原子

炉注水の系統構成を指示する。 

⑩ａ残留熱除去系（Ｃ）配管を使用した西側接続口による原子炉

注水の場合 

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，残留熱除去系注入

弁（Ｃ）及び原子炉圧力容器注水流量調整弁を開にする。 

なお，電源が確保できない場合，運転員等は原子炉建屋原子炉

棟にて，現場手動操作により原子炉注水弁，残留熱除去系注入

弁（Ｃ）及び原子炉圧力容器注水流量調整弁を開にする。 

⑩ｂ低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口による原子炉

注水の場合 

運転員等は中央制御室にて，原子炉注水弁，低圧炉心スプレイ

系注入弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁を開にする。 
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なお，電源が確保できない場合，運転員等は原子炉建屋原子炉

棟にて，現場手動操作により原子炉注水弁，低圧炉心スプレイ

系注入弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁を開にする。 

⑪運転員等は，発電長に低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

注水の系統構成が完了したことを報告する。 

⑫発電長は，災害対策本部長に低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉注水するための原子炉建屋原子炉棟内の系統構成が完了

したことを連絡する。 

⑬重大事故等対応要員は，災害対策本部長に低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉注水するための準備が完了したことを報告

する。 

⑭災害対策本部長は，発電長に可搬型代替注水大型ポンプによる

送水開始を連絡する。 

⑮災害対策本部長は，重大事故等対応要員に可搬型代替注水大型

ポンプの起動を指示する。 

⑯重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプを起動した

後，西側接続口又は東側接続口の弁を開とし，可搬型代替注水

大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長に報告

する。 

⑰災害対策本部長は，発電長に可搬型代替注水大型ポンプにより

送水を開始したことを連絡する。 

⑱発電長は，運転員等に低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

への注水が開始されたことの確認を指示する。 

⑲運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたこと

を低圧代替注水系原子炉注水流量の流量上昇で確認し，発電長
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に報告する。 

⑳発電長は，災害対策本部長に低圧代替注水系（可搬型）により

原子炉への注水が開始されたことを連絡する。 

発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

に維持するように指示する。 

運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器注水流量調整弁に

より低圧代替注水系原子炉注水流量を調整することで，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から

原子炉水位高（レベル８）設定点に維持し，発電長に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉注水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系（Ｃ）配管を使用した西側

接続口による原子炉注水の場合）】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重

大事故等対応要員8名にて実施した場合，170分以内と想定する。 

【現場操作（残留熱除去系（Ｃ）配管を使用した西側接続口による

原子炉注水の場合）】 

・現場対応を運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6

名及び重大事故等対応要員8名にて実施した場合，170分以内と

想定する。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側

接続口による原子炉注水の場合）】 
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・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重

大事故等対応要員8名にて実施した場合，135分以内と想定する。 

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口による

原子炉注水の場合）】 

・現場対応を運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）6

名及び重大事故等対応要員8名にて実施した場合，135分以内と

想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。また，ホース等の接続は速やかに

作業ができるように，可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用

工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトを用いること

で，暗闇における作業性についても確保する。屋内作業の室温は通

常状態と同程度である。 

（添付資料1.4.3） 

(c) 代替循環冷却系による原子炉注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替

注水系（常設）により原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合にお

いて，サプレッション・プールの水位が確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－9図に，タイムチャートを第1.4－10図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に代替循環
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冷却系による原子炉注水の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系による原子炉への

注水に必要な残留熱除去系（Ａ）ミニフロー弁，残留熱除去系

熱交換器（Ａ）出口弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス

弁及び残留熱除去系注入弁（Ａ）の受電操作を実施し，残留熱

除去系（Ａ）ミニフロー弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口

弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス弁及び残留熱除去系

注入弁（Ａ）の表示灯が点灯したことを確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系による原子炉への

注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示等により確認するとともに，冷却水が確保

されていることを確認し，発電長に報告する。 

④発電長は，運転員等に代替循環冷却系による原子炉注水の系統

構成を指示する。 

⑤運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプの操作

スイッチを隔離する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注水配管分離弁，残

留熱除去系（Ａ）ミニフロー弁，残留熱除去系熱交換器（Ａ）

出口弁及び残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス弁を閉にする。 

⑦運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系入口弁及び代替循

環冷却系テストライン弁を開にする。 

⑧運転員等は，発電長に代替循環冷却系による原子炉注水の系統

構成が完了したことを報告する。 

⑨発電長は，運転員等に代替循環冷却系ポンプの起動を指示する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系ポンプを起動し，
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代替循環冷却系ポンプ吐出圧力指示値が1.4MPa［gage］以上で

あることを確認した後，発電長に報告する。 

⑪発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，代替循環冷却系による原子炉への注水

の開始を指示する。 

⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ａ）を開に

した後，代替循環冷却系原子炉圧力容器注水流量調節弁を開に

するとともに代替循環冷却系テストライン弁を閉にする。 

⑬運転員等は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたこと

を代替循環冷却系原子炉注水流量の流量上昇で確認し，発電長

に報告する。 

⑭発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

に維持するように指示する。 

⑮運転員等は中央制御室にて，代替循環冷却系原子炉圧力容器注

水流量調節弁により代替循環冷却系原子炉注水流量を調整する

ことで，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点に維持し，発

電長に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施し

た場合，作業開始を判断した後，冷却水を確保してから代替循環冷

却系による原子炉注水開始まで41分以内と想定する。中央制御室に

設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応で

きる。 
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なお，代替循環冷却系の起動に必要な冷却水確保の所要時間は以

下のとおり。 

・残留熱除去系海水ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合：150分以内 

(d) 消火系による原子炉注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替

注水系（常設）により原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合にお

いて，以下のいずれかの状況に至った場合。 

①代替循環冷却系により原子炉注水ができず，ろ過水貯蔵タンク又

は多目的タンクの水位が確保されている場合。ただし，重大事故

等対処設備によるプラントの安全性に関する機能が損なわれる火

災が発生していない場合。 

②代替循環冷却系により原子炉注水が実施されているが，原子炉圧

力容器内の水位上昇が確認されない場合において，ろ過水貯蔵タ

ンク又は多目的タンクの水位が確保されている場合。ただし，重

大事故等対処設備によるプラントの安全性に関する機能が損なわ

れる火災が発生していない場合。 

ⅱ) 操作手順 

消火系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－11図に，タイムチャートを第1.4－12図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に消火系に

よる原子炉注水の準備を指示する。 

375



1.4－36 

②運転員等は中央制御室にて，消火系による原子炉への注水に必

要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていること

を状態表示等により確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に消火系による原子炉注水の系統構成を指

示する。 

④運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水元弁を閉にす

る。 

⑤運転員等は，発電長に消火系による原子炉注水の系統構成が完

了したことを報告する。 

⑥発電長は，運転員等に電動駆動消火ポンプ※２又はディーゼル

駆動消火ポンプの起動を指示する。 

⑦運転員等は中央制御室にて，電動駆動消火ポンプ又はディーゼ

ル駆動消火ポンプを起動し，消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力指示

値が0.78MPa［gage］以上であることを確認した後，発電長に

報告する。 

⑧発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，消火系による原子炉への注水の開始を

指示する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン

弁を開にする。 

⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ｂ）を開に

する。 

⑪運転員は中央制御室にて，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系系統流量の流量上昇で確認し，発電長に報告する。 

⑫発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低
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（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

の間で維持するように指示する。 

⑬運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ｂ）の開閉

操作により残留熱除去系系統流量を調整することで，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告す

る。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要と

なる間に，格納容器内への格納容器スプレイを実施する必要が

ある場合は，残留熱除去系注入弁（Ｂ）の全閉操作を実施後，

残留熱除去系格納容器スプレイ弁（Ｂ）を開とし，格納容器ス

プレイを実施する。 

※2：常用電源が使用できる場合に，電動駆動消火ポンプを使

用する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応

を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，作業開始を判断

してから消火系による原子炉注水開始まで50分以内と想定する。 

なお，格納容器内への格納容器スプレイを実施する場合，原子炉

注水が不要と判断してから格納容器スプレイまで10分以内と想定す

る。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程

度である。 

（添付資料1.4.3） 
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(e) 補給水系による原子炉注水 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び低圧代替

注水系（常設）により原子炉注水ができず，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合にお

いて，以下のいずれかの状況に至った場合。 

①代替循環冷却系及び消火系により原子炉注水ができず，復水貯蔵

タンクの水位が確保されている場合。 

②代替循環冷却系により原子炉注水が実施されているが，原子炉圧

力容器内の水位の上昇が確認されず，消火系により原子炉注水が

できない場合において，復水貯蔵タンクの水位が確保されている

場合。 

ⅱ) 操作手順 

補給水系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－13図に，タイムチャートを第1.4－14図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に補給水系

による原子炉注水の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，補給水系による原子炉注水に必要

なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示等により確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，災害対策本部長に連絡配管閉止フランジの切り替え

を依頼する。 

④災害対策本部長は，重大事故等対応要員に連絡配管閉止フラン

ジの切り替えを指示する。 

⑤重大事故等対応要員は，連絡配管閉止フランジの切り替えを実
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施する。 

⑥重大事故等対応要員は，災害対策本部長に連絡配管閉止フラン

ジの切り替えが完了したことを報告する。 

⑦災害対策本部長は，発電長に連絡配管閉止フランジの切り替え

が完了したことを連絡する。 

⑧発電長は，運転員等に補給水系による原子炉注水の系統構成を

指示する。 

⑨運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて，補給水系－消火系連

絡ライン止め弁を開にする。 

⑩運転員等はタービン建屋にて，補助ボイラ冷却水元弁を閉にす

る。 

⑪運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン

弁を開にする。 

⑫運転員等は，発電長に補給水系による原子炉注水の系統構成が

完了したことを報告する。 

⑬発電長は，運転員等に復水移送ポンプの起動を指示する。 

⑭運転員等は中央制御室にて，復水移送ポンプを起動し，復水移

送ポンプ吐出ヘッダ圧力指示値が0.78MPa［gage］以上である

ことを確認した後，発電長に報告する。 

⑮発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，補給水系による原子炉への注水の開始

を指示する。 

⑯運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ｂ）を開に

し，原子炉への注水が開始されたことを残留熱除去系系統流量

の流量上昇で確認した後，発電長に報告する。 
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⑰発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

の間で維持するように指示する。 

⑱運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ｂ）の開閉

操作により残留熱除去系系統流量を調整することで，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発電長に報告す

る。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要と

なる間に，格納容器内への格納容器スプレイを実施する必要が

ある場合は，残留熱除去系注入弁（Ｂ）の全閉操作を実施後，

残留熱除去系（Ｂ）格納容器スプレイ弁を開とし，格納容器ス

プレイを実施する。

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応

を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて実施

した場合，作業開始を判断してから補給水系による原子炉注水開始

まで105分以内と想定する。 

なお，格納容器内への格納容器スプレイを実施する場合，原子炉

注水が不要と判断してから格納容器スプレイまで10分以内と想定す

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程

度である。 

（添付資料1.4.3） 
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ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4－21図に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉注

水機能が喪失し，原子炉へ注水ができない場合は，低圧代替注水系（常

設）により原子炉へ注水する。 

低圧代替注水系（常設）が使用できない場合は，代替循環冷却系によ

り原子炉へ注水する。 

代替循環冷却系が使用できない場合，又は代替循環冷却系により原子

炉注水が実施されているが，原子炉圧力容器内の水位の上昇が確認され

ない場合は，消火系，補給水系又は低圧代替注水系（可搬型）により原

子炉へ注水する。

なお，消火系による原子炉への注水は，重大事故等対処設備によるプ

ラントの安全性に関する機能が損なわれる火災が発生していない場合に

実施する。また，補給水系は連絡配管閉止フランジの切り替えに時間を

要することから，消火系による原子炉への注水ができない場合に実施す

る。 

(2) サポート系故障時の対応手順 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手順は以

下のとおり。 

ａ.復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水 

全交流動力電源喪失により残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉

心スプレイ系による注水機能が喪失した場合，常設代替交流電源設備

により残留熱除去系（低圧注水系）の電源を復旧するとともに，残留
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熱除去系海水ポンプ，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プにより冷却水を確保し，残留熱除去系（低圧注水系）にて原子炉へ

の注水を実施する。 

また，残留熱除去系海水系機能喪失により残留熱除去系（低圧注水

系）による注水機能が喪失した場合，緊急用海水ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプにより冷却水を確保し，残留熱除去系（低圧注水系）

にて原子炉への注水を実施する。 

なお，格納容器からの除熱機能を有する代替循環冷却系へ電源を給

電することが可能となるＭ／Ｃ ２Ｃを優先し，緊急用Ｍ／Ｃから受

電するため，Ｍ／Ｃ ２Ｃの供給対象である残留熱除去系（低圧注水

系）（Ａ）を優先して使用する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【全交流動力電源喪失時】 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／

Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの

受電が完了し，サプレッション・プールの水位が確保されている場

合。 

【残留熱除去系海水系機能喪失時】 

残留熱除去系海水系機能喪失時，緊急用海水系又は代替残留熱除

去系海水系により冷却水が確保され，サプレッション・プールの水

位が確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系（低圧注水系）（Ａ）による原子炉注水手順の概要

は以下のとおり。（残留熱除去系（低圧注水系）（Ｂ）又は残留熱

除去系（低圧注水系）（Ｃ）による原子炉注水手順も同様。） 

382



1.4－43 

概要図を第1.4－15図に，タイムチャートを第1.4－16図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に残留熱除

去系（低圧注水系）（Ａ）による原子炉注水の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（低圧注水系）（Ａ）

による原子炉への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示等により確認するととも

に，冷却水が確保されていることを確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に残留熱除去系（Ａ）ポンプの起動を指示

する。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプを起動

し，残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa［gage］以

上であることを確認した後，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，残留熱除去系（低圧注水系）による原

子炉への注水の開始を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ａ）を開と

し，原子炉への注水が開始されたことを残留熱除去系系統流量

の流量上昇で確認した後，発電長に報告する。 

⑦発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

に維持するように指示する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系注入弁（Ａ）の開閉

操作により残留熱除去系系統流量を調整することで，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点に維持し，発電長に報告する。 

383



1.4－44 

なお，原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要と

なる間に，格納容器内への格納容器スプレイを実施する必要が

ある場合は，残留熱除去系注入弁（Ａ）又は（Ｂ）の全閉操作

を実施後，残留熱除去系格納容器スプレイ弁（Ａ）又は（Ｂ）

を開とし，格納容器スプレイを実施する。 

ⅲ) 操作の成立性 

原子炉運転中において，上記の中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名にて実施した場合，作業開始を判断した後，冷却水を

確保してから残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水開始ま

で6分以内と想定する。中央制御室に設置されている操作盤からの

遠隔操作であるため，速やかに対応できる。 

なお，残留熱除去系の起動に必要な冷却水確保の所要時間は以下

のとおり。 

・残留熱除去系海水ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合：150分以内 

さらに，格納容器内への格納容器スプレイを実施する場合，原子

炉注水が不要と判断してから格納容器スプレイまで10分以内と想定

する。 

また，原子炉運転停止中の当直要員の体制においては，中央制御

室対応を発電長の指揮のもと運転員等1名により実施する。 

(b) 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水 

全交流動力電源喪失により残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉

心スプレイ系による注水機能が喪失した場合，常設代替交流電源設備

により低圧炉心スプレイ系の電源を復旧するとともに，残留熱除去系
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海水ポンプ，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより

冷却水を確保し，低圧炉心スプレイ系にて原子炉への注水を実施する。 

また，残留熱除去系海水系機能喪失により低圧炉心スプレイ系によ

る注水機能が喪失した場合，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプにより冷却水を確保し，低圧炉心スプレイ系にて原子炉への

注水を実施する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【全交流動力電源喪失時】 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／

Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃの受電が完了し，残

留熱除去系（低圧注水系）が復旧できず，サプレッション・プール

の水位が確保されている場合。 

【残留熱除去系海水系機能喪失時】 

残留熱除去系海水系機能喪失時，緊急用海水系又は代替残留熱除

去系海水系により冷却水が確保され，残留熱除去系（低圧注水系）

が復旧できず，サプレッション・プールの水位が確保されている場

合。 

ⅱ) 操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。 

概要図を第1.4－17図に，タイムチャートを第1.4－18図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に低圧炉心

スプレイ系による原子炉注水の準備を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系による原子炉

への注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示等により確認するとともに，冷却水が
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確保されていることを確認し，発電長に報告する。 

③発電長は，運転員等に低圧炉心スプレイ系ポンプの起動を指示

する。 

④運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系ポンプを起動

し，低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力指示値が1.66MPa

［gage］以上であることを確認した後，発電長に報告する。 

⑤発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が4.90MPa［gage］以

下であることを確認し，低圧炉心スプレイ系による原子炉への

注水の開始を指示する。 

⑥運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系注入弁を開と

し，原子炉への注水が開始されたことを低圧炉心スプレイ系系

統流量の流量上昇で確認した後，発電長に報告する。 

⑦発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）設定点以上から原子炉水位高（レベル８）設定点

に維持するように指示する。 

⑧運転員等は中央制御室にて，低圧炉心スプレイ系注入弁の開閉

操作により低圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上

から原子炉水位高（レベル８）設定点に維持し，発電長に報告

する。 

ⅲ) 操作の成立性 

原子炉運転中において，上記の中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名にて実施した場合，作業開始を判断した後，冷却水を

確保してから低圧炉心スプレイ系による原子炉注水開始まで6分以

内と想定する。中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作
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であるため，速やかに対応できる。 

なお，低圧炉心スプレイ系の起動に必要な冷却水確保の所要時間

は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合：150分以内 

また，原子炉運転停止中の当直要員の体制においては，中央制御

室対応を発電長の指揮のもと運転員等1名により実施する。 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4－21図に示す。 

全交流動力電源が喪失し，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃ

を受電した後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄを受電

し，交流動力電源が確保され，残留熱除去系（低圧注水系）及び残留熱

除去系海水系が復旧できる場合は，残留熱除去系（低圧注水系）により

原子炉へ注水する。また，残留熱除去系（低圧注水系）が復旧できず，

低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系海水系が復旧できる場合は，低圧

炉心スプレイ系により原子炉へ注水する。 

なお，常設代替交流電源設備によりＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄが

受電できない場合は，「1.4.2.2(1)ａ．低圧代替注水」の対応手順を実

施する。 

残留熱除去系海水系機能喪失により残留熱除去系海水系が使用できな

い場合は，緊急用海水系により冷却水を確保し，残留熱除去系（低圧注

水系）により原子炉へ注水する。 

残留熱除去系（低圧注水系）が使用できない場合は，低圧炉心スプレ
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イ系により原子炉へ注水する。 

緊急用海水系が使用できない場合は，代替残留熱除去系海水系により

冷却水を確保し，残留熱除去系（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系

により原子炉へ注水するが，代替残留熱除去系海水系の運転に時間を要

することから，低圧代替注水系（常設）等により原子炉への注水を並行

して実施する。 

原子炉運転停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）により原

子炉を除熱する。 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉心が原子炉圧

力容器を破損しペデスタル（ドライウェル部）に落下した場合，格納容器

下部注水系によりペデスタル（ドライウェル部）へ注水することで落下し

た溶融炉心を冷却するが，原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は，

低圧代替注水により原子炉圧力容器内へ注水することで残存溶融炉心を冷

却し，原子炉圧力容器から格納容器内への放熱量を抑制する。 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※３により原子炉

圧力容器の破損を判断し，格納容器内の圧力及び温度が低下傾向で

あり，格納容器内の温度が151℃以下まで低下した場合で，残留熱

除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及び代替循環冷却系に

より原子炉圧力容器内へ注水ができない場合において，代替淡水貯

槽の水位が確保されている場合。 

※3：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ変化」は，格納容
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器下部水温の上昇又は格納容器下部水温指示値の喪失により

確認する。 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却については，

｢1.4.2.2(1)ａ．(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水｣

の操作手順と同様である。 

残存溶融炉心の冷却については，格納容器スプレイ及びペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水に必要な流量（格納容器スプレイ流

量：130m３／h，ペデスタル（ドライウェル部）注水量：30m３／h～

80m３／h）を確保し，原子炉圧力容器内へ崩壊熱相当量（14m３／h

～50m３／h）の注水を実施する。しかし，十分な注水流量が確保で

きない場合は，格納容器スプレイを優先する。 

なお，概要図は第1.4－5図，タイムチャートは第1.4－6図と同様

である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施し

た場合，作業開始を判断してから低圧代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器内への注水開始まで9分以内と想定する。中央制御室

に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応

できる。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水） 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力

容器の破損を判断し，格納容器内の圧力及び温度が低下傾向であり，
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格納容器内の温度が151℃以下まで低下した場合で，残留熱除去系

（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系，代替循環冷却系，低圧代替

注水系（常設），消火系及び補給水系により原子炉圧力容器内へ注

水ができない場合において，代替淡水貯槽の水位が確保されている

場合。 

ⅱ) 操作手順 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水）については，｢1.4.2.2(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水（淡水／海水）｣の操作手順と同様である。 

残存溶融炉心の冷却については，格納容器スプレイ及びペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水に必要な流量（格納容器スプレイ流

量：130m３／h，ペデスタル（ドライウェル部）注水量：30m３／h～

80m３／h）を確保し，原子炉圧力容器内へ崩壊熱相当量（14m３／h

～50m３／h）の注水を実施する。しかし，十分な注水流量が確保で

きない場合は，格納容器スプレイを優先する。

なお，概要図は第1.4－7図，タイムチャートは第1.4－8図と同様

である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器内への注水開始までの必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系（Ｃ）配管を使用した西側

接続口による原子炉圧力容器内への注水の場合）】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重

大事故等対応要員8名にて実施した場合，170分以内と想定する。 
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【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側

接続口による原子炉圧力容器内への注水の場合）】 

・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重

大事故等対応要員8名にて実施した場合，135分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。また，ホース等の接続は速やかに

作業ができるように，可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用

工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトを用いること

で，暗闇における作業性についても確保する。 

（添付資料1.4.3） 

(c) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力

容器の破損を判断し，格納容器内の圧力及び温度が低下傾向であり，

格納容器内の温度が151℃以下まで低下した場合で，残留熱除去系

（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器内へ

の注水ができない場合において，サプレッション・プールの水位が

確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却については，

｢1.4.2.2(1)ａ．(c) 代替循環冷却系による原子炉注水｣の操作手

順と同様である。 

残存溶融炉心の冷却については，格納容器スプレイ流量を150m３

／hを確保し，原子炉圧力容器内への注水量を100m３／hで実施する。 
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なお，概要図は第1.4－9図，タイムチャートは第1.4－10図と同

様である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施し

た場合，作業開始を判断した後，冷却水を確保してから代替循環冷

却系による原子炉圧力容器内への注水開始まで41分以内と想定する。

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速

やかに対応できる。 

なお，代替循環冷却系の起動に必要な冷却水確保の所要時間は以

下のとおり。 

・残留熱除去系海水ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合：150分以内 

(d) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力

容器の破損を判断し，格納容器内の圧力及び温度が低下傾向であり，

格納容器内の温度が151℃以下まで低下した場合で，残留熱除去系

（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系，代替循環冷却系及び低圧代

替注水系（常設）により原子炉圧力容器内へ注水ができない場合に

おいて，ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクの水位が確保されてい

る場合。ただし，重大事故等対処設備によるプラントの安全性に関

する機能が損なわれる火災が発生していない場合。 

ⅱ) 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については，｢1.4.2.2(1)ａ．
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(d) 消火系による原子炉注水｣の操作手順と同様である。 

残存溶融炉心の冷却については，格納容器スプレイ及びペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水に必要な流量（格納容器スプレイ流

量：130m３／h，ペデスタル（ドライウェル部）注水量：30m３／h～

80m３／h）を確保し，原子炉圧力容器内へ崩壊熱相当量（14m３／h

～50m３／h）の注水を実施する。しかし，十分な注水流量が確保で

きない場合は格納容器スプレイを優先する。 

なお，概要図は第1.4－11図，タイムチャートは第1.4－12図と同

様である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応

を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，作業開始を判断

してから消火系による原子炉圧力容器内への注水開始まで50分以内

と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程

度である。 

（添付資料1.4.3） 

(e) 補給水系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力

容器の破損を判断し，格納容器内の圧力及び温度が低下傾向であり，

格納容器内の温度が151℃以下まで低下した場合で，残留熱除去系

（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系，代替循環冷却系，低圧代替

注水系（常設）及び消火系により原子炉圧力容器内へ注水ができな
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い場合において，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合。 

ⅱ) 操作手順 

補給水系による残存溶融炉心の冷却については，｢1.4.2.2(1)ａ．

(e) 補給水系による原子炉注水｣の操作手順と同様である。 

残存溶融炉心の冷却については，格納容器スプレイ及びペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水に必要な流量（格納容器スプレイ流

量：130m３／h，ペデスタル（ドライウェル部）注水量：30m３／h～

80m３／h）を確保し，原子炉圧力容器内へ崩壊熱相当量（14m３／h

～50m３／h）の注水を実施する。しかし，十分な注水流量が確保で

きない場合は，格納容器スプレイを優先する。 

なお，概要図は第1.4－13図，タイムチャートは第1.4－14図と同

様である。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応

を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて実施

した場合，作業開始を判断してから補給水系による原子炉圧力容器

内への注水開始まで105分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程

度である。 

（添付資料1.4.3） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4－21図に示す。 

原子炉圧力容器が破損し，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心
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スプレイ系による残存溶融炉心の冷却ができない場合は，代替循環冷却

系による残存溶融炉心を冷却する。 

代替循環冷却系が使用できない場合は，低圧代替注水系（常設）によ

る残存溶融炉心の冷却を実施する。 

低圧代替注水系（常設）が使用できない場合は，消火系，補給水系又

は低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却を実施する。 

なお，消火系による残存溶融炉心の冷却は，重大事故等対処設備によ

るプラントの安全性に関する機能が損なわれる火災が発生していない場

合に実施する。また，補給水系は連絡配管閉止フランジの切り替えに時

間を要することから，消火系による残存溶融炉心の冷却ができない場合

に実施する。 

1.4.2.3 原子炉運転停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

原子炉運転停止中に原子炉へ注水する機能が喪失した場合の対応手順に

ついては，「1.4.2.2(1)ａ．(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉

注水」，「1.4.2.2(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

注水（淡水／海水）」，「1.4.2.2(1)ａ．(c) 代替循環冷却系による原

子炉注水」，「1.4.2.2(1)ａ．(d) 消火系による原子炉注水」及び

「1.4.2.2(1)ａ．(e) 補給水系による原子炉注水」の対応手順と同様で

ある。 

(2) サポート系故障時の対応手順 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失時の対応手順は以

下のとおり。 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱 
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全交流動力電源喪失により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に

よる崩壊熱除去機能が喪失した場合，常設代替交流電源設備により残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の電源を復旧するとともに，残留

熱除去系ポンプ，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプに

より冷却水を確保し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）にて原子

炉の除熱を実施する。 

また，残留熱除去系海水系機能喪失により残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）による崩壊熱除去機能が喪失した場合，緊急用海水ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプにより冷却水を確保し，残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系）にて原子炉の除熱を実施する。 

なお，格納容器からの除熱及び原子炉内の崩壊熱を除去する機能を

有する代替循環冷却系へ電源を給電することが可能となるＭ／Ｃ ２

Ｃを優先し，緊急用Ｍ／Ｃから受電するため，Ｍ／Ｃ ２Ｃの供給対

象である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）を優先して使用

する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【全交流動力電源喪失時】 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／

Ｃが受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの

受電が完了し，原子炉圧力指示値が0.93MPa［gage］以下である場

合。 

【残留熱除去系海水系機能喪失時】 

残留熱除去系海水系機能喪失時，緊急用海水系又は代替残留熱除

去系海水系により冷却水が確保され，原子炉圧力指示値が0.93MPa

［gage］以下である場合。 
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ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）による原子炉除熱手

順の概要は以下のとおり。（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

（Ｂ）による原子炉冷却手順も同様） 

概要図を第1.4－19図に，タイムチャートを第1.4－20図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に残留熱除

去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）による原子炉除熱の準備を

指示する。 

②運転員等は中央制御室及び原子炉建屋付属棟にて，原子炉保護

系電源の復旧を実施する。 

③運転員等は中央制御室にて，格納容器隔離を復旧する。 

④運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）（Ａ）による原子炉の除熱に必要なポンプ，電動弁及び監

視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認す

るとともに，冷却水が確保されていることを確認する。 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，残留熱除去系（Ａ）レグ

シールライン弁を閉にする。 

⑥運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ入口弁

を閉とする。 

⑦運転員等は中央制御室にて，原子炉再循環（Ａ）ポンプが停止

していることを確認し，原子炉再循環（Ａ）ポンプ出口弁を閉

にする。 

⑧運転員等は，発電長に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

（Ａ）による原子炉除熱の準備が完了したことを報告する。 

⑨発電長は，運転員等に原子炉圧力指示値が残留熱除去系（原子
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炉停止時冷却系）使用可能圧力0.93MPa［gage］以下であるこ

とを確認し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）（Ａ）によ

る原子炉除熱するための系統構成を指示する。 

⑩運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口

弁を閉とし，閉側回路を除外する。 

⑪運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系内側隔離弁の開側回

路を除外し，残留熱除去系外側隔離弁を開にする。 

⑫運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系内側隔離弁を開にし，

開側回路の除外を解除する。 

⑬運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時

冷却ライン入口弁を開にする。 

⑭運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時

冷却注入弁を調整開とする。 

⑮運転員等は，発電長に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

（Ａ）による原子炉除熱するための系統構成が完了したことを

報告する。 

⑯発電長は，運転員等に残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

（Ａ）による原子炉除熱の開始を指示する。 

⑰運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系（Ａ）ポンプを起動

し，残留熱除去系ポンプ吐出圧力指示値が0.81MPa［gage］以

上及び残留熱除去系系統流量の流量上昇で確認する。 

⑱運転員等は中央制御室にて，残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口

弁を調整開とする。 

⑲運転員等は中央制御室にて，原子炉除熱が開始されたことを残

留熱除去系熱交換器入口温度が低下することにより確認し，発
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電長に報告する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応

を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合，作業開始を判断

した後，冷却水を確保してから残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

による原子炉除熱開始まで161分以内と想定する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程

度である。 

（添付資料1.4.3） 

なお，残留熱除去系の起動に必要な冷却水確保の所要時間は以下

のとおり。 

・残留熱除去系海水ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合：150分以内 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第1.4－21図に示す。 

全交流動力電源が喪失し，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃ

を受電した後，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄを受電

し，交流動力電源が確保され，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）及

び残留熱除去系海水系が復旧できる場合は，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）により原子炉を除熱する。なお，常設代替交流電源設備によ

りＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄが受電できない場合は，「1.4.2.2(1)

ａ．低圧代替注水」の対応手順を実施する。 
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残留熱除去系海水系機能喪失により残留熱除去系海水系が使用できな

い場合は，緊急用海水系により冷却水を確保し，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系）により原子炉を除熱する。 

緊急用海水系が使用できない場合は，代替残留熱除去系海水系により

冷却水を確保し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）により原子炉を

除熱するが，代替残留熱除去系海水系の運転に時間を要することから，

低圧代替注水系（常設）等により原子炉への注水を並行して実施する。 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系海水系，緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系による冷

却水確保手順については，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

手順等」にて整備する。

水源から接続口までの可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順について

は，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

代替淡水貯槽に補給する手順については，「1.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給手順等」にて整備する。 

常設低圧代替注水系ポンプ，代替循環冷却系ポンプ，復水移送ポンプ，残

留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，電動弁及び監視計器への電

源供給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」に整備する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替注水大型

ポンプへの燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」

に整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧（1／27） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）における残留熱除去系（低圧注水系）

による原子炉注水） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領 

残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

非常用交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

401



1.4－62 

対応手段，対応設備，手順書一覧（2／27） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）における低圧炉心スプレイ系による原

子炉注水） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

低圧炉心スプレイ系ポンプ 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スト

レーナ・スパージャ 

非常用交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.4－63 

対応手段，対応設備，手順書一覧（3／27） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）における残留熱除去系（原子炉停止時

冷却系）による原子炉除熱） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段
対応設備 整備する手順書※１

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
）

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
に
よ
る
原
子
炉
除
熱

主
要
設
備

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁 

再循環系配管・弁 

非常用交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.4－64 

対応手段，対応設備，手順書一覧（4／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

常設低圧代替注水系ポンプ 

代替淡水貯槽※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.4－65 

対応手段，対応設備，手順書一覧（5／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

可搬型代替注水大型ポンプ※３ 

代替淡水貯槽※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパー

ジャ 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－66 

対応手段，対応設備，手順書一覧（6／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
①

主
要
設
備

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

代替循環冷却系ポンプ 

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－67 

対応手段，対応設備，手順書一覧（7／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
②

主
要
設
備

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

代替循環冷却系ポンプ 

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

407



1.4－68 

対応手段，対応設備，手順書一覧（8／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

電動駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水貯蔵タンク 

多目的タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備
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1.4－69 

対応手段，対応設備，手順書一覧（9／27） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（低圧

注水系）ポンプ 

低圧炉心スプレイ系

ポンプ 

補
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

復水移送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

補給水系配管・弁 

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備
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1.4－70 

対応手段，対応設備，手順書一覧（10／27） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
①

主
要
設
備

サプレッション・プール 

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ

（海水冷却） 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－71 

対応手段，対応設備，手順書一覧（11／27） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
②

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ

（海水冷却） 

残留熱除去系熱交換器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

411



1.4－72 

対応手段，対応設備，手順書一覧（12／27） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
①

主
要
設
備

サプレッション・プール 

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷

却） 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スト

レーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

412



1.4－73 

対応手段，対応設備，手順書一覧（13／27） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
②

主
要
設
備

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷

却） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スト

レーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－74 

対応手段，対応設備，手順書一覧（14／27）

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

主
要
設
備

常設低圧代替注水系ポンプ 

代替淡水貯槽※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－75 

対応手段，対応設備，手順書一覧（15／27） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

主
要
設
備

可搬型代替注水大型ポンプ※３ 

代替淡水貯槽※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパ

ージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－76 

対応手段，対応設備，手順書一覧（16／27） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
①

主
要
設
備

代替循環冷却系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデン

ト） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－77 

対応手段，対応設備，手順書一覧（17／27） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
②

主
要
設
備

代替循環冷却系ポンプ 

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデン

ト） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－78 

対応手段，対応設備，手順書一覧（18／27） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

消
火
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

主
要
設
備

電動駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水貯蔵タンク 

多目的タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデン

ト） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備

418



1.4－79 

対応手段，対応設備，手順書一覧（19／27） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合

－ 

補
給
水
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

主
要
設
備

復水移送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅲ 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

補給水系配管・弁 

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備

419



1.4－80 

対応手段，対応設備，手順書一覧（20／27） 

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時）

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

常設低圧代替注水系ポンプ 

代替淡水貯槽※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

：自主的に整備する対応手段を示す。
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1.4－81 

対応手段，対応設備，手順書一覧（21／27） 

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時）

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

可搬型代替注水大型ポンプ※３ 

代替淡水貯槽※３

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

関
連
設
備

低圧代替注水系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・弁 

低圧炉心スプレイ系配管・弁・スパ

ージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－82 

対応手段，対応設備，手順書一覧（22／27） 

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
①

主
要
設
備

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

代替循環冷却系ポンプ 

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－83 

対応手段，対応設備，手順書一覧（23／27） 

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
②

主
要
設
備

残留熱除去系熱交換器（Ａ） 

サプレッション・プール 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領

代替循環冷却系ポンプ 

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・弁・スト

レーナ 

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２ 

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－84 

対応手段，対応設備，手順書一覧（24／27） 

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

電動駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水貯蔵タンク 

多目的タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備
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1.4－85 

対応手段，対応設備，手順書一覧（25／27）

（原子炉運転停止中のフロントライン系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障

残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）ポ

ンプ 

補
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

主
要
設
備

復水移送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

重大事故等対策要領
関
連
設
備

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※４

可搬型代替交流電源設備※４

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系（Ｂ）配管・弁 

非常用交流電源設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

補給水系配管・弁 

消火系配管・弁

自
主
対
策
設
備
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1.4－86 

対応手段，対応設備，手順書一覧（26／27） 

（原子炉運転停止中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
除
熱
①

主
要
設
備

緊急用海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」 

重大事故等対策要領

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）ポンプ（海水冷却） 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系海水ポンプ※２

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁 

再循環系配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－87 

対応手段，対応設備，手順書一覧（27／27） 

（原子炉運転停止中のサポート系故障時） 

※1：整備する手順の概要は「1.0 重大事故等対策における共通事項 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要

について」にて整理する。 

※2：手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3：手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※4：手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

：自主的に整備する対応手段を示す。

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 整備する手順書※１

サ
ポ
ー
ト
系
故
障

外部電源系及び非常

用ディーゼル発電機

（全交流動力電源） 

残留熱除去系海水系 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
除
熱
②

主
要
設
備

残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）ポンプ（海水冷却） 

残留熱除去系熱交換器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）

非常時運転手順書Ⅱ 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」 

重大事故等対策要領

可搬型代替注水大型ポンプ※２

自
主
対
策
設
備

関
連
設
備

原子炉圧力容器 

非常用取水設備※２

常設代替交流電源設備※４ 

燃料補給設備※４

重
大
事
故
等
対
処
設
備

残留熱除去系配管・弁 

再循環系配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
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1.4－88 

第1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧

注水系）による原子

炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

給水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１ 

補機監視機能 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－89 

監視計器一覧（2／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 低圧炉心スプレイ系

による原子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量

給水流量 

原子炉隔離時冷却系系統流量※１

高圧炉心スプレイ系系統流量※１

補機監視機能 

給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧炉心スプレイ系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－90 

監視計器一覧（3／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(3) 残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）に

よる原子炉除熱 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度※１

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

最終ヒートシンクの確保 

残留熱除去系熱交換器入口温度※１

残留熱除去系熱交換器出口温度※１

残留熱除去系系統流量※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－91 

監視計器一覧（4／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常

設）による原子炉注

水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 
残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

補機監視機能 
残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

格納容器内の圧力
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧代替注水系原子炉注水流量※１

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

補機監視機能 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－92 

監視計器一覧（5／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(b) 低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉

注水（淡水／海水） 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧代替注水系原子炉注水流量※１

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－93 

監視計器一覧（6／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(c) 代替循環冷却系によ

る原子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 代替循環冷却系原子炉注水流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－94 

監視計器一覧（7／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(d) 消火系による原子炉

注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１ 

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－95 

監視計器一覧（8／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(e) 補給水系による原子

炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器への注水量 

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－96 

監視計器一覧（9／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧  

(a) 残留熱除去系（低圧

注水系）復旧後の原

子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

電源 

275kV東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

緊急用Ｍ／Ｃ電圧※３

緊急用Ｐ／Ｃ電圧※３

最終ヒートシンクの確保 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交

換器）※１ 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補

機）※１

残留熱除去系海水系系統流量※１ 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－97 

監視計器一覧（10／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(b) 低圧炉心スプレイ系

復旧後の原子炉注水 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

電源 

275kV東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

緊急用Ｍ／Ｃ電圧※３

緊急用Ｐ／Ｃ電圧※３

最終ヒートシンクの確保 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交

換器）※１ 

緊急用海水系流量（残留熱除去系補

機）※１

残留熱除去系海水系系統流量※１ 

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧炉心スプレイ系系統流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－98 

監視計器一覧（11／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧代替注水系（常

設）による残存溶融

炉心の冷却 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度※１

格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１ 

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧代替注水系原子炉注水流量※１

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

補機監視機能 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－99 

監視計器一覧（12／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(b) 低圧代替注水系（可

搬型）による残存溶

融炉心の冷却（淡水

／海水） 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度※１

格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 低圧代替注水系原子炉注水流量※１

水源の確保 代替淡水貯槽水位※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－100 

監視計器一覧（13／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(c) 代替循環冷却系によ

る残存溶融炉心の冷

却 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度※１

格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量
残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

補機監視機能 
残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 代替循環冷却系原子炉注水流量※１

水源の確保 サプレッション・プール水位※１

補機監視機能 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－101 

監視計器一覧（14／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(d) 消火系による残存溶

融炉心の冷却 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度※１

格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１ 

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 ろ過水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－102 

監視計器一覧（15／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(e) 補給水系による残存

溶融炉心の冷却 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力※１

サプレッション・チェンバ圧力※１

格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度※１

格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量

残留熱除去系系統流量※１

低圧炉心スプレイ系系統流量※１

低圧代替注水系原子炉注水流量※１

代替循環冷却系原子炉注水流量※１

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器への注水量 残留熱除去系系統流量※１

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

補機監視機能 復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。
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1.4－103 

監視計器一覧（16／16） 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 原子炉運転停止中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）復

旧後の原子炉除熱 

判
断
基
準

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

電源 

275kV東海原子力線１Ｌ，２Ｌ電圧 

154kV原子力１号線電圧 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧※３

Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧※３

緊急用Ｍ／Ｃ電圧※３

緊急用Ｐ／Ｃ電圧※３

最終ヒートシンクの確保 

緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換

器）※１ 

残留熱除去系海水系系統流量※１

操
作

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域）※１

原子炉水位（燃料域）※１

原子炉水位（ＳＡ広帯域）※１

原子炉水位（ＳＡ燃料域）※１

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力※１

原子炉圧力（ＳＡ）※１

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度※１

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

最終ヒートシンクの確保 

残留熱除去系熱交換器入口温度※１

残留熱除去系熱交換器出口温度※１

残留熱除去系系統流量※１

※1：重大事故等対処設備としての要求事項を満たした重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを示す。 

※2：重大事故等対処設備としての要求事項を満さない常用計器及び常用代替計器により監視するパラメータを示

す。 

※3：発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータであり，耐震性，耐環境性を有する計器を示す。 
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1.4－104 

第1.4－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.4】 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等 

常設低圧代替注水系ポンプ 
常設代替交流電源設備 

緊急用Ｐ／Ｃ 

低圧代替注水系 弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急用ＭＣＣ 

低圧炉心スプレイ系 弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急用ＭＣＣ 

ＭＣＣ ２Ｃ系 

残留熱除去系 弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急用ＭＣＣ 

ＭＣＣ ２Ｃ系 

ＭＣＣ ２Ｄ系 

代替循環冷却系ポンプ 
常設代替交流電源設備 

緊急用Ｐ／Ｃ 

代替循環冷却系 弁 
常設代替交流電源設備 

緊急用ＭＣＣ 
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1.4－105 

注1：残留熱除去系（Ｃ）については，熱交換器を有しておらず原子炉停止時冷却系の手段はないため，全交流動力電源喪失及び残留熱除去系海水系機能喪失時における復旧後の原子炉除熱手段は対象外である。 

第 1.4－1 図 機能喪失原因対策分析（1／3） 

④ 消火系による原子炉注水 

・電動駆動消火ポンプ

・ディーゼル駆動消火ポンプ

・ろ過水貯蔵タンク

・多目的タンク

原子炉運転中における 

原子炉内低圧時の冷却機能喪失

⑤ 補給水系による原子炉注水

・復水移送ポンプ

・復水貯蔵タンク

②－2 低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉注水（淡水／海水）

【低圧炉心スプレイ系配管使用時】

・可搬型代替注水大型ポンプ

・代替淡水貯槽

ポンプ周り

故障
配管故障

ストレーナ

詰まり

駆動源喪失

(交流電源)

※6

電源喪失

(直流電源)

※5

※1

起動操作失敗

自動起動

信号故障
手動

※3

残留熱除去系 

海水系機能喪失 

①

③④⑤

残留熱除去系ポンプ

Ｃ系機能喪失

低圧炉心スプレイ系ポンプ

機能喪失

残留熱除去系ポンプ

Ｂ系機能喪失
残留熱除去系ポンプ

Ａ系機能喪失

※1 ※1

②－1

配管・弁故障

及び

熱交換器破損

＜配管範囲＞ 

残留熱除去系（Ａ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

配管・弁故障 配管・弁故障

サプレッション・

プール

①

④⑤

＜配管範囲＞

残留熱除去系（Ｂ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

＜配管範囲＞

残留熱除去系（Ｃ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

＜配管範囲＞

低圧炉心スプレイ系ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

①

④⑤

①③ ③

④⑤

①

③④⑤

配管故障

＜配管範囲＞

サプレッション・プール出口 

～各ポンプ入口弁まで

①

④⑤

②－2
②－1②－2 ②－1②－2

②－1②－2

②－1②－2

②－2 ②－1

＜配管範囲＞

ポンプ入口弁～

ポンプ出口逆止弁まで

ポンプ周り

故障
配管故障

ストレーナ

詰まり

駆動源喪失

(交流電源)

※6

電源喪失

(直流電源)

※5

起動操作失敗

自動起動

信号故障
手動

※3

残留熱除去系

海水系機能喪失

※2

配管・弁故障

及び

熱交換器破損

：AND 条件          ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件           ：サポート系の代替設備・手段による対応 

：フロントライン系 

：サポート系

（凡例）

① 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

・常設低圧代替注水系ポンプ

・代替淡水貯槽

＜配管範囲＞

ポンプ入口弁～ 

ポンプ出口逆止弁まで

②－1 低圧代替注水系（可搬型）による 

原子炉注水（淡水／海水） 

【残留熱除去系Ｃ系配管使用時】

・可搬型代替注水大型ポンプ

・代替淡水貯槽 

③ 代替循環冷却系による原子炉注水

 ・代替循環冷却系ポンプ
・残留熱除去系熱交換器（Ａ）

 ・サプレッション・プール
 ・残留熱除去海水ポンプ
 ・緊急用海水ポンプ

 ・可搬型代替注水大型ポンプ
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1.4－106 

注1：残留熱除去系（Ｃ）については，熱交換器を有しておらず原子炉停止時冷却系の手段はないため，全交流動力電源喪失及び残留熱除去系海水系機能喪失時における復旧後の原子炉除熱手段は対象外である。 

第 1.4－1 図 機能喪失原因対策分析（2／3） 

：AND 条件          ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件           ：サポート系の代替設備・手段による対応 

：フロントライン系 

：サポート系

（凡例）

ポンプ周り

故障
配管故障

ストレーナ

詰まり

駆動源喪失

(交流電源)

※6

電源喪失

(直流電源)

※5

※1

起動操作失敗

自動起動

信号故障
手動

※3

残留熱除去系 

海水系機能喪失 

＜配管範囲＞ 

ポンプ入口弁～ 

ポンプ出口逆止弁まで 

①

③④⑤

残留熱除去系ポンプ

Ｃ系機能喪失

低圧炉心スプレイ系ポンプ

機能喪失

残留熱除去系ポンプ

Ｂ系機能喪失
残留熱除去系ポンプ

Ａ系機能喪失

※1 ※1

②－1

配管・弁故障

及び

熱交換器破損

＜配管範囲＞ 

残留熱除去系（Ａ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

配管・弁故障 配管・弁故障

サプレッション・

プール

①

④⑤

＜配管範囲＞

残留熱除去系（Ｂ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

＜配管範囲＞

残留熱除去系（Ｃ）ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

＜配管範囲＞

低圧炉心スプレイ系ポンプ出口 

逆止弁～原子炉圧力容器まで

①

④⑤

①③ ③

④⑤

①

③④⑤

配管故障

＜配管範囲＞

サプレッション・プール出口 

～各ポンプ入口弁まで

①

④⑤

②－2
②－1②－2

②－1②－2

②－1②－2

②－1②－2

②－2 ②－1

＜配管範囲＞

ポンプ入口弁～

ポンプ出口逆止弁まで

配管・弁故障

及び

熱交換器破損

ポンプ周り

故障
配管故障

ストレーナ

詰まり

駆動源喪失

(交流電源)

※6

電源喪失

(直流電源)

※5

起動操作失敗

自動起動

信号故障
手動

※3

残留熱除去系

海水系機能喪失

※2

原子炉停止中における

原子炉内の冷却機能喪失又は

原子炉内の崩壊熱除去機能喪失

（原子炉内の冷却機能喪失のみ） （原子炉内の冷却機能喪失のみ）

配管故障

＜配管範囲＞ 

原子炉圧力容器～ポンプ入口弁まで 

ポンプ出口逆止弁～原子炉圧力容器まで 

①

④⑤

②－1②－2

③

① 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

・常設低圧代替注水系ポンプ

・代替淡水貯槽

②－1 低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉注水（淡水／海水）

【残留熱除去系Ｃ系配管使用時】

・可搬型代替注水大型ポンプ

・代替淡水貯槽

③ 代替循環冷却系による原子炉注水

 ・代替循環冷却系ポンプ
・残留熱除去系熱交換器（Ａ）

 ・サプレッション・プール
 ・残留熱除去海水ポンプ
 ・緊急用海水ポンプ

 ・可搬型代替注水大型ポンプ

④ 消火系による原子炉注水

・電動駆動消火ポンプ

・ディーゼル駆動消火ポンプ

・ろ過水貯蔵タンク

・多目的タンク

⑤ 補給水系による原子炉注水

・復水移送ポンプ

・復水貯蔵タンク

②－2 低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉注水（淡水／海水）

【低圧炉心スプレイ系配管使用時】

・可搬型代替注水大型ポンプ

・代替淡水貯槽
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1.4－107 

注1：残留熱除去系（Ｃ）については，熱交換器を有しておらず原子炉停止時冷却系の手段はないため，全交流動力電源喪失及び残留熱除去系海水系機能喪失時における復旧後の原子炉除熱手段は対象外である。 

注2：残留熱除去系海水ポンプ，緊急用海水ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより残留熱除去系ポンプを冷却する手段として海水を確保する。

第 1.4－1 図 機能喪失原因対策分析（3／3） 

⑨ 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水

【残留熱除去系海水系機能喪失時】

・低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷却）

・サプレッション・プール

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

・常設低圧代替注水系ポンプ

⑧ 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水

【全交流動力電源喪失時】

・低圧炉心スプレイ系ポンプ（海水冷却）

・サプレッション・プール

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

⑪ 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧

後の原子炉除熱

【残留熱除去系海水系機能喪失時】

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

ポンプ（海水冷却）

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

⑦ 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の

原子炉注水

【残留熱除去系海水系機能喪失時】 

・残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ

（海水冷却）

・残留熱除去系熱交換器

・サプレッション・プール

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

残留熱除去系

海水系機能喪失

駆動源喪失

(交流電源)

Ｍ／Ｃ

機能喪失

Ｐ／Ｃ

機能喪失

外部電源系

故障

非常用ディーゼル

発電機故障

⑥⑧

電源喪失

(直流電源)

配電盤

機能喪失

蓄電池

機能喪失

交流電源喪失 充電装置故障

※4

ポンプ周り

故障
弁故障 起動操作失敗

駆動源喪失

(交流電源)

電源喪失

(直流電源)

配管故障

ストレーナ

詰まり

自動起動

信号故障
手動

※6 ※5

※3

※4

※6

※5

⑥ 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子

炉注水

【全交流動力電源喪失時】

・残留熱除去系（低圧注水系）ポンプ

（海水冷却）

・残留熱除去系熱交換器

・サプレッション・プール

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

⑩ 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧

後の原子炉除熱

【全交流動力電源喪失時】

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

ポンプ（海水冷却）

・残留熱除去系熱交換器

・残留熱除去系海水ポンプ

・緊急用海水ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ

残留熱除去系海水ポンプ

機能喪失

⑦⑨

＜配管範囲＞

ポンプ出口～放水路まで＜配管範囲＞

⑩

⑪

：AND 条件          ：フロントライン系の代替設備・手段による対応 

：OR 条件           ：サポート系の代替設備・手段による対応 

：フロントライン系 

：サポート系

（凡例）
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1.4－108 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.4－2図 残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水 概要図 

操作手順 弁名称 

④，⑦ 残留熱除去系注入弁（Ａ） 

④，⑦

：ポンプ

（凡例） 

MO ：電動弁

：空気作動弁AO 

：逆止弁

：手動弁
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1.4－109 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.4－3図 低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 概要図 

操作手順 弁名称 

④，⑦ 低圧炉心スプレイ系注入弁 

MO 

：ポンプ

：電動弁

（凡例） 

：空気作動弁AO 

：逆止弁

④，⑦
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1.4－110 

操作手順 弁名称           

④ 残留熱除去系（Ａ）レグシールライン弁 

⑤ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ入口弁 

⑥ 原子炉再循環（Ａ）ポンプ出口弁 

⑨，⑰ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁 

⑩ 残留熱除去系外側隔離弁 

⑪ 残留熱除去系内側隔離弁 

⑫ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却ライン入口弁 

⑬ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却注入弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.4－4図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱 概要図

④ 

⑤ 

⑥ 

⑨，⑰

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 
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1
.
4
－
1
1
1
 

操作手順 弁名称   

⑧※１ 原子炉注水弁   

⑧※２，⑬ 原子炉圧力容器注水流量調整弁   

⑪ 残留熱除去系注入弁（Ｃ）   

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第1.4－5図 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 概要図 

⑪ 

⑧※１

⑧※２，⑬ 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 
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1.4－112 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における低圧代替注水系（常設）による原子炉注水は9分以内と想定する。 

※2：原子炉冷却材喪失事象が確認された場合。 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水の場合 

常設低圧代替注水系ポンプを使用した原子炉注水と格納容器スプレイの場合 

第1.4－6図 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 タイムチャート
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1
.
4
－
1
1
3
 

操作手順 弁名称 操作手順 弁名称   

⑩ａ※１，ｂ※１ 原子炉注水弁 ⑩ａ※３，ｂ※３，  原子炉圧力容器注水流量調整弁   

⑩ａ※２ 残留熱除去系注入弁（Ｃ） ⑯ 西側接続口又は東側接続口の弁   

⑩ｂ※２ 低圧炉心スプレイ系注入弁     

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

    ○ａ～ ：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。 

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第1.4－7図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（淡水／海水） 概要図 

⑩ａ※２

⑩ｂ※１

⑩ｂ※２

⑯ 

⑯ 

⑩ａ※１

⑩ｂ※３， 

⑩ａ※３， 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：残留熱除去系(Ｃ)配管使用の場合 

：低圧炉心スプレイ系配管使用の場合

：空気作動弁AO 
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1.4－114 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水は170分以内と想定

する。 

※2：低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口への送水の場合，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注

水開始まで 135 分以内と想定する。 

※3：低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口への送水の場合，移動，系統構成は70分以内と想定する。 

※4：低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口への送水の場合，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注

水開始まで 135 分以内と想定する。 

第1.4－8図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（淡水／海水）タイ

ムチャート 
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1.4－115 

操作手順 弁名称 

⑥※１ 残留熱除去系注水配管分離弁 

⑥※２ 残留熱除去系（Ａ）ミニフロー弁 

⑥※３ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁 

⑥※４ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）バイパス弁 

⑦※１ 代替循環冷却系入口弁 

⑦※２，⑫※３ 代替循環冷却系テストライン弁 

⑫※１ 残留熱除去系注入弁（Ａ） 

⑫※２，⑮ 代替循環冷却系原子炉圧力容器注水流量調節弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

    ○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第1.4－9図 代替循環冷却系による原子炉注水 概要図 

⑫※１

⑦※１

⑥※２ 

⑥※１

⑫※２，⑮ 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 

⑥※３ 

⑥※４ 

⑦※２，⑫※３ 
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1.4－116 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における代替循環冷却系による原子炉注水は41分以内と想定する。 

第1.4－10図 代替循環冷却系による原子炉注水 タイムチャート 
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1.4－117 

操作手順 弁名称 

④ 補助ボイラ冷却水元弁 

⑨※１，※２ 残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁 

⑩，⑬ 残留熱除去系注入弁（Ｂ） 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。 

第1.4－11図 消火系による原子炉注水 概要図

④ 

⑨※１ ⑨※２ 

⑩，⑬ 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 

：手動弁

：電動駆動消火ポンプ使用の場合 

：ディーゼル駆動消火ポンプ使用 

の場合 
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1.4－118 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における消火系による原子炉注水は50分以内と想定する。 

第1.4－12図 消火系による原子炉注水 タイムチャート 
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1.4－119 

操作手順 弁名称 

⑨※１，※２ 補給水系－消火系連絡ライン止め弁 

⑩ 補助ボイラ冷却水元弁 

⑪※１，※２ 残留熱除去系（Ｂ）消火系ライン弁 

⑯，⑱ 残留熱除去系注入弁（Ｂ） 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

○※１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合，その実施順を示す。

第1.4－13図 補給水系による原子炉注水 概要図 

⑯，⑱ 

⑩ 

⑪※１⑪※２

⑨※１

⑨※２

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 
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1.4－120 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における補給水系による原子炉注水は105分以内と想定する。 

第1.4－14図 補給水系による原子炉注水 タイムチャート 
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1.4－121 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.4－15図 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水 概要図

操作手順 弁名称 

⑥，⑧ 残留熱除去系注入弁（Ａ） 

⑥，⑧ 

：ポンプ

（凡例） 

MO ：電動弁

：空気作動弁AO 

：逆止弁

：手動弁
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1.4－122 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水は6分以内と想定

する。 

※2：残留熱除去系ポンプ（Ｂ）又は残留熱除去系ポンプ（Ｃ）による電源復旧後の原子炉注水開始まで 6 分以内

と想定する。

第1.4－16図 残留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水 タイムチャ

ート 
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1.4－123 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。 

第1.4－17図 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水 概要図

操作手順 弁名称 

⑥，⑧ 低圧炉心スプレイ系注入弁 

⑥，⑧ 

MO 

：ポンプ

：電動弁

（凡例） 

：空気作動弁AO 

：逆止弁
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1.4－124 

※1：原子炉運転停止中の当直要員の体制における低圧炉心スプレイ系による原子炉注水は6分以内と想定する。 

第1.4－18図 低圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水 タイムチャート 
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1.4－125 

操作手順 弁名称

⑤ 残留熱除去系（Ａ）レグシールライン弁 

⑥ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ入口弁 

⑦ 原子炉再循環（Ａ）ポンプ出口弁 

⑩，⑱ 残留熱除去系熱交換器（Ａ）入口弁 

⑪ 残留熱除去系外側隔離弁 

⑫ 残留熱除去系内側隔離弁 

⑬ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却ライン入口弁 

⑭ 残留熱除去系（Ａ）ポンプ停止時冷却注入弁 

記載例 ○ ：操作手順番号を示す。

第1.4－19図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱 概

要図

⑩，⑱

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

MO 

：逆止弁

：電動弁

：手動弁

：ポンプ

（凡例） 

：空気作動弁AO 
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1.4－126 

※1：残留熱除去系ポンプ（Ｂ）による電源復旧後の原子炉除熱開始まで161分以内と想定する。 

第1.4－20図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱 タ

イムチャート 
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1.4－127 

原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択 

第1.4－21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（1／5）

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

※1 

（2／5）から 

低圧注水系機能喪失 

原子炉水位低（レベル３） 

設定点以上に維持不可 

可搬型代替注水大型ポンプ 

準備 

低圧代替注水系（常設） 

による原子炉注水 

（並行操作） 

No 
原子炉注水 

成功 

Yes 

代替循環冷却系による 

原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

原子炉 

水位上昇 

消火系による原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

補給水系による 

原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉注水（淡水／海水） 

原子炉の冷却 

Yes 

Yes Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

中央制御室操作 

による系統構成 

現場操作による系統構成 

Yes 

No 

重大事故等対処設備 

によるプラントの安全性

に関する機能が損なわれ

る火災の発生なし
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1.4－128 

原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手段の選択 

第1.4－21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（2／5）

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

全交流動力電源喪失 

常設代替交流電源設備により 

緊急用Ｍ／Ｃ受電 

残留熱除去系（低圧注水系） 

復旧後の原子炉注水

※1 

（1／5）へ 

（3／5）へ 

Yes 
低圧炉心スプレイ系 

復旧後の原子炉注水

No 残留熱除去系 

（低圧注水系） 

復旧 

原子炉の冷却 

低圧炉心スプレイ系 

復旧 

Yes 

No 

代替循環冷却系による 

原子炉注水

原子炉圧力容器内 

水位上昇 

No 

Yes 

代替残留熱除去系海水系 

による冷却水確保

（並行操作） 

残留熱除去系海水系機能喪失 

残留熱除去系（低圧注水系） 

復旧後の原子炉注水

冷却水確保 

成功 

※1 

（1／5）へ 

（3／5）へ 

No 

Yes 低圧炉心スプレイ系 

復旧後の原子炉注水

No 残留熱除去系 

（低圧注水系） 

復旧 

Yes 

原子炉の冷却 

低圧炉心スプレイ系 

復旧 

Yes 

緊急用海水系 

による冷却水確保

No 

代替循環冷却系による 

原子炉注水

原子炉圧力容器内 

水位上昇 

Yes 

No 

緊急用Ｍ／Ｃから 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ又は 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ 

受電可能 

Yes 

No 
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1.4－129 

原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段の選択 

- 

第1.4－21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（3／5）

炉心の著しい損傷 

No 

Yes 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

による格納容器内の冷却 

代替循環冷却系による 

格納容器内の除熱 

原子炉圧力容器 

注水成功 

消火系による 

残存溶融炉心の冷却 

原子炉圧力容器 

注水成功 

補給水系による 

残存溶融炉心の冷却 

原子炉圧力容器 

注水成功 

低圧代替注水系（可搬型）による 

残存溶融炉心の冷却（淡水／海水） 

残存溶融炉心の冷却 

No 

（並行操作） 

原子炉圧力容器破損 

※1 

（2／5）から 

重大事故等対処設備 

によるプラントの安全性に関する機能

が損なわれる火災の発生なし

格納容器下部注水系（常設） 

による格納容器内の冷却 

代替循環冷却系による 

残存溶融炉心の冷却 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

による格納容器内の冷却 停止 

低圧代替注水系（常設）による 

残存溶融炉心の冷却 

原子炉圧力容器 

注水成功 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

による格納容器内の冷却 

格納容器内の圧力及び温度

が低下傾向であり，格納容

器内の温度が 151℃以下まで

低下した場合 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes Yes 

No 

No 

No No 

低圧注水系機能喪失 

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

1.8 の範囲

1.6 の範囲

1.6 の範囲

格納容器内の圧力及び温度が低下 

傾向であり，格納容器内の温度が 

151℃以下まで低下 

格納容器内の冷却 

469



1.4－130 

原子炉運転停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択 

第1.4－21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（4／5）

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

原子炉内の冷却機能喪失 

原子炉内の崩壊熱除去機能喪失 

可搬型代替注水大型ポンプ 

準備 

圧代替注水系（常設） 

による原子炉注水 

（並行操作） 

原子炉水位低下確認 

※3 

（5／5）から 

No 
原子炉注水 

成功 

Yes 

代替循環冷却系による 

原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

原子炉 

水位上昇 

消火系による原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

補給水系による 

原子炉注水 

原子炉注水 

成功 

低圧代替注水系（可搬型） 

による原子炉注水（淡水／海水） 

原子炉の冷却 

Yes 

Yes Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

No 

中央制御室操作 

による系統構成 

現場操作による系統構成 

Yes 

No 

重大事故等対処設備 

によるプラントの安全性

に関する機能が損なわれ

る火災の発生なし
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1.4－131 

原子炉運転停止中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手段の選択 

第1.4－21図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（5／5） 

（凡例） 

：プラント状態 

：操作・確認 

：判断 

：重大事故等対処設備 

代替残留熱除去系海水系 

による冷却水確保

残留熱除去系海水系機能喪失 

冷却水確保 

成功 

No 

Yes 代替循環冷却系による 

原子炉注水

No 

Yes 

原子炉の除熱 

原子炉注水 

成功 

Yes 

緊急用海水系 

による冷却水確保

No 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

復旧後の原子炉除熱

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系）

復旧

※3 

（4／5）へ 

（並行操作） 

※3 

（4／5）へ 

全交流動力電源喪失 

常設代替交流電源設備により 

緊急用Ｍ／Ｃ受電 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

復旧後の原子炉除熱

原子炉の除熱 

Yes 

No 

緊急用Ｍ／Ｃから 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ又は 

Ｍ／Ｃ ２Ｄ 

受電可能 

Yes 

No 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却系）

復旧

代替循環冷却系による 

原子炉注水

原子炉注水 

成功 

Yes 

No 
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1.4－132 

添付資料1.4.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／10） 

技術的能力審査基準（1.4） 番号 設置許可基準規則（第47条） 技術基準規則（第62条） 番号 

【本文】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却

材圧力バウンダリが低圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な手順等が適切に整備されてい

るか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

① 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を施設しなければならない。 

④ 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。 

－ 

【解釈】 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をい

う。 

【解釈】 

１ 第６２条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をい

う。 

－ 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続

及び操作に関する手順等を整備するこ

と。 

② 
（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備するこ

と。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備するこ

と。 
⑤ 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接

続することにより起動及び十分な期間の

運転継続ができること。 

③ 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的

余裕のない場合に対応するため、常設重

大事故防止設備を設置すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的

余裕のない場合に対応するため、常設重

大事故防止設備を設置すること。 
⑥ 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備

は、設計基準事故対処設備に対して、多

様性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備

は、設計基準事故対処設備に対して、多

様性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。 

⑦ 
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1.4－133 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

残留熱除去系（低圧注水

系）ポンプ 既設 

①
④

－ 

－ － 

サプレッション・プール 既設 

残留熱除去系配管・弁・ス

トレーナ 既設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

原子炉圧力容器 既設 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

低圧炉心スプレイ系ポンプ 既設 

①
④

－ 

サプレッション・プール 既設 

低圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ・スパージ

ャ 
既設 

原子炉圧力容器 既設 

残留熱除去系海水 

ポンプ 既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
に
よ
る
原
子
炉
除
熱

残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）ポンプ 既設 

①
④

－ 

原子炉圧力容器 既設 

残留熱除去系配管・弁 既設 

残留熱除去系熱交換器 既設 

再循環系配管・弁 既設 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 

非常用交流電源設備 既設 

燃料補給設備 既設 

473



1.4－134 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

常設低圧代替注水系ポンプ 新設 

①
④
⑥
⑦

－ 代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
①

代替循環冷却系ポンプ 

代替淡水貯槽 新設 サプレッション・プール 

低圧代替注水系配管・弁 新設 代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ｃ）配管・

弁 既設 
残留熱除去系（Ａ）配管・

弁・ストレーナ 

原子炉圧力容器 既設 
残留熱除去系熱交換器

（Ａ） 

非常用交流電源設備 既設 原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備 新設 残留熱除去系海水ポンプ 

燃料補給設備 新設 緊急用海水ポンプ 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水

可搬型代替注水大型ポンプ 新設 

①
②
④
⑤
⑦

－ 

非常用取水設備 

代替淡水貯槽 新設 非常用交流電源設備 

低圧代替注水系配管・弁 新設 常設代替交流電源設備 

残留熱除去系（Ｃ）配管・

弁 既設 燃料補給設備 

低圧炉心スプレイ系配管・

弁・スパージャ 既設 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
②

代替循環冷却系ポンプ 

原子炉圧力容器 既設 サプレッション・プール 

非常用交流電源設備 既設 代替循環冷却系配管・弁 

常設代替交流電源設備 新設 
残留熱除去系（Ａ）配管・

弁・ストレーナ 

可搬型代替交流電源設備 新設 
残留熱除去系熱交換器

（Ａ） 

燃料補給設備 新設 原子炉圧力容器 

－ － － － － 

可搬型代替注水大型ポンプ 

非常用取水設備 

非常用交流電源設備 

常設代替交流電源設備 

燃料補給設備 
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1.4－135 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

－ － － － － 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

電動駆動消火ポンプ 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水貯蔵タンク 

多目的タンク 

消火系配管・弁 

残留熱除去系（Ｂ）配管・

弁 

原子炉圧力容器 

非常用交流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

補
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水

復水移送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

補給水系配管・弁 

消火系配管・弁 

残留熱除去系（Ｂ）配管・

弁 

原子炉圧力容器 

非常用交流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 
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1.4－136 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
①

残留熱除去系（低圧注水

系）ポンプ（海水冷却） 既設 

①
③
④

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
系
）
の
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
②

残留熱除去系（低圧注水

系）ポンプ（海水冷却） 

サプレッション・プール 既設 サプレッション・プール 

残留熱除去系配管・弁・ス

トレーナ 既設 
残留熱除去系配管・弁・ス

トレーナ 

残留熱除去系熱交換器 既設 残留熱除去系熱交換器 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 可搬型代替注水大型ポンプ 

緊急用海水ポンプ 新設 非常用取水設備 

非常用取水設備 
既設 

新設 
常設代替交流電源設備 

常設代替交流電源設備 新設 燃料補給設備 

燃料補給設備 新設 － － 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
①

低圧炉心スプレイ系ポンプ

（海水冷却） 既設 

①
③
④

－ 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧
後
の
原
子
炉
注
水
②

低圧炉心スプレイ系ポンプ

（海水冷却） 

サプレッション・プール 既設 サプレッション・プール 

低圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 既設 
低圧炉心スプレイ系配管・

弁・ストレーナ 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 可搬型代替注水大型ポンプ 

緊急用海水ポンプ 新設 非常用取水設備 

非常用取水設備 
既設 

新設 
常設代替交流電源設備 

常設代替交流電源設備 新設 燃料補給設備 

燃料補給設備 新設 － － 
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1.4－137 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（6／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

低
圧
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

常設低圧代替注水系ポンプ 新設 

①
④

－ 
消
火
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

電動駆動消火ポンプ 

代替淡水貯槽 新設 ディーゼル駆動消火ポンプ 

低圧代替注水系配管・弁 新設 ろ過水貯蔵タンク 

残留熱除去系（Ｃ）配管・

弁 既設 多目的タンク 

原子炉圧力容器 既設 消火系配管・弁 

非常用交流電源設備 既設 
残留熱除去系（Ｂ）配管・

弁 

常設代替交流電源設備 新設 原子炉圧力容器 

燃料補給設備 新設 非常用交流電源設備 

低
圧
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

可搬型代替注水大型ポンプ 新設 

①
④

－ 

常設代替交流電源設備 

代替淡水貯槽 新設 可搬型代替交流電源設備 

低圧代替注水系配管・弁 新設 燃料補給設備 

残留熱除去系（Ｃ）配管・

弁 既設 

補
給
水
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却

復水移送ポンプ 

低圧炉心スプレイ系配管・

弁・スパージャ 既設 復水貯蔵タンク 

原子炉圧力容器 既設 補給水系配管・弁 

非常用交流電源設備 既設 消火系配管・弁 

常設代替交流電源設備 新設 
残留熱除去系（Ｂ）配管・

弁 

可搬型代替交流電源設備 新設 原子炉圧力容器 

燃料補給設備 新設 非常用交流電源設備 

－ － － － － 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 
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1.4－138 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（7／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
①

代替循環冷却系ポンプ 新設 

①
④

－ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
②

代替循環冷却系ポンプ 

サプレッション・プール 既設 サプレッション・プール 

代替循環冷却系配管・弁 新設 代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系（Ａ）配管・

弁・ストレーナ 既設 
残留熱除去系（Ａ）配管・

弁・ストレーナ 

残留熱除去系熱交換器

（Ａ） 既設 
残留熱除去系熱交換器

（Ａ） 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 可搬型代替注水大型ポンプ 

緊急用海水ポンプ 新設 非常用取水設備 

非常用取水設備 
既設 

新設 
非常用交流電源設備 

非常用交流電源設備 既設 常設代替交流電源設備 

常設代替交流電源設備 新設 燃料補給設備 

燃料補給設備 新設 － － 
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1.4－139 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（8／10） 

：重大事故等対処設備   ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備 自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
除
熱
①

残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）ポンプ（海水冷

却） 
既設 

①
③
④

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
系
）
復
旧
後
の
原
子
炉
除
熱
②

残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）ポンプ（海水冷

却） 

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 

残留熱除去系配管・弁 既設 残留熱除去系配管・弁 

残留熱除去系熱交換器 既設 残留熱除去系熱交換器 

再循環系配管・弁 既設 再循環系配管・弁 

残留熱除去系海水ポンプ 既設 可搬型代替注水大型ポンプ 

緊急用海水ポンプ 新設 非常用取水設備 

非常用取水設備 
既設 

新設 
常設代替交流電源設備 

常設代替交流電源設備 新設 燃料補給設備 

燃料補給設備 新設 － － 
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1.4－140 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（9／10） 

技術的能力審査基準（1.4） 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原

子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって、設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態であって，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水系）ポンプ及び低圧炉

心スプレイ系ポンプが有する原子

炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても，炉心の著しい損傷を防止

する手段として，常設低圧代替注

水系ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプによる原子炉を冷却する

ために必要な手順等を整備する。

また，格納容器の破損を防止する

手段として，常設低圧代替注水系

ポンプ，可搬型代替注水大型ポン

プ及び代替循環冷却系ポンプによ

る格納容器の破損を防止するため

に必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止

するため、発電用原子炉を冷却

するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

－ 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運

搬、接続及び操作に関する手順

等を整備すること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態であって，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水系）ポンプ及び低圧炉

心スプレイ系ポンプが有する原子

炉の冷却機能が喪失した場合にお

いても，炉心の著しい損傷を防止

する手段として，可搬型重大事故

防止設備である可搬型代替注水大

型ポンプによる原子炉を冷却する

ために必要な手順等を整備する。 

なお，低圧代替注水系（可搬

型）における可搬型代替注水大型

ポンプの運搬，接続及び操作に関

する手順については「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供

給手順等」にて整備する。 
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1.4－141 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（10／10） 

技術的能力審査基準（1.4） 適合方針 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電

源を接続することにより起動及

び十分な期間の運転継続ができ

ること。 

設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水系及び原子

炉停止時冷却系）ポンプ（海水冷

却）及び低圧炉心スプレイ系ポン

プ（海水冷却）が全交流動力電源

喪失により使用できない場合は，

常設代替交流電源設備を用いて緊

急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又は

Ｍ／Ｃ ２Ｄへ電源を供給するこ

とで残留熱除去系（低圧注水系及

び原子炉停止時冷却系）ポンプ

（海水冷却）及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプ（海水冷却）を復旧す

る手順等を整備する。 

なお，電源の供給に関する手順

については「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 
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添付資料1.4.2 

第1図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源）
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第2図 対応手段として選定した設備の電源構成図（交流電源） 
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添付資料 1.4.3 

重大事故対策の成立性 

1. 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水（淡水／海水） 

(1) 可搬型代替注水大型ポンプによる送水（淡水／海水） 

ａ．操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水が必要な状況において，

外部接続口及び水源を選定し，取水箇所まで移動するとともに送水ルー

トを確保した後，可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉へ送水する。 

ｂ．作業場所 

屋外（原子炉建屋原子炉棟東側及び西側周辺，取水箇所（代替淡水貯

槽及び淡水貯水池）周辺） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水大型ポンプによる送水として，最長時間を要する淡水

貯水池から残留熱除去系（Ｃ）配管を使用する西側接続口を使用した送

水に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：8名（重大事故等対応要員8名） 

所要時間目安：170分以内（放射線防護具着用，移動及びホース敷設

を含む） 

（当該設備は，設置未完のため実績時間なし） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，

夜間における作業性を確保している。また，放射性物質が

放出される可能性があることから，操作は放射線防護具
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（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着用又

は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥＤライト

を携帯しており，夜間においても接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：可搬型代替注水大型ポンプからのホース接続は，専用の結

合金具を使用して容易に接続可能である。作業エリア周辺

には，支障となる設備はなく，十分な作業スペースを確保

している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線連絡設備（固定型，

携帯型），電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ

端末），送受話器のうち，使用可能な設備により，災害対

策本部との連絡が可能である。 

可搬型代替注水大型ポンプ    車両の作業用照明 
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ホース脱着訓練     車両操作訓練（ポンプ起動） 

夜間での送水訓練 

（ホース敷設） 

放射線防護具着用による送水訓練 

（ホース敷設） 

放射線防護具着用による送水訓練 

（水中ポンプユニット設置） 
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(2) 系統構成 

ａ．操作概要 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水が必要な状況において，

中央制御室からの操作により電動弁を操作できない場合，残留熱除去系

（Ｃ）配管を使用した西側接続口による原子炉注水の場合は，原子炉建

屋原子炉棟地上3階及び原子炉建屋原子炉棟地上4階まで移動し，現場で

の人力による操作により系統構成を実施した後，原子炉への送水を実施

する。低圧炉心スプレイ系配管を使用した東側接続口による原子炉注水

の場合は，原子炉建屋原子炉棟地上3階まで移動し，現場での人力によ

る操作により系統構成を実施した後，原子炉への送水を実施する。 

ｂ．作業場所 

西側接続口による原子炉注水の場合 

原子炉建屋原子炉棟地上3階及び原子炉建屋原子炉棟地上4階（管理区

域） 

東側接続口による原子炉注水の場合 

原子炉建屋原子炉棟地上3階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水における，現場での系統

構成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：6名（運転員等6名） 

所要時間目安：125分以内（放射線防護具着用及び移動を含む）（当

該設備は，設備未設置のため実績時間なし） 

西側接続口による原子炉注水の場合 

原子炉建屋原子炉棟地上3階：23分以内（操作対

象：1弁） 
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原子炉建屋原子炉棟地上4階：48分以内（操作対

象：2弁） 

東側接続口による原子炉注水の場合原子炉建屋原子

炉棟地上3階：71分以内（操作対象：3弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：手動ハンドルにて操作を実施する。なお，設置未完のため，

設置工事完了後，操作性について検証する。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室に連絡が可能である。 
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添付資料 1.4.3 

2．消火系による原子炉注水 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

消火系による原子炉注水が必要な状況において，タービン建屋地上1

階まで移動するとともに，系統構成を実施し，電動駆動消火ポンプ又は

ディーゼル駆動消火ポンプにより原子炉へ送水する。 

ｂ．作業場所 

タービン建屋地上1階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

消火系による原子炉注水における，現場での系統構成に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：40分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

タービン建屋地上1階：4分以内（操作対象：1弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 
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連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備によ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

系統構成 

（④補助ボイラ冷却水元弁）  
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添付資料1.4.3 

3. 補給水系による原子炉注水 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

補給水系による原子炉注水が必要な状況において，原子炉建屋廃棄物

処理棟中地下1階及びタービン建屋地上1階まで移動するとともに，系統

構成を実施し，復水移送ポンプにより原子炉へ送水する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階及びタービン建屋地上1階（管理区

域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

補給水系による原子炉注水における，現場での系統構成に必要な要員

数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：8名（運転員等（当直運転員）2名，重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安：95分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

原子炉建屋廃棄物処理棟中地下1階：16分以内（操作

対象：2弁） 

タービン建屋地上1階：4分以内（操作対象：1弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で
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ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備より，

中央制御室との連絡が可能である。 

作業場所（全体）         連絡配管閉止フランジ 

連絡配管閉止フランジ切替訓練 系統構成 

（⑨補給水系－消火系連絡ライン止め弁） 

系統構成 

（⑩補助ボイラ冷却水元弁）
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4．残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱 

(1) 系統構成 

ａ．操作概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後に原子炉除熱が必要な状

況において，原子炉建屋原子炉棟地下2階まで移動するとともに，系統

構成を実施し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）により原子炉除熱

を実施する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋原子炉棟地下2階（管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱における，

現場での系統構成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名（運転員等（当直運転員）2名） 

所要時間目安：45分以内（放射線防護具着用及び移動を含む） 

原子炉建屋原子炉棟地下2階：3分以内（操作対象：1

弁） 

ｄ．操作の成立性について 

作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライ

トを携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を着

用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト又はＬＥＤライトを携行しており近接可能で

ある。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 
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連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器のうち，使用可能な設備より，

中央制御室との連絡が可能である。 

系統構成 

（②残留熱除去系（Ａ）レグシールライン弁） 
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